
第3節政庁の変遷

政庁の変遷について、前述し、設定した各地構期ごとに主要な遺構の変遷および年代についてまと

めることとする。

政庁は、前述した各迫

J期U悶Jの変遜を考えることが可可.能である。また、各期の年代についても、前述した出土造物の年代比定に

よりおおよその年代把握が可能で、ある。

変遷における大きな画期は、 I期 (創建)からの区画施設である築地塀を廃棄し一本柱列塀にし、

繋地地業など全体的な改修を行った皿期、大規模な火災によ って焼失したW期を復興し、区画施設を

一本柱列塀から材木夢IJ塀に変え、門の構造や建物配置も大きく変わる V期、正殿が掘立柱建物から礎

石建物に変わる VI期である。それらの変遷の画期は後述するように文献史料の記事に示される事件や

政治的、社会的背景に関連するものとなっている。

[ I 期】政庁は、秋田「出羽柵JfilJ建とともに中心施設として建設されており 、本期は秋田「出羽柵」

のむIJ建t~] になる 。 その創建当初には中心施設である政庁域確保のために大規模な造成が行われている。

東南部が地形的に狭|溢なことから、在地蝦夷の住居と考えられる竪穴住居一軒を埋め、さらに西南部

にも大規模な雌土による整地地業を行い面積の拡充を図っている。 しかし、結果的には、政庁の規模

と形態は東西94m、南北77mの横長となっており、地形的制約から他の城柵遺跡では普遍的である縦

長の形態を維持できるまでには至っていない。なお、政庁の規模については、北東、東南のコーナー

があき らかなことから南北の長さは明確であるが、東西規模については東辺から正殿中軸線までの距

離を折り返して仮想四辺を決定 したものである。

本期の|メ:阿施設は、外事IS区画施設と同じ瓦茸きのSF677B築地塀である。築地塀に伴う門はSA718柱

列 (SA718東門)で株門程度の簡易な構造の門が考えられる。北門については撹乱と削平により確認

できず不明である。

JEJ殿は、東西 51日1x南北3問で南側に片隔が付く SB748B樹立柱建物である。正殿の北東にはSB680

掘立柱建物が伴う。1有にはSB754B掘立柱建物が伴うが、仮設的な建物の可能性もある。

本W]の年代は、前述した年代比定資料となる政庁造成時に埋められた竪穴住居跡の出土土器が8世

紀前半の特徴を有する土師器であること 、秋田「出羽柵Jの選置された年代が f続日本紀jの記事に

よれば天平 5年 (733)であることから 、始まりは天平 5年と考えられる。終わりは築地塀崩壊土上

肘から出土 した主也元年 (770)銘の漆紙文智:と前述した岡昭出土の土器形態から 8世紀後半の前業

と考え られる。

[ II WJl本則の区画施設は北半分は築地塀であるが、南半分は材木塀によ って聞まれる変則的な形態

となる。北半分の築地塀のSF677Aは、前期の築地塀を一度訪上げし非瓦茸きとしている。南半部に

ついては、築地塀からSA719布掘り講を伴う 材木塀に変化している。区画施設の北辺における本期の
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門跡は I期同様不明である。東辺の門については築地:t)Jfと南半音ISのSA719材木塀との位置関係からI

WJのSA718柱列 (SA718東門)とほぼ同位世と考えられるが、柱掛り方の重複は確認されていない。

正殿は前段階と同じく 5問x3問で南側に片廟が付く構造のS8748A掘立柱建物で、正殿の北東に

はS8679蝦立柱建物、北西にはS8769掘立柱建物が伴う。砕JにはS8754A掘立柱建物が伴っているが仮

設的な建物の可能性もある。

なお、次期皿期の正殿の柱掘り方の埋土および周囲の建物の柱掘り方の埋土にも焼土と炭化物が浪

人することから、 H期]の政庁は焼失したと考え られる。

本期の年代は、始ま りは前期 I期築地塀の崩壊年代と前述したS8679掘 り方出土の 8世紀第3四半

期に位置づけられる須恵器杯などから 8世紀後半の前業と考えられる。終わりは後述する皿期開始に

伴う整地地業の年代から 8 世紀末~ 9 世紀初頭と考えられる。

[illWn本WIは、 政庁域全体に整地地業を行い、全体的な改修を行っており 、変遷における大きな阿

期となっている。

区nIij施設は構造を大きく変えており 、崩壊した築地塀の高まりに方形の柱掘り方を掘り 、一定間隔

で柱を立てたSA707一本柱列塀となっている。政庁東門は位置と構造を変え東辺一本柱列塀中央やや

南訪:りの 31UjX21聞の総柱建物S8717掘立柱建物となり、建物の西側柱列に一本柱列塀が取り付く形

に変わる。

JI殿も、位置 ・規模はほぼ同じであるが、構造をやや変えて I. n期の 5問x3聞の身舎から、 5

IIJJx 21mの身舎に南廟を取り付けたS8745掘立柱建物となっている。以後、VJ明までこの形態が続き、

正殿の東にはS8953C掘立柱建物、北東にはS8678栂立柱建物、北西にはS8759掘立柱建物が伴う 。南

にはS8749掘立柱建物が伴っているが、仮設的な建物の可能性もある。

現時点の調査成果においては、 全体を構成する建物数が最も多く、東門の建物構造が充実するなど

全体が改めて整備されるi時期といえる。

本J~J の年代については、前述 したように年代比定資料として政庁域の整地土暗中や正殿の掘り方埋

土から 8 世紀末~ 9 世紀第 I 凹半期の年代に位置づけられる赤褐色土器杯B が出土している。 また、

外郭においては外郭田期の改修に伴い大規模整地が行われ、その整地層に夜われ延暦10年 (791)~ 

同14年 (795)銘の木簡が出土し、区画施設が築地塀から布掘りi蒋を伴う材木塀に移行する等、政庁

と共通する大規模誰地と区画構造物の材木塀への変化が認め られ、それが秋田城における同時期の全

体的な改修を示l唆していると考えられる。それらのことからも始まりについては 8世紀末から 9世紀

初頭頃と考えられる。また終わりについては明確な根拠はないが、 天長 7年 (830)の出羽田の大地

誌の被害影響による建て替えによる可能性が考えられる。

[ Nwn本期は構成施設に基本的変化はないものの、存続期間等も考慮し、 AとBの2小期に区分さ

才Lる。

区画施設や門の基本構造には変化はなく、やや位置を変え、A期は前期 (皿WJ)の一本柱列塀を約
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2.6m外側に移動したSA706一本柱列塀、 B期はさらに2.8m外側に移動したSA705一本柱列塀となって

いる。東辺Iq:1央やや南寄りにA.B期にそれぞれ3問X2問のSB702・S8701掘立柱建物の東門が伴

つ。

正殿は、方位を真北方向に向けA期はS87468掘立柱建物、 B期はS8746A掘立柱建物である。正殿

東建物はA期がS89538掘立柱建物、 B期がS8953A掘立柱建物で、この期に総柱建物となる。北西建

物は、A期にのみ存在するS8758掘立柱建物で前期よりややこぶりな大きさに変化する。

B期正殿の柱痕跡には、焼土と炭化物、建物の焼壁が多量に混入しており、火災によ って焼失した

ものと考えられる。

本期の年代は、 AJ~]の始まりが皿期建物の存続年代や、 B期の開始時期等より 9 世期第 2 四半期以

降、 BJmの始まりは、前述したように年代比定資料としてSB953A掘り方の埋土から 9世紀第 3四半

期!の年代に位置づけられる赤褐色土器杯Aが出土することなどから、それ以降と考えられる。終わり

については 9世紀第 3四半期以降となり 、V期建物出土造物の年代や、柱痕跡に多量に混入した焼土

と炭化物などから、元度~2 年 (878) の倖囚の反乱による焼失によるものであることが想定できる 。

[v期]本Jmは、大規模な火災による焼失等、元度・の乱で受けた被害を復興した時期と考えられる。

区間施設および門の構造や建物配置なども大きく変わり、変遷における大きな画期となっている。

区画施設は、 一本柱列塀から布掘り講を伴う SA697材木塀にかわり 、南北に約41m確認されている

が全体としてやや不明確となる。北に進むにしたがって狭く、浅くなり北辺のコーナ一部については、

削平のため不明である 。東辺のほぼ中央部には、布掘り構が棟通りに取り付く l問x2聞の

S8696A.8掘立柱建物の東門が伴い、同位置で建て替えが確認されている。

正殿は、東西棟のS8744掘立柱建物で、前期 (N期)より若干こぶりな建物となっている。北東建

物は南北棟のS8662・S8663掘立柱建物である。

本期の年代は、始まりが元慶 2年 (878)以降となる。出土造物からも前述したように年代比定資

料としてS8744やS8662掘り方の埋土から 9世紀第4四半期の年代に位置づけられる赤褐色土器杯A

や雌が出土していることなどから、やはりそれ以降と考えられる。終わりについてはVI期建物出土造

物の年代等から 10世紀第 l四半期頃と考えられる。

[VI期]本期は、最上層検出の遺構であり、政庁の最終末期となる。そのため後世の削平も多く、建

物や区画施設等政庁内の様相は不明な点が多い。

区画施設はSA698材木塀であるが、東辺のわずか28m聞の確認であり、周囲を巡るものか、単なる

目隠し状の塀になるのか不明である。

正殿はS8743東西棟建物で、柱位置部分に根石状の河原石が認められることから、全期を通じて初

めて礎石建物となると考えられ、また、規模は桁行が 5 問、梁間が 2 ~ 3 問と考えられるが判然とせ

ず闘は付かない。北東建物は、東西棟のSB661掘立柱建物で南桁の西半分が出っ張るような構造であ

る。北西建物は消滅して存在しない。
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本fVJの年代は、始まりが前述したように年代比定資料として、58661掘り方の埋土から 10世紀第 l

1m半期の年代に位置っかけられる赤褐色土器llllが出土していることなどから、それ以降と考えられる。

終末については明確ではないが、政庁域における最上府の造物包含府出土造物の年代が10世紀中葉で

あり 、jtdilJおよび撹乱!百を含めそれよりも新しい時期jの古代の遺構および迫-物がほとんど検出されず、

iJ'，土しないこと から、10世紀中葉頃に収まると考えられる。本期が古代における政庁域の連続した使

川としては最終期となると推察される。

本知j以後、中世にかけての政庁周辺の利月1状削については同様に不明確であり、前述した逃構と逃

物の状況から、本格的施設を伴う大規模な利用はないものと推察される。
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政庁の変遷表

遣 4者 真月 創建以前 I期 E期 皿期 NA期 N B期 V期 VI期

正 殿 SB748B SB748A SB745 SB746B SB746A SB744 SB743 

北東建物 SB680 SB679 SB678 SB663・662 S8661 

北西建物 SB769 SB759 SB758 

正 殿
SB953C SB953B SB953A 

東 建 物

正 殿
SB1645 

西 建 ヰ初

正 殿
SB754B SB754A SB749 

南 建 キ初

政庁東門 SA718 SB717 SB702 SB701 SB696AB 

SF677B SF677A SA707 SA706 SA705 SA697 SA698 
政庁区画施設 築地塀 築地塀 一本柱列塀 一本柱列塀 一本柱列塀 材木塀 材木塀

(瓦葺き) (非瓦葺き)
-・・・・・・・・・・・ー・・・-_. -・・ー・ 4恥喝ーー・ーーー SA719 

その他の遺構 SI782 材木場

I則違営 l剣道営に 皿剣道営に 最終遺禍存

以前に f半う ~H童日寺 伴う整地 在函

SI782竪穴 の整地 後世の削平
住居跡が 各建物柱掘 建物往復跡 多くi豊橋不

整地地業 ・ 存在 1) :方I里土に に焼土 ・炭 明確

遺構の特徴等
焼土 ・炭化 化物・焼け

物混入 壁材混入
ー・・・・・・ーー・ー..-・_..-・ーー-----・・・・・・・-----ーーーーーーー・・・・・・ -・・・・・・........... -.・ー・・・・ー_.-嚇・ー -ー，ーー・ーーーー-_. ーー・ー・・・・ーーー・ー

日矧 I¥'B期
(SB748A) (SB746A) 

建物焼失か 建物焼失か

SI782 SF677B築地 皿矧造営に SB746B SB953A SB744・ SB661 
出土土告書 塀脱線土上 伴うき草地層 出土土器 出土土器 SB662 出土土器

8C前半 ...... ..ーー・・・ーーーー 層より宝亀 出土土書官 9C- 9C第 3四半 出土土~ 10C第 1四
主 た る 建物柱掘り 元年 (770) SB745 期 9C第4四半 半期

年代比定資料 方等よりほ 銘の漆紙文 出土土器 真月

とんど遺物 書出土 8C末-9C
出土せず 第 1四半期

天平5年 天平5年 8C後半前薬 8C末・9C初 9C第 2四半 9C第3四半 元慶二年 10C第 1四

時 真月 (733)以 (733) - ~ ~ 期~ 期~元慶ニ (878) - 半期~
前 8C後半前菜 8C末.9C初 9C前半 年 (878) 10C中葉

秋田f出羽柵 天平宝字年 第四期全体 天長七年 元療の乱で 元慶の乱 政庁最終末

備 考
J創建湖 問「秋田械J改修期 (830)大地 (878)焼失 (878)後復 矧

改修期 外郭区画施 震後復興期 興期
設も大改修 か
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第4節 政庁の機能と性格

政庁は、城柵追跡の中心に位置する方形の区画施設であり、ほとんどの東北古代城柵遺跡で認めら

れるが、城柵の中心的業務遂行の場としては位置づけられるものの、その実態を示す史料はない。城

柵は当然、のことながら、規模や造営された時期、地域それに地理的条件によ って自ずから果たす機能

と性格は異なっており、その意味では政庁の機能と性格は、個々の城柵の機能と性格に置き換えるこ

とが可能である。

7世紀から始まる城柵造営の基本的意義は、大部分が東北に集中すること、また南から北に向けて

順次造常されていったことなどを考えれば、律令政府の東北に対する支配域の拡大と原住民である蝦

夷を律令支配下に組み入れることにあったことは明白である。

その施策として|陸奥 ・出羽両国の国司に諜せられた主要な職掌は、f養老職員令jの規定にあるよ

うに「饗給Jr斥候Jr征討jである。中でも、斥候、征討任務については、国府に限らず国府の指示

に従って各城柵がそれに|刻わっていたであろうことは、各地における城柵造営結果が示している。一

方、周辺蝦民支配の柔和策としての饗給は、最も有効且つ重要施策であったが、その行使先が国府に

おいてのみなのかそれとも主要な位置にある城柵も含まれていたのか明確ではない。またその場所に

ついても 、多賀城跡でも見られるように城柵内の政庁正殿前の空間を考えることも可能で、あるが、調

査済みのほとんどの城柵遺跡で同様の空間が確認されていることから直接的な比較材料とはな らな

い。 しかし、いずれにしても饗給 ・斥候 ・征討は、国府 ・城柵に課せられた重要任務であったし、各

施設ともその機能を果たすための整備がなされていたものと考えられる。

秋田城も含めてこれら一連の目的をもって造営された城柵は、これまでの発掘調査結果や研究結果

が示すように構造や形態的な識別によって国府か城柵かを判定することは現状では不可能に近い。そ

こで、ここでは秋田城の政庁や遺物等下記の項目に沿って検討し、城柵としての機能と性格について

考察してみたい。

1 )出土漆紙文書からみた秋田城

秋田城跡の発掘調査において数10点の漆紙文書が出土している。この中で、秋田城の性格を想起さ

せる漆紙文占を何点か取り上げてみる。

第36次調査で政庁を区画する北辺築地塀の崩壊土から出土した第 2号漆紙文書(註 1)は、人名+

稲束数が列記されており「出挙貸し付け帳jと考えられている。 しかも、文字は精書、数字は大字で

出:かれていることから国街に備え付けられた出挙貸し付け帳と想定されている。なお、本漆紙文書は、

紙??文哲 (裏) に「利1謎 (長雲)Jとあることから、干11I護景雲年間を遡る年代が考えられる。第54次

調査の外郭東門跡南|隣接地で出土した第 8号漆紙文書(註2)は、年齢と年齢区分、文字が措書、数

字が大字であること 、また校合と思われる墨点がある ことから国府で作成した 「大帳案j、すなわち

出羽国大帳築と考えられる。同第 9号漆紙文書(註3)は、きわめて珍しい紙の継ぎ手が認められ、

その接合部の裂に「出羽国出羽郡井上口口口口天平六年七月二十八日」銘の裏書:きのある計帳歴名で
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ある。本文書の作成年代は、継ぎ手の裏手;:きが示すように天平 6年 (734)であり 、廃棄年代は紙背

文占:で、ある天平ま字 3年 (759)の具注暦が示すように天平宝字2年 (758)と考えられる。なお本文

相;は 、 計帳手笑ではなく国府で作成され、 当地に留め置かれたものと考えられる。 同第 10号漆紙文~Ii:

(註4)は、出羽固守「小野朝日1竹良」と介「百済王三忠Jの自署が併啓された解文がある。文舎の

文末吉1)のみであり内容については不明であるが、告:き止め文言ーが「以解Jとなっていることから、上

級~-である陸拠出羽按察使に送付ーした文普:と考えられ、その年代は国司在任期間と昇格記事から推測

して天平勝主 6年 (754)~天平宝字 3 年 (759) と考えられる 。 本文書は、 2 通作成されて現地に留

め置かれた l通と考えられていることから、秋田城内に出羽国守 ・介の職務が存在していた可能性が

考えられる。

以上のように出挙や大帳、計帳作成事務を示す漆紙文書をみる|現り、秋田城には少なくとも天平 6

年から干I11設民雲年I~I;J (767 ~769) に国府機能が設置されていたと推測される。

2 )出土木簡からみた秋田城

次に、木簡から秋問城の機能と性格を考えてみる。

第25次調査の東外字IS築地塀外側の鵜ノ木地区でSE406井戸跡から 7点の木簡 (註 5)が出土してい

る。第2サ木簡は、天平JI長宝五年.銘のある調米の木簡iである。調は、原則的には都に納めること とな

っているが、 f延喜民部式jによれば出羽と陸奥については当国に留め置き、 一部蝦夷に布などとと

もに饗給等に使用されている。

第54次調査の外郭束門跡南隣接地では、 300点を超える木簡 (註 6)が出土しているが、この中に

は 1:述した制米の木間が2点 (第64号 ・第118号)も含まれている。第71号木簡は、「 ・・・ 秋饗

キ:1・・・.Jとあり 、物品は不明であるが饗料納付に関わる付け札で、このことは秋問城で秋 (蝦夷)

に対して饗料を支給していたことを示すものである。 ~守，~在できるものとして上野固からの物資や兵士

と思われる人の送付木側、また上総固からの兵士が外郭東門の周辺の修理を思わせるもの、さらには

??設のための宿直を示す木簡等秋田城の非常事態に備えたと考えられる内容の木簡が数多く出土 して

いる。

これらの木市jが廃棄された時期は、紀年銘が延暦10年 (791)から同14年 (795)で、まさに8世紀

末の第 3次蝦夷征討の最中に当たっている。この時期、物資や兵士を秋田城に集結させた意義は、前

述した蝦東征討の準備に他ならないと考えられる。このことは、秋田城が征討の中心的施設として位

世づけられていることの傍証といえよう 。また、調米や饗料を示す木簡の存在は、秋田城が出羽|玉|の

制の納付先であったと同時に、周辺住民を直接的に支配する立場にあったことを物語っている。すな

わち秋田城が|ま|府としての性格を有していたものと考えられる。

3 )横長政庁の形態的意昧

これまで、東北の古代城柵遺跡、で発掘調査がなされ判明した政庁は、正面が南で全てが南北に長い

長方形の形態を呈 し、政庁の中心には正殿、その前面の東西には南北に長い建物である脇殿を配して
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いる。他に、時期lによ って、また位置や大きさにバラエティーはあるものの、正殿後方東西に東西棟

の建物を配置させる場合が多い。

しかし、秋間城の政庁は東西94m、南北77mの東西に長い形態を示し、全期を通じて多少の位置の

ずれ、構造の変化はあるものの横長の基本形は変わらない。政庁が横長を呈することは、古代東北城

柵としては唯一の例であるが、このことは秋田城の立地する地形的な事情によるもので政庁の性格、

機能とは無関係と考えられる。なぜならば政庁の東南コーナ一部の第41次調査では、元地形に大がか

りな砂の雌土造成を施 し、築地塀を構築している部分が確認されている。このことから、盛土造成で

本来の設計|ヌ|に乗っ取って尚・への拡慌を|災|ったものの、必要以上の面秘を確保できなかったものと考

え られる。 しかし、政庁 |人lの全体的配i~Î: については、他の東北城柵に何ら変わるところはない。 ただ

し、正殿前而にあるべく東西の脇殿については、西は現在の市道土崎保戸野線 (I日国道 7号)の掘削

により 明治9年 (1876)に既に破壊されている。また、東脇殿については、忠魂碑が現存しているた

め発揖調先が/111米ない状態であるが、おそらく存在するものと考えている。地形の制約による横長政

庁は、不整形の外郭とともにプラ ン設定に元地形が反映するが、多賀城のように8世紀代前半に造営

される城柵は、低位丘陵を選地し、不整形プランを取る類似例として指摘できる。

以上のこ とから、秋山城政庁の機能と性格については他の城柵と基本的に変わるところはないが、

建物配的の特徴として I期から 田期の正殿南側前プjに東西棟の建物=正殿南建物が存在する。ただそ

の機能 ・性絡および正殿との問時併存関係については、明確ではないが時期的に 8世紀前半から 9世

紀初頭頃に認められる傾向は指摘できる。他の城柵の類例としては、|陸奥国伊治城 (767年創建)が

ある。

4 )政庁区画施設の変化にみる機能と性格

東北の古代城柵における外郭および政庁の区画施設は、いくつかのパターンがある。中でも外郭施

設は、|時期的なことや機能 ・性格的なことの他に、大きな面積を問うこともあり地形変化に合わせて

築地塀や柵ダIJ、二|二塁など名種の構造が用いられることが多い。同時に政庁の区画施設についても比較

的平tu.miに位置しているとはいえ、構造にいくつかのパターンが認められる。ここでは、秋田城の政

庁について区画施設の変化を考察し、それが何を意味するのか、ま た秋田城自体の機能と性格にどの

ように反映するのかを考えてみたい。

政h'の変j躍は、詳しく は第 3節で述べているように、正殿の建て替えと区画施設の構造の変遷によ

って大きく VIW1に位世づけている。正殿は、nJ明に梁聞が31111から 2聞に、 VI期が掘立柱建物から礎

石建物に変わる以外大きな変化は見られない。区画施設は、.tJIJ建期である I期が基底幅4尺 (1.2m)

の瓦苛き築地塀である。H期は東辺の北半は瓦茸きでない築地塀、東門から南半分については築地塀

を崩した上に布掘りを施し、材 を立て並べた材木塀で、n明もH期も ほぼ同位置である。皿期は、構

造に大きな変化がみられる。すなわち、築地塀+材木塀から方形、隅丸方形の掘り方を伴う一本柱列

坊Fへの変化である。北辺の位置は、前期の築地塀から約 1m程北に、東辺は築地塀の積み土を切って

それぞれ築地塀と同方向に掘り込まれている。N'V期jも同構造であるが、北辺、東辺がそれぞれ北、
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京に 1mず、つ移動している。VIJ~J に至って、京辺で砕j北方向に布掘りを伴う材木彬が確認されている

が、北辺、南辺については不明である。

この111で大きな回WJは、IIWl-田WJの築地塀から一木村ダIJ塀への変遷であろう 。この変化は、外郭

においても同紙に認められる。時期的には、第54次調査の+11)(.り穴出土のニ卜.器と築地塀崩壊瓦の状況

から 、8ilt紀ぶから 9iH~紀初頭と考えられる 。 このことは、秋問城の機能と性格における大きな変化

にIYT以するものと考えられる。すなわち、 8 III~紀後半から 9 ill~紀初到のfI初mは 、 Æ:f色十一年 (780 )

八月 iW ;J;J l_fl I:!H大将軍安倍朝臣家麻品等言、 秋志良須 ・作凶宇奈ïlj"等歎日 、 己等拠!~1n威、久間械|、- 。

今此秋川城、遂7I<所楽敗、為番依旧j世保子-者。(中略)宝危之初、 |玉l司言、秋|十1~ilt保、河辺弘治(í' "

吋H守之議、依j白河辺。然今和以歳)]、尚未移徒。(後略)Jや延!併二十三年 (804)十一川 i/J'，羽IJ(j ， i'、

秋山城佐川以米|珂十鈴年。側r.地境jfî・j 、 不宜Ji殺。 )JII以孤)，1+北問 、 無 i務相救。 伏望永従特::J1~ 、 保M辺ltf

{i' 0 ，[d千城為t~\、不論」て人浪人、以住彼城主i-編附汚。j が/j，すように、秋1+1 城の{千廃|自JJmや、河辺附

に機能を移した卜.で、1m制に移行しようとした大きな変J11則で‘ある。このように宝fo.年間から延肘年

11'，]にかけての一連の政治的背拡が、本来の秋山城の機能を河辺府に移し、秋凹城(liIJを存続しつつ、よ

り実務;jjlJを備えた郡iljlJに移行 したことによって政庁や外部の|豆阿施設を悦党重視の築地塀から実m的

な材木塀へと変化させたものと考えられる。 その河辺附に移した機能とは、これま で‘文献史料、 協k~~

文JF、本的、政IYの変遷ー等の項で、上述してきたように秋田城にあった|主|府機能と考えられる。

5 )出羽柵と国府

故後に、LU;J;J I京|の倒的:についてこれまでの諸説をいくつか上げ、秋山城の機能と性格についてまと

めてみたい。

li:1人lのある地から秋旧i士'j?I'i'水同に山羽柵が北選されたのは天平 5年12)]のことである。『絞U本紀j

利jliij元年 (708) 9 Jl、出羽郡の建郡があ り 、 翌年 7 Jl に山羽~mtこ造?ざされたと思われる出羽柵が初

凡される 。 U~IAJ/I '， 羽柵が造営された郡域は 、 IYJ体ーではないが、越後北端部に接するということで、 I i~ 

|付j也)jと考えられるがその遺跡は不明である。利剣 5年 9)-Jには/1'，羽Ijilを辿Ij(jし、翌月には降奥|正|か

ら]'I>~:J:. . ijl，:!!易-.~~\を書IJ いて出羽|ま|に配)IIß; し、 上野 ・ 七il，"! ・ J:{~!~など諸問から挑んに柵戸を移住させ、

11ilの牧官iii、充実を百，.っている。この時点で、の/1'.羽回附は、 当然庄内/1'，羽柵に設置されていたものと推

測される。その後、律令政府が北方支配維の拡大を視野に選U'r':した1'¥術が秋111出羽柵と考えられる。

やがて秋111W ;J;J柵は、八世紀後半 『大11本ilj"文件J(二五./夕刊|又)天平ま字四年 (760)王Jjの丸古1¥足人

併に il可文木城」とあり、秋田城と改称される。

1'1'， ;J;J柵は/IJ羽|王|の北部を管附する機能を持つが、 庄内出羽柵にあった凶府機能が柵の北方進/1'.にn
って移設されたか、また移設されたとすればその存続時期はいつまでか等、|五|府機能の有無は大きな

nu題である。

f.k凹U¥羽柵 (秋田城)における出羽国府存否について考古学的成果をまじえた論考として、新野l立

吉氏は当初、諸施設が整備充実され名称を1+'，羽柵から秋日城に改称した天平主字4年が妥当としてい

たが (註 7)、その後、秋田出羽柵段階から国府機能が備わっていたとしている (註 8)。高橋富雄氏
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は、秋川/1¥ ;J;J棚}・秋川城がl'iJ一地点において整備されたとする従米の品与-に対し、天平 5年の秋田出

羽柵は羽イL:の秋川市年1人Hllil人jであるが、天平宝字年!1IJの秋111城の改拘:は現在地における整備充実では

なく新たな施設をii275・したもので、その地を市秋m郡 Ii.城"IlIT所イt:のイ7附追跡に比定し、さらに出羽

|正!府機能が秋111m羽冊・秋山城に設置された事実はないとする、ま ったく別の悦点から論考している

CH: 9 )0 .}j、千川市氏は、大町t束人の天平 9年正月の陣.奥 .H¥ ;J;JI KIII1]の1[[路整備計画は両国国府間

の述給路幣制ijと似inづけ、移転後の出羽柵、すなわち秋mll¥羽柵に11¥羽llil府としての性格を認めるこ

とができるとする，論与-がある (註10)。

文IÝ武山中:1・からみるならば、;主f色イI~.問のl控奥、出羽1M "'1 は蝦~~片付ぞう?側の対立により不安定な状況下

に11""':かれていた。'ii:(色 6イI_:(775) 10月には、 前年に|培奥llilの海道樹立必が反乱するなど蝦夷と不穏な

関係にあることから1
'
(1附を安定した地に移転したい行のJill?がなされ、ついでiU(l11年 (780)8)J 

には、秋川城の}j文栄11:j組が持ち上がったが、結!品は現状維持をikii:している。

liij j主の延!併23イr.1I川の記・Jj:は、 先に述べたように秋川域のおIJill川組や11'，羽|五|附移転問題を大きく左

れするが、ここでは、政庁と外郭区画施設変遷の立:&とIl.yJ~J、それに本間jやi奈紙文机:などの内容から

秋川峨そのもののJ1e城ではなく 、秋田城にあった同府を河辺J(.fに移転したと考えておきたい。なお、

川辺J(.fについては、性格付けや秋問郡の成立i時期に関する|問題などから、諸説あり議論の別れるとこ

ろであるが、 -~1的にはIIIIH羽柵の所在地と考えられている IIJ;J;JI Jil市部、酒田市所在の城輪柵跡説

CltJ 1)、駄IllVMlh北alf.千畑11町所在の払回柵跡説 (詑12)等がある。

，]1: 1 秋川リi教行委u会 rUs布157年度 秋田城跡発掘調査概報J 1983 

秋川rli・教行委u会 『秋山城出土文字資料集 IIJ 1992 

，H:2 秋川リi救ft安11会 r'1': I!比2年度 秋田城跡発掘調作概報J 1991 

秋川リi救ft委11会 『秋rn械/I'，t文字資料集 IIJ 1992 

川3 l'iJ 1・.

，)1: tI I，，'J 1'. 

，11:5 l'iJ卜.

此6 I，;J ". 

;11: 7 耕~!fïl'U{ r多賀城と秋山城J 1959 

，il:8 新附l11:41{『品点あきた史J 1999 

詑 9 I":J稲山雄 日大川城をめぐる諸問題Jr 日本歴史j 第281~.r 1971 

，11:1 0 千川It.irm羽|正IJf・.f，論Jr研究紀要NJ宮城P，L多賀城跡研究所 1977 

花11 羽'Ifì必山 ・小~!f' !c!， r城輸柵遺跡の内郭と性絡についてJrll I形県民俗・!歴史論集J 1978 

;)1:12 新町11'(I'{ .船木J削除 f払LlI柵の研究J 1990 

-147-



おわ りに

調査事務所を現地に設置してから30年を迎える年に f秋田城跡一政庁跡-Jがこのたび刊行のはこ

びとなったことはまことに度・びにたえません。

Ilji;f1l47ile:当時のことを振り返ってみると事務所は高床式の出土品収蔵庫内にあり 、窓がないため昼

でも|措く常に抵灯をつけていなければならなかったこと 、夏は蒸し風月のように持く 、冬はスト ーブ

を焚いても寒くて大変だったことなどが鮮明に思いIJ¥される。

調脊を振り返ると 、外郭線の調査では当時土星と思われていたものが築地であることが判明 した。

京外郭線の外側、鵜ノ木地区の調査では、|主1'，日・調査で推定pq天王寺講堂、金堂、錨楼跡とされていた

ものが実はそうではなく重抜する建物群であることがわかり 、昭和53年の調査では発見された井戸跡、

から「天平六年 )-J Jの木簡が出土したことにより、 『絞円本紀j天平五年粂にある山羽柵選前.の記

事を以付けることになった。さらに平成6、7年-に水洗)wi舎i遺構が検出され、腕j舎逃構はもとよ りそ

こから土~II寺の H 本人が食さない)1家、牛に寄生する寄生虫卵が発見されたことにより速く大陸の人が使

用 した阿??と推測され、注目された。同時に鵜ノ木地区建物群の性格についても一石を投じている。

本111:にある政庁の調査は昭和57年から62年まで行われ、東ii可94m、南北77mの政庁が発見され、Jf殿

や|丘阿施設の建て替えから6月]の変濯が確認された。一方外郭線の制査では平成元、2年には秋山城

で初めての外部東門が発見され、 同時に築地塀の土取り穴から多ill-の土器や年号の記された木側、 ì1，~

~1\文:11: が!円{立的に山士し 、 外郭区阿施設の年代的な変遷が明 らかにな った。 また、平成 10年の大畑Il .!ili

1><:の調査では、 全|玉|的にも類例のない非鉄製有機質の小札'11が出土している。

このように調布成裂は円覚ましいものがあり 、秋田城の規模、構造や性絡、機能の解明について多く

の成果が科られた。

これらの制在成果をもとに平成元年からは!と跡公聞としての環境繋備事業が始まり、その手始めとし

て料・ノ木地区の整備が進められた。rJ，.代泊や井戸跡の復元、建物の平而表示なと。が行われ現在、市民

の憩いの場、'*刊の場として活用されている。あわせて平成9年には外郭東I'LJ、築地桝が立体彼元さ

れ、観光スポットとしても注目され大勢の人が訪れている。

発技II調査面舶は平成13年度までで57，711m~ となった。 これは全体計両から見ればわずの、38.5 % であ

る。今後、調査計画の見直しを区iりながら、史跡公園としての整備と合わせ、より 一層秋田城の解明

を進めていかなければという思いを強くしている。

本;，1::は、昭和57年から62年まで調査を実施した政庁域の調資成果の集大成である。構成は第 l章か

ら第6i'~tか ら なり 、他に資料編として出土文字資料(漆紙文書 ・ 木簡 ・ 墨書土器)、秋田城関係史料、

有人補任表、秋凹城跡政庁逃構実i!!リ図を載せている。

最後に、本子;:の刊行が古代の城柵官街遺跡研究の一助となることを心から願うものである。
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図版 3 政庁正殿跡 ・北西建物跡
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図版4 北辺および京i!.l築地明:跡 ・一本位列塀跡 ・材木塀跡 (北から)
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図版 5 flii和32年幣切山地|丘造成工事

-153一



図版 6 昭和34年国営調査 護国神社グラウンド内
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図版 8 昭和34年国営調
出土瓦状況
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」ι殿跡全景(南から)

図版 9 正殿跡全景(東から)
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図版10 1. 正殿跡 (SB745・748)
2・3. 向上柱掘り方断

4. 正殿跡 (SB746)掘り方断
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図版11 I・2.正殿跡 (S8746)抑り方焼壁 ・11-1上出上状況
3. 正殿跡 (S8746)掘り )y断而 (南から)

4. IfiJ上焼壁 ・白土庁1土状況
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3 
図版12 1. 北東建物跡 (SB678----680) SB661 ----663竪穴状遺構 (南から)

2.北東建物跡 (SB678----680)全景(西から)
3. SB679建物跡、北桁行柱掘り方断
4. SB678建物跡、西梁行柱掘り方断
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2 

3 
図版13 1. SB66l --663建物跡、SX666敷石遺構 (東から)

4 

2. SB661建物跡、SK673土坑 (南から)
3. SB622建物跡、南梁行柱掘り方断
4. SB661建物跡、北西隅柱掘り方断
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図版14 1. 北西建物跡 (SB758、759、769)全景(西から)
2. 東建物跡 (SB953A・B. C)全景(東から)
3 . 4.東建物跡 (SB953A・B. C)柱掘り方断
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1. 政庁東門跡

(SB696A . B、

SB717、SA718)

(北から)

2. 政庁東門跡

(SB701、702)

(東から)

3. 政庁東門跡、

(SB701、702)

(北から)

図版15
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1. 第40次調査地

北辺築地塀跡

(SF677A . B) 
(西から)

2.北辺築地塀跡

(SF677A . B) 
北辺一本柱列塀跡

(SA707) 
(東から)

3.北辺築地塀跡

(SF677A . B) 
(西から)
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1. SF677A' B 
築地塀跡断

(東から)

2 . 3. SF677 A . B 
鋭地塀跡断

4. SF677A' B 
築地崩壊土断固

(南東から)

2 3 

4 

図版17
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2 

1. 築地塀跡(S打29A'B) 
北東コーナ一、

北東建物跡

(S8678B) 
(北から)

2.築地塀跡(S円29A'B) 
北東コーナーから

辺
(北から)

3.東辺築地塀跡

(SF729A . B) 
(南から)
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1. 北辺一本柱列塀跡 (SA707) 
(東から)

2.北辺一本柱列塀跡
(SA707---70S) 
(東から)
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1. 東辺一本柱列塀跡

(SA 705 ---707)、

東辺材木塀跡

(SA697) 

(南から)

2.東辺一本柱列塀跡

(SA 705 ---707)、

東辺材木塀跡

(SA697) 

(南から)

3. 東辺材木塀跡

(SA719) 

(南から)

図版21
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図版23 1. 南辺材木塀跡 (SA789)(東から)
2.南辺材木塀跡 (SA789 . SA 790) (北から)
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図版24 1. 第77次調査 (正殿西側)遺構検出状況
2.第78次調査 築地塀跡 ・一本柱列塀跡 ・材木塀跡 ・柱列検出状況

(SF788， SA 783 . SA 786・SA784 . SA 789 . SA 790・SA1656) 
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1. $1782 
4竪穴住民跡

(阿から)

2. $1782 I:~火 (I:/A跡カマド

( fJ可から)

3. $1782 ~~~火 fH.;.跡
fUrI;.W~; 1人J 1-.出1'1¥1-.状j兄

図版26



1. SI703竪穴住)，1+跡 (西から)

2. SI704竪穴住居跡 (南から)

図版27
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秋
田
城
跡
出
土
文
字
資
料

本
編
は
秋
田
城
跡
の
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
出
土
し
た
漆
紙
文
書
、
木
簡
、
墨
書

土
器
の
主
要
な
文
字
資
料
を
収
載
し
た
も
の
で
あ
る
。

本
編
の
漆
紙
文
書
の
解
説
は
昭
和
五
十
九
年
発
行

司
秋
田
城
出
土
文
字
資
料

集
』
、
平
成
四
年
発
行

『秋
田
城
出
土
文
字
資
料
集

H
』
、
平
成
十
年
度
調
査
概
報
、

平
成
十

一
年
度
調
査
概
報
に
掲
載
さ
れ
た
平
川
南
氏
に
よ
る
解
説
を
も
と
に
編
集

し
た
。
各
漆
紙
文
特
の
解
説
の
全
文
は
左
記
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
詳
細
は
こ
れ

を
参
照
さ
れ
た
い
。

第
二
号
漆
紙
文
書

第
八
号
1
第
十
三
号
漆
紙
文
詐

『秋
田
城
出
土
文
字
資
料
集
』
収
録

『秋
田
城
出
土
文
字
資
料
集

H
』
収
録

-287一
( 2 ) 

第
十
六
号
1
十
八
号
漆
紙
文
書

『平
成
十
年
度
調
査
概
報
』
収
録

第
二
十
六
号
漆
紙
文
書

『平
成
十

一
年
度
調
査
概
報
』
収
録

ま
た
、
漆
紙
文
書
お
よ
び
木
簡
の
解
説
は

一
部
「
秋
田
市
史

第
七
巻

古
代

史
料
編
」
か
ら
も
抜
粋
し
た
。

出
土
文
字
資
料
の
解
説
に
つ
い
て
は
、
主
に
一千
川
南
氏
か
ら
ご
指
導
を
得
、
狩

野
久
氏
、
今
泉
隆
雄
氏
、
能
…
田
亮
介
氏
、
北
村
俊
季
氏
、
鏡
江
宏
之
氏
、
古
尾
谷

知
品
川
氏
、
三
上
立
川孝
氏
の
ご
協
力
を
制
作
た
。

そ
の
ほ
か
の
関
係
各
位
、
ん
什
機
関
か
ら
も
多
大
な
ご
協
力
、
ご
助
言
を
待
た
。

併
せ
て
感
謝
し
た
い
。



漆
紙
文
書

秋
田
城
か
ら
は
昭
和
五
十
三
年

(
一
九
七
八
)
の
第
二
凶
次
調
査
で
第

一
号
が

出
土
し
て
以
来
、
現
在
ま
で
一ニ
O
点
以
上
の
漆
紙
文
幹
が
出
土
し
て
い
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
漆
紙
文
詳
の
出
土
用
位
や
発
見
逃
椛
の
状
況
に
つ
い
て
述
べ
る
。

第
二
号
漆
紙
文
骨
は
、
昭
和
五
十
七
年

(一

九
八
二
)
第
三
六
次
調
査
地
の
政

庁
北
辺
築
地
塀
崩
壊
土
か
ら
出
土
し
た
。
築
地
塀
の
積
み
土
、
崩
壊
土
の
堆
積
状

況
確
認
の
た
め
設
定
し
た
南
北
ト
レ
ン
チ
西
壁
か
ら
須
恵
器
杯
形
土
器
に
般
若
し

た
状
態
で
発
見
さ
れ
た
。
出
土
層
位
は
崩
壊
瓦
を
含
む
築
地
塀
崩
壊
土
の
上
層
で

あ
る
。
検
出
し
た
須
恵
器
杯
形
土
器
は
、
口
径

・
底
径
の
形
態
や
ヘ
ラ
切
り
の
特

徴
か
ら
八
世
紀
後
半
の
土
器
と
考
え
ら
れ
る
。

第
八
号
漆
紙
文
書
は
平
成
元
年

(
一
九
八
九
)
外
郭
束
辺
の
東
門
が
発
見
さ
れ

た
第
五
四
次
調
査
地
の
発
掘
区
西
壁
か
ら
出
土
し
た
。
漆
紙
文
書
は
、
内
側
に
多

訟
の
砂
を
包
み
込
む
よ
う
に
こ
つ
折
り
の
状
態
で
出
土
し
た
。
紙
の
劣
化
が
進
み
、

文
字
の
迫
存
状
況
は
良
く
な
い
。
出
土
層
位
は
地
表
下
約

一
・
三

m
の
十
一
層
階

褐
色
砂
層
で
、
調
査
区
の
東
側
で
発
見
さ
れ
た

S
G
一
O
ご
二

土
取
り
穴
の
七
層

焼
土

・
炭
化
物
層
と
ス
ク
モ
層
の
ほ
ぼ
中
間
屑
に
あ
た
る
。
七
層
焼
土

・
炭
化
物

回
目
は
元
康
二
年

(八
七
八
)
の
乱
に
よ
る
層
、
ま
た
上
位

・
下
位
ス
ク
モ
層
は
延

暦
十
年

(七
九

こ

か
ら
同
十
四
年

(七
九
五
)
紀
年
銘
の
あ
る
木
簡
が
出
土
し

た
府
で
あ
る
。

第
九
号
1
十
三
号
漆
紙
文
書
は
平
成
二
年

(
一
九
九
O
)
外
郭
東
辺
の
東
門
跡

が
発
見
さ
れ
た
第
五
凶
次
澗
査
地
の

S
G
一

o
=二
土
取
り
穴
内
ス
ク
モ
府
か
ら

出
土
し
た
。
出
土
層
位
は
多
訟
の
木
炭
と
フ
イ
ゴ
羽
川
、
鉄
棒
等
が
含
ま
れ
た
凹

七
肘
上
位
木
炭
服
で
あ
る
。
漆
紙
文
作
は
陶
側
か
ら
傾
斜
す
る
同
肘
に
投
げ
込
ま

れ
た
状
削
で
ま
と
ま
っ
て
出
土
し
た
。
出
土
岡
山
は
延
肝
年
間
の
木
附
群
が
発
叫
ん
さ

れ
た
附
よ
り
も
さ
ら
に
下
層
に
あ
た
る
。

第
十
六
1
十
八
号
漆
紙
文
書
は
、
平
成
十
年
(
一
九
九
八
)
政
庁
か
ら
東
へ
約

一
O
O
m
の
川
高
清
水
小
学
校
跡
地
の
第
七
二
次
調
査
地
で

S
K
一
五
五
五
土
坑

西
側
か
ら
集
中
し
て
出
土
し
た
。
出
土
附
位
は
埋
土
の
第
三

・
四
炭
化
物
屑
で
あ

る
。
土
坑
内
か
ら
多
量
に
出
土
し
た
土
器
の
中
に
は
内
面
に
漆
脱
が
張
り
付
い
て

い
る
も
の
も
認
め
ら
れ
た
。

第
二
十
六
号
漆
紙
文
書
は
、
平
成
十

一
年

ご

九
九
九
)
第
七
五
次
調
査

S
K

二
ハ
一一

土
坑
か
ら
出
土
し
た
。
調
査
地
は
第
七
二
次
調
査
の
東
側
隣
接
地
で
あ

る
。
調
査
区
南
部
の
地
山
粘
土
問
而
で
検
出
さ
れ
た
長
径
三

・
一
m
×
短
径
二

・

三

m
、
深
さ
五
O

m
の
楕
円
形
を
呈
す
る
土
坑
の
最
下
層
か
ら
出
土
し
た
。

秋
旧
城
跡
出
土
の
漆
紙
文
書
は
、
帳
簿
類
と
文
書
類
に
大
別
で
き
る
。

帳
簿
類
の
公
文
書
を
作
成
す
る
場
合
は
、
文
字
が
椅
書
体
、
数
字
が
大
字
と
規
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定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
点
で
は
、
第
二
号
漆
紙
文
書
の

「
出
挙
貸
付
帳
様
文
許
」

や
第
八
号
漆
紙
文
書
の
「
大
帳
案
様
文
書
」
は
正
式
文
書
を
作
成
す
る
際
の
書
式

と
合
致
し
、
公
文
訟
に
あ
た
る
。
大
帳
は
本
来
国
府
で
作
成
す
る
正
務
内
容
で
あ

り
、
そ
の
帳
簿
が
秋
田
城
跡
か
ら
出
土
す
る
こ
と
は
、
遺
跡
の
性
格
を
考
え
る
上

で
重
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
第
九
号
漆
紙
文
書
の
「
出
羽
園
出
羽
郡
・:
」
の
継
ぎ
目

裏
書
き
を
も
っ
計
帳
は
、
国
府
に
留
め
置
か
れ
た
も
の
を
具
注
暦
と
し
て
再
利
用

し
た
も
の
で
あ
り
同
様
に
秋
田
城
の
性
格
付
け
に
大
き
な
意
味
を
も
っ
。

文
書
額
と
し
て
の
漆
紙
文
書
で
は
、
第
十
号
漆
紙
文
書
で
充
舎
に

「介
御
館
」

と
あ
り
、
城
内
に
お
け
る
国
司
の
館
の
存
在
を
示
唆
し
て
い
る
。
ま
た
、
第
十

一
・
十
三
号
漆
紙
文
科
は
、
守

・
介
の
自
署
が
あ
り
、
本
文
許
が
作
成
地
に
留
め

世
か
れ
た
文
許
と
み
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
秋
旧
城
に
凶
司
が
在
駐
し
て
い
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
。



第
二
号
漆
紙
文
書

一
、
釈
文

〔
伯
カ
〕

U
出
拾
人

〔
稲
カ
〕

口
n
l
l
u拾
参
束
伍
把

口
円

U
胤
呂
武
束

前
一
忍
麻
υ門
戸
口

U
伍
京

〔

H
H
カ
〕

丸

f
n
u口
円
六
伍
点

U
武
東

戸
主
策
連
恕
か
門

U
伍
束

戸
主
磁
部
小
能
戸
口

東

口
部
小
万
自
白
伍
束

〔
穴
ノ
誤
リ
ヵ
〕

一戸
主
宍
太
部
道
石
伍
束

〈
断
片
〉

〈
断
片
〉
b

a 

l
l
U飢
京

-

J

、一uv
whv

j
'
;
 

，FJ
，aE'
JLFt 

× 

二
、
記
載
内
容

二
段
舎
き
。
文
字
の
大
き
さ
は
第

一
行
自
の
上

・
下
段
の
み
が
約
0
・
六

mあ

る
の
に
対
し
て
、
以
下
は
す
べ
て
約
0
・
州
仰
と

一
同
り
小
さ
い
文
字
で
杵
か
れ

て
い
る
。
文
字
は
梢
杵
で
あ
り
、
数
字
は
大
中
で
あ
る
。

山
中
衣
文
併
に
は
年
紀
の
記
載
は
な
い
。
ま
た
、
内
科
上
か
ら
も
年
代
を
推
定
で
き

る
よ
う
な
記
述
は
比
受
け
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
漆
を
川
に
挟
ん
だ
も
う

一
通
の

文
科
に
は
、
文
啓
作
成
年
次
と
し
て
、
「
費
抱
一冗
年
」

(七
七

O
年
)
と
明
確
に
記

載
さ
れ
て
い
る
。
両
者
の
文
科
は
漆
作
業
に
お
い
て

H

ふ
た
紙
H

と
し
て
使
用
さ

れ
、
漆
の
硬
化
か
ら
考
え
て
も
ほ
ぼ
同

一
時
期
と
い
え
る
。

方
、
山
氏
文
品川
に
は
、

断
片
で
は
あ
る
が
、
~ 

tlll 
8波

の
文
字
を
・

4

ケ
所
で
雌
認
で
き
る
。
そ
の
山中
の

例
は
、

「神
護
」
の
上
部
に
若
干
の
余
内
を
残
す
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「
天
平
」

の

残
画
を
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
「
神
護
景
告
と

が
あ
た
る
で
あ
ろ
う
。

三
、
ま
と
め

第
二
サ
漆
紙
文
作
の
特
色
を
.
要
約
す
れ
ば
、
次
の
五
点
に
し
ぼ
ら
れ
る
。

)
 

-{
 

梢
件
で
、
よ

・
下
二
段
に
件
き
述
ね
、
数
字
は
大
字
で
あ
る
。

口
頭
に
は
総
計

(小
計
)
の
人
数
と
稲
来
日以
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
人

q，占

数
は
最
低
で
も

一
七

O
人
を
超
え
る
も
の
で
、
某
郡
某
郷
の
小
計
と
考
え
れ

ぱ
、
現
存
す
る
の
は
横

一

o
mに
ち
ょ
う
ど

一
O
人
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
出
羽
国
全
体
で
は
お
そ
ら
く
数
十
紙
を
継
い
だ
巻
子
仕
立
て
と
推
測

さ
れ
、
そ
の
ほ
ん
の

一
部
が
残
存
し
た
こ
と
に
な
る
。

(/1) (3) 

本
文
は

「人
名
+
稲
点
以
」
以
外
は

一
切、
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註円引
山等
が
な
い
。

稲
束
HM
は
ニ
束
の
二
例
を
除
い
て
す
べ
て
五
束
で
あ
る
。

第
二
号
漆
紙
文
科
の
作
成
年
代
「
宝
屯
元
年
」
と
、
本
文
中
に
「
神
護
鋲

po 雲」

の
年
紀
を
も
っ
裏
文
書
は
ほ
ぼ
近
接
し
た
時
期
の
も
の
と
考
え
る
な
ら

ぱ
、
本
文
舎
の
年
代
は
そ
れ
を
さ
か
の
ぼ
る
可
能
性
が
強
い
で
あ
ろ
う
。

今
は
、
本
文
作
は
川
挙
貸
付
帳
様
文
特
断
附
と
し
て
お
き
た
い
。
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第
八
号
漆
紙
文
書

一
、
釈
文

口

× 

口

|聾

× 

口

伍

子

仁l

il:武
if. if. 
1・ 1.

じ

1:1 

二
、
記
載
内
容

確
認
出
来
る
文
字
は
わ
ず
か
五
行
十
七
文
字
、
約
体
は
析
官
で
、

一
文
字
の
大

い
る
。

き
さ
は
約
七
1

j
m
で
、
数
字
は

「陸
」
「
伍
」

「武
」
「
荻
」

と
大
字
を
用
い
て

本
文
品
川
H

断
簡
に
つ
い
て
、
そ
の
特
色
を
整
理
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

①
精
舎
体
で
、
数
字
は
大
字
で
あ
る
。

②
わ
ず
か
五
行
で
十
七
文
字
確
認
で
き
る
だ
け
で
あ
る
が
、

七
1
八

m
程
度
の
小
さ
な
文
字
、
口
数
を
列
記
し
た
啓
式
は
統
計
的
文
書
と
判

一
文
字
の
大
き
さ
が

断
し
て
よ
い
。

①
小
子
の
内
訳
「
年
十
七
」
「
年
十
六
」
の
記
載
は
、
『
延
立
川式
』
に
見
え
る
大
帳

式
に
類
似
す
る
。

@
小
チ
の
計

「伍
」

そ
の
内
却
が

「
ば
年
目

r
d

に
対
し
て
、

「何一品
。中十しハ」

で
は
合

わ
な
い
が
、

「
な
」
の
れ
い
川
に
校
A
H
と
忠
わ
れ
る
地
点
が
存
化
す
る
。
こ
の
引

突
か
ら
、
本
文
品
川
け
が
同
府
作
成
の
大
帳
の
案
文
と
判
断
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

⑤
小
子
が
天
子
守
一字
元
年
間
川
、

と
か
ら
、

従
前
の

一
六
段
か
ら

一
じ
政
に
延
長
さ
れ
た
こ

本
文
品
川
け
の
年
代
は
天
平
才
一宇一
冗
年
同
川
以
降
の
も
の
と
み
る
こ
と
が

で
き
る
。

以
上
の
点
を
総
合
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
き
わ
め
て
小
断
片
で
本
文
書
の
性
格

を
断
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
は
あ
る
が
、

一
応
、
現
段
階
で
は
「
(
出
羽
固
)
大

帳
築
」
様
文
幹
と
推
定
す
る
事
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

‘' 
， ~ 

?記

..J 

tえ

-l
 ，

 

、x

b
f
LZ
h
 

ヨ
ピ
eb

IOcm 。
%J!lJIズ1(左文字を反転させた阿)
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第
九
号
漆
紙
文
書

一
、
釈
文〔

議
文
書
〕

天
気
取
行

川
徳
在
叩

〔危

〕

一
日
戊
成
木
口

口
月
小

歳

一大
道
乾
巽

人
道
川
氏
州

(継
回
裏
書
)
:・
『
出
羽
園
出
羽
郡
井
上
口
口
口
口
天
平
六
年
七
月
廿
八
日
』
・

歳
前
小
歳
後

一
一円
己
亥
木
成

三
日
庚
子
土
収

凹
〔
表
文
書
〕

姪
口

諜
戸
主
賢

〔品川〕口
母
合

〔品
川〕口

母
合
祭

〔
炊
脱
カ
〕
〔
徒
〕

九
移
口

l t 

口年
黒廿十

口五.

口

日立

男
賢
人
部
大
麻
口

左口1f
口-1:1''--'

二
、
記
載
内
容

〔
裏
〕
の
内
容

ー
、
異
注
暦
と
そ
の
遺
存
例

こ
の
漆
紙
文
書
は

「
具
注
暦
」
断
簡
で
あ
る
。
具
注
暦
と
は
、
暦
面
を
上

中

・
下
の
三
段
に
分
け
て
暦
日
の
下
に
日
の
吉
凶

・
禍
福
な
ど
の
暦
注
を
具
備
し

た
暦
の
こ
と
で
あ
る
。

2
、
暦
の
年
代
判
定

本
具
注
暦
断
簡
は
前
月
末
、
月
初
部
分
、
朔
日

1
四
日
ま
で
の
部
分
で
あ
る
。

① 

朔
日
干
支
が
戊
成
で
あ
る
。

② 

朔
日
の
下
段
冒
頭
の
大
歳

・
小
歳
の
記
載
は
、
「
歳
前
小
歳
後
」
と

あ
る
。
「歳
前
小
歳
後
」
は
春
戊
成
と
秋
丁
巳
の
二
例
し
か
該
当
し
な
い
こ
と
か

ら
、
朔
日
干
支
戊
成
と

一
致
す
る
。

-282-
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③ 

「
月
徳
在
甲
」
の
節
月

春

二
月

夏

六
月

弘

十
月

「
天
気
東
行
」
の
節
月

春

二
月

で1
4ι 

六
月

うι

ート
月

②
と
③
の
関
連
か
ら
は
、
本
円
六注
暦
断
簡
は
、
春
二
月
に
該
当
す
る
こ

と
と
凶
日
列
し
た
。

:

l

;

 

④ 

月
末
の
下
段
の
口
頭
は
、
「
歳
前
:
:
:
」
と
み
え
る
。
儀
鳳
府
と
大

針
肘
以
降
の
麻
は
、



俄
以
併
|
|
歳
前

大
桁
肝
||
大
蔵
前

の
よ
う
に
、
下
段
冒
頭
の
「
歳
」
と
「
大
歳
」
と
い
う
表
記
が
異
な
る
。

し
た
が
っ
て
本
共
注
暦
は
儀
胤
暦
〔
持
統
六
年

(六
九
一一
)
ー
天
平
主

字
七
年
(
七
六
三
)
〕
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
儀
鳳
暦
の
み

は
.
一川
節
の
雨
水
と
品
川
H

恐
が
逆
順
で
、
正
川
中
が山内什軌山
、
二
月
節
が
悶

水
と
な
る
。
小
段
の
該
当
部
分
に

Z
M節
の
残
同
が
ほ
ん
の
わ
ず
か
に

い
ず
れ
と
も
判
断
で
き
な
い
。

み
え
る
が
、

e 

「二
月
戊
成
朔
」
を
湯
浅
吉
美
編
『
日
本
暦
日
便
覧
』
(
汲
古
書
院
、

.
九
八
八
年
)
を
利
附
し
て
検
索
す
る
な
ら
ば
、
儀
風
岡
山
の
範
囲
内
で

は
、
次
の
一

一例
の
み
が
該
当
す
る
。

大
宗
二
年
一
昨

(仁
0•• 

)
 

.
大
平
広
川
チ

ヶ
年
肝

(じ
五
九
)

⑥ 

月
初
部
分

「口
月
小
」
の
記
載
か
ら
二
月
は
小
で
あ
る
こ
と
が
明
ら

か
で
あ
る
。
大
宝
二
年
二
月
は
大
の
月
、
天
平
宝
字
三
年
二
月
は
小
の

月
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
兵
注
肝
は
天
平
宝
字
三
年
暦
と
確
定
す
る
。

天
.
千
ハ
玉
川チ
-}一
年
併
の
場
介
、

一
.
川
節
は
耐
水
で
、

一一
H
ソ
日
に
あ
た
る
。

¢ 

断
片
C
は
本
紙

と
川

一
文
作
で
あ
り
、

断
片
C
は
下
段

(A
-
B
)
 

(肘
注
)

通
常
の
巡
存
状
態
な
ら
ば
、
断
片
C

に
あ
た
る
こ
と
か
ら
、

は
お
そ
ら
く
本
紙
の
下
段
に
位
置
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

併
注
の
う
ち
、
丹
念
は
、次
の
よ
う
に
月
ご
と
に
配
当
さ
れ
て
い
る
。

内
立
け
い
川
川
H
M
.
月
開
"
叶
・
叶
は
い
い
い
"
;
「
川
十

日

除
台

・
節

切

園
女

決

じ

内

向

内

向

じ

仕

恥

陀

K

じ

中

山

中

じ

下

卯

卯

h
r
k
ι
は

k
此

下

内

向

下

比

九

日

州

f

託

、

肉

「

仕

術

f

任

、

肉

F

反

仕

凡

は

も

卯

f

内

午

山

向

車

山

中

じ

• • 

一
日

'
成

一一

H
一
亥

三
目
、
子

四
U
)
丑

江
川

、
寅

な
し

正
月

・
二
月

な
し

な
し

時
合
は
一
.U

(家
)
と
三
日

(
チ
)

の
下
段
に
く
る
こ
と

(
.
1
一一
日

ズ
ラ
し
て
も
該
当
す
る
も
の
な
し
)
が
明
ら
か
で
あ
る
。
二
日
己
亥
・:

母
合
、
三
日
庚
子
・:
母
合
と
す
る
と
、
四
日
辛
丑
:・
九
炊

(
炊
は
脱
字
)

符
合
す
る
。

と
な
り
、
九
炊
日
が
二
月
の
場
合
に
丑
日
に
配
当
さ
れ
て
い
る
こ
と
と

(正
川
)

3
、
暦
の
復
原

汁
九
日
日
内
山
中
火
破

(
二
月
)

n 
一 小 jll・
日 11 J.: 日
戊 徳気丁
成 市2vq
木;二火
危会 会危

u乾
て陶 1申'K
JJ水
節

一一

H
己
亥
木
成

川
氏
子
上
収

阿
川
市
北
川
上
聞

4
、
紙
継
ぎ
目
裏
書
の
検
討

-'lm'E，
...，.，、民・九ーは喝
J

I
J
1
1
3

，Jrdy
d
j
n
M
 

b
c
h
h川
川
t
h
'
b
C凡
4
叶
，

A
h
H
JU
引

/

!
J
h
H
A
dAr

一281-
( 8 ) 

歳
前
小
成
対

歳
前
小
歳
後

蔵
前
川
りA
U

定
ι
川
上
A
J
R
パビ

J
L
m
J
E
f
a守
・

2

A々
b
yζコ
こ
百
川
河

成
前
九
状
移
徒

政
前
灼
己
心

こ
の
文
書
断
簡
に
は
、
日
刊
注
肝
の

一
日
と
二
H
の
間
の
と
こ
ろ
に
表
裏
か
ら
の

観
察
に
よ
っ
て
継
ぎ
日
制
が
約
↓ニ

聞
の
紙
継
ぎ
日
を
確
認
で
き
る
。
こ
の
紙
継
ぎ

け
に
ま
た
が
っ
た
形
で
「
山
羽
同
山
羽
部
弁
k
口
口
口
口
一
大
千
六
年
七
日
汁
八
日
」

と
記
さ
れ
て
い
る
。一一
け
と
;
川
、
:
一H
と
附
け
の
川
が
行
川
心
心
で
約

114 



仰
に
対
し
て
、

一
日
と
二

H
の
問
は
約
二

・
一
側
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の

「出
羽

凶
・:
」
が
具
注
暦
よ
り
先
に
記
載
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
た
が
っ
て
、

継
ぎ
目
部
分
に
記
さ
れ
た

「
出
羽
回
出
羽
郡
井
上
口
:
:
:
」
は
継
ぎ
目
謀
者
と
判

断
し
て
間
違
い
な
い
。

平
川
南
氏
は
す
で
に
漆
紙
文
書
に
お
け
る
紙
継
ぎ
目
の
検
出
の
重
要
性
に
つ
い

て
、
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る

(『
漆
紙
文
舎
の
研
究
』
総
論
第

二
半
、
二
七

頁

L
E

コ
H
ム
・
庄
内
自

E
E
f
Fコ
可
ノ
b
n
μ

一
九
八
九
年
)
。

文
書
の
行
に
平
行
し
て
、
幅
約

0
・
二

m
ほ
ど
の
丁
寧
な
継
ぎ
目
は
、
本
来
の

文
書
作
成
時
の
紙
継
ぎ
で
あ
る
。

(中
略
)
(
こ
の
場
合
、
)
文
件
作
成
時
の
継
ぎ

で
あ
る
か
ら
、
継
ぎ
目
の
左
右
の
文
書
は
同

一
内
容
を
も
ち
、
基
本
的
帳
簿
類
で

あ
れ
ば
、
継
ぎ
日
裏
幹
を
確
認
で
き
た
場
合
、
具
体
的
帳
簿
名
お
よ
び
年
紀
等
が

判
明
す
る
こ
と
が
十
分
に
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。

こ
の
継
ぎ
困
装
詐
の
存
在
に
よ

っ
て
、
同
孔
ハ
注
暦
は
紙
背
文
書
と
断
定
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
継
ぎ
日
豪
舎
の
文
字
の
大
き
さ
は
約
方
五

聞
で
、
正
A
M
院
文
書
の
籍

帳
類
の
そ
れ
と
全
く
合
致
し
て
い
る
。
ま
た
、
継
ぎ
目
謀
術
H

の
記
載
の
し
か
た
は
、

表
文
書
の
性
格
を
あ
る
程
度
限
定
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
、
ま
ず

正
倉
院
文
書
中
の
籍
帳
類
と
、
そ
の
他
の
公
文
類
の
継
ぎ
目
裏
書
を
列
記
す
る
と

次
の
と
お
り
で
あ
る

(正
税
帳
は
後
に
触
れ
る
の
で
省
く
)
。

O
御
野
国
味
蜂
問
郡
器
部
里
大
宝
二
年
戸
籍

O
筑
前
図
的
郡
川
辺
里
大
宝
二
年
籍

O
下
総
国
葛
飾
郡
大
嶋
郷
養
老
五
年
戸
籍
主
帳
元
位
刑
部
少
倭

O
山
背
問
愛
宕
郡
出
一官官
郷
雲
上
盟
神
危
三
年
巾
人
生
従
八
位
下
問
人
絹
祢
到
計

O
越
前
例
江
川
郡
山
背
郷
天
平
十

年
計
帳
原
名

O
越
前
同
郡
稲
帳
天
平
五
年
制
一一一
月
六
日
山
人
生
大
初
位
下
阿
刀
造
佐
美
麻
呂

O
出
雲
図
計
会
帳
天
平
六
年
八
月
汁
日
正
八
位
下
小
野
臣
淑
奈
麻
円

O
相
模
国
天
平
七
年
封
戸
租
交
易
帳

O
出
雲
回
天
平
十

一
年
大
税
賑
給
歴
名
帳
大
初
位
下
守
目
大
蔵
伊
美
吉
神
主

O
備
中
閏
天
平
十
一

年
大
税
負
死
亡
人
帳
従
七
位
下
行
日
日
根
造
諸
人

O
遠
江
国
浜
名
郡
租
帳
.
股
名
天
平
十
二
年

絡
帳
類
に
よ
る
限
り
、
継
ぎ
目
市
訳
書
の
場
合
、
年
の
み
を
記
し
、
月
日
を
記
さ

な
い
。
た
だ
し
、
計
会
帳
な
ど
の
場
合
、
年
月
日
を
記
す
例
が
あ
る
。

次
に
、
正
税
帳
の
継
ぎ
自
裏
書
は
左
に
示
す
よ
う
に
、
そ
の
記
載
法
に
か
な
り

不
統

一
さ
が
目
立
つ
だ
け
に
、
本
文
詳
の
よ
う
な
記
載
の
し
か
た
も
十
分
に
存
在

す
る
は
ず
で
あ
る
。
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継
ぎ
目
裏
書
の
日
付
は
、
「
越
前
回
正
税
帳
」
を
参
考
に
す
る
な
ら
ば
、
正
税

帳
末
尾
の
日
付

「
天
平
三
年
二
月
汁
六
日
」
と
継
ぎ
目
装
詳
の
日
付
は
合
致
し
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

以
上
の
例
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
継
ぎ
目
裏
書
と
し
て
、
国
|
郡
|
里

(郷
)

ま
で
記
す
の
は
、
戸
籍
ま
た
は
計
帳
に
限
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
戸
令
造
戸
籍

宜
的
思
"
か

条
の
「
其
縫
皆
注
其
国
其
郡
其
里
其
年
籍

」
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
り
、
里

(郷
)
別
に

一
巻
作
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
継
ぎ
目
裏
舎
の
年
紀
は
天
平
六

年

(七
三
四
)
で
あ
る
の
で
、
郷
里
制
〔
護
危
元
年

(七

一
五
)
ー
天
平
十
二
年

(七
四
O
)〕
下
に
属
し
、
継
ぎ
目
市
訳
書
の
欠
損
部
分
に
は
郷
の
下
の
旦
名
が
記
載

さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
継
ぎ
目
裏
書
は

「出
羽
園
出
羽
郡
井

上
郷

O
O里
天
平
六
年
七
月
汁
八
日
:
:
:
」
と
記
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
な
お
、

『和
名
類
緊
抄
』
に
よ
れ
ば
、
出
羽
国
間
羽
郡
に
「
井
上
郷
」
が
存
在
す
る
。

園
、
〔表〕

の
内
容

各
行
聞
は
約

一
・
八
仰
で
、

文
字
の
大
き
さ
は
約
0

・
九
側
、
割
合
部
分
は

約
0
・
問

m
で
あ
る
。

「
諜
一戸
主
賢

(人
部
)
・:
」
「
:・
川
崎
町
.」

の
記
載
内
符
か
ら
計
帳
様
文
科
と

み
て
間
違
い
な
い
。
た
だ
、
従
来
知
ら
れ
て
い
る
正
合
院
文
和
中
の
計
帳
は
年
齢

と
身
体
的
特
徴
と
を

一
行
書
き
と
す
る
が
、
こ
の
帳
簿
は
小
字
で
二
行
割
舎
に
す

る
点
が
異
な
る
。
出
土
計
帳
と
し
て
は
、
鹿
の
子
C
遺
跡
の
計
帳
断
簡

(第
%
号

文
帯
)
は
各
行
下
段
に
年
齢
区
分
呼
称
と
身
体
的
特
徴
と
を
二
行
割
書
に
し
て
い

る。

γ

7
-M閉

F

妹
占
部
子
稲
主
女
年
武
拾
例

川
…M
後
引
…''ra

妹
占
部
申
虫
女
年
武
拾
伍

則一例

計
帳
の
出
土
例
は
鹿
の
子
C
遺
跡
の
ほ
か
多
賀
城
跡
な
ど
数
例
あ
る
が
、
継
ぎ

目
装
舎
に
よ
っ
て
天
平
六
年
作
成
の
計
帳
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
年
代
の
確
定
さ

れ
た
計
帳
は
他
に
例
が
な
い
。

計
帳
は
戸
令
造
計
帳
条
に
よ
れ
ば
、

凡
造

・計
帳

。
毎
レ年
六
月
品
川
日
以
前
。
京
国
官
司
。
賛

-所
部
手
実
-。
具
注

・家

口
年
紀

。若
全
戸
不
レ在
レ郷
者
。
即
依

・旧
籍
・転
写
。
井
顕
'
不
レ在
所
由
t

。収

-279-
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託
。
依
レ式
造
レ帳
。
連
署
。
八
月
冊
目
以
前
。
出
T
送
太
政
官

。

と
あ
る
。
近
江
闘
志
何
郡
古
市
郷
計
帳
手
実
に
は

「天
平
二
年
六
月
帳
」
「
天
平

三
年
六
月
手
笑
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

天
平
五
年
の
右
京
計
帳
手
実
に

お
い
て
も
、
そ
の
提
出
日
付
は
六
月
九
日
1
七
月
十
二
日
の
聞
に
わ
た
っ
て
い
る

が
、
な
か
に
は
本
文
と
同
筆
で
六
月
と
詐
い
た
も
の
を
、
坊
令
署
名
と
同
筆
で
七

月
八
日
と
訂
正
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
の
で

(岸
俊
男
氏
調
査
)
、
や
は
り
六
月

三
十
日
以
前
に
提
出
す
べ
き
も
の
と
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
と
さ
れ

て
い
る

(日
本
思
想
大
系

『律
令
』
補
注
8
戸
令
、
岩
波
書
応
)。

さ
ら
に
、
計
帳
手
実
作
成
月
日
に
関
連
し
て
注

H
す
べ
き
史
料
は
、
正
合
院
文

作
中
の
請
暇
併
で
あ
る
。



己
智
結
成
諜
解

1:1:1 

{殴
11 
事

合
参
箇
日

右
為
計
帳
春
、

天
平
賀
字似
六日
年詰
七、所
月、加1
7L、件
日、

以
解

(『大
日
古
』
五
l
wm
i
加
)

大
坂
広
川
解

青
回
収

3
F

日
"
1
1
-k
z

合
二
簡
日

右
為
春
計
帳
、
請
暇
如
前
、
以
解

宝
亀
二
年
六
月
十
六

日限

(『大
口
古
』
六

l
m
)

二
通
と
も
計
帳
手
実
作
成
の
た
め
に
暇
日
を
請
求
し
た
も
の
で
あ
り
、
先
に
み

た
右
京
計
帳
手
実
の
提
出
日
付
が
六
月
九
日
1
七
月
十
二
日
の
聞
に
わ
た
っ
て
い

る
事
実
と
こ
の
請
暇
解
の
日
付

(六
月
十
六
日
、
七
月
九
日
)
は
符
合
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
戸
令
規
定
の
前
段
は
、
手
実
の
国
府
へ
の
提
出
期
限
を
「
六
月
叶

日
以
前
」
と
し
た
と
理
解
で
き
る
。

そ
の
手
実
に
首
部
総
計
部
分
と
尾
部
別
項
記
載
と
を
書
き
加
え
、
浄
書
し
た
も

の
が
計
帳
歴
名
で
あ
り
、
さ
ら
に
国
府
に
お
い
て

一
回
毎
の
戸
数
、
口
数
に
関
す

る
統
計
的
文
者

(
「
目
録
」
)
と
し
た
も
の
が
大
帳
で
あ
る
。
『
延
菩
式
』
に
み
え

る
よ
う
な
大
帳
式
に
も
と
づ
き
作
成
さ
れ
た
大
帳
の
提
出
期
限
は
「
八
月
州
日
以

前
」
と
さ
れ
、
太
政
官
に
申
送
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
こ
の
大
帳
の
提
出
期
限
に
つ

い
て
、
陸
奥

・
山
羽
問
問
に
附
し
て
は
注
意
す
べ
き
点
が
あ
る
。
す
な
わ
ち

『延

一一見口
式
』
(
民
部
下
)
計
帳
条
に
よ
れ
ば
、
「
凡
計
帳
者
。
陸
奥
。
出
羽
両
国
。
大
宰

府
。
九
月
州

H
以
前
申
送
。
余
国
如
弘
之
と
、
陸
奥
出
羽
両
国
は
他
の
凶
よ
り

一
ヶ
バ
遅
い
提
山
期
限
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

『延
喜
式
』

の
例
外
規
定
は
、

少
な
く
と
も
陸
奥
岡
に
つ
い
て
は
承
和
十

一
年
(
八
四
阿
)
〔
『
類
緊
三
代
格
』
示

和
十

一
年
四
月

一
日
官
符
〕
、
当
該
国

・
出
羽
国
に
つ
い
て
は
嘉
祥
二
年
(
ノ
凶

九
)
〔
『
類
来
三
代
格
』
嘉
祥
二
年
間
十
二
月
汁
六
日
官
符
〕
ま
で
そ
れ
ぞ
れ
確
実

に
適
用
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
令
文
に
は
例
外
規
定
が
な
い
の
で
、
八
世
紀
段

階
に
つ
い
て
は
定
か
で
な
い
。
実
例
に
即
し
て
い
え
ば
、
天
平
六
年
の
「
出
雲
国

計
会
帳
」
で
は
大
帳
二
巻
は
令
の
規
定

l
F
月
三
十
日
以
前
に
対
し
て
、
(
天
平

五
年
)
八
月
十
九
日
に
進
上
し
て
い
る
。
出
羽
国
の
場
合
、
都
ま
で
約
二
四
日
間

(『
延
喜
式
』
(
主
計
上
)
調
時
条
の

「
行
程
上
川
七
日
、
下
汁
凶
日
」
に
よ
る
|

出
雲
国
は
下
八
日
)
を
要
し
、
し
か
も
政
情
不
安
等
の
事
情
を
配
慮
す
れ
ば
、
八

世
紀
段
階
に
お
い
て
も
他
の
諸
国
に
比
べ
て

一
ヶ
月
の
提
出
猶
予
期
間
が
適
用
さ

れ
た
で
あ
ろ
う
。

現
状
で
は
、
A
断
簡
は
紙
の
上
端
の
形
状
を
と
ど
め
て
お
り
、
「
姪
門

l
l
u

R
m
m
」
と

B
断
簡
の

「
諜
戸
、王」

の
行
と
の
聞
に
は

一
行
し
か
想
定
で
き
な

い
。
「姪」

の
位
置
は
、
B
断
簡
の
「
男
」
と
平
行
す
る
の
で
、
行
頭
の
続
柄
と

-278-
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み
て
よ
い
。
計
帳
の
作
成
段
階
を
知
る
手
が
か
り
の
一
つ
は
、
そ
の
記
載
様
式
で

あ
り
、
特
に
棋
界
線
の
位
置
は
そ
の
決
め
手
と
な
る

(平
川
南

『漆
紙
文
舎
の
研

究
』
総
論
第
四
章
)。
し
か
し
、
本
計
帳
は
断
片
の
う
え
、
凶器一
痕
の
残
存
状
況
が

悪
く
、
薄
墨
の
横
界
線
を
確
認
で
き
な
い
。

そ
こ
で
、
以
下
の
事
.唄
を
検
討
す
る
こ
と
で
本
計
帳
の
性
格
を
明
ら
か
に
し
た

し、。
本
計
帳
の
継
ぎ
日
説
許
の
日
付
が
「
七
月
汁
八
日
」
(
天
平
六
年
七
月
は
小
の

月
、
廿
九
日
ま
で
)
と
な
っ
て

い
る
の
は
、
手
実
提
出
期
限
六
月
末

H
に
対
し
て
、

一
ヶ
月
後
に
あ
た
り
、
計
帳
歴
名
作
成
月
日
と
み
る
に
ふ
さ
わ
し
い
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ま
で
計
帳
朕
名
に
つ
い
て
は
、
現
存
の
正
倉
院
文
詐
で
は
日
付
が
明
ら
か
で



な
く
、
本
断
簡
が
は
じ
め
て
計
帳
歴
名
の
作
成
月
日
を
明
記
し
た
史
料
と
し
て
、

計
帳
制
度
を
考
え
る
上
で
き
わ
め
て
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。

天
平
六
年
の
継
ぎ
目
裏
書
を
も
っ
計
帳
は、

い
う
ま
で
も
な
く
、
天
平
五
年
度

の
計
帳
で
あ
る
が
、
こ
の
天
平
五
年

(七
三
三
)
は
戸
籍
作
成
の
年

(籍
年
)
で

あ
る
。
戸
籍
作
成
に
あ
た

っ
て
計
帳
が
大
き
な
役
割
を
来
た
し
た
こ
と
は
こ
れ
ま

で
に
も

一
般
的
に
い
わ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
最
近
、
渡

辺
晃
宏
氏
が

「籍
帳
制
の
構
造
|
手
実

・
歴
名
の
検
討
か
ら
|
」
(
『
日
本
歴
史
』

五
二
五
号
、
一
九
九
二
年
二
月
)
の
中
で
さ
ら
に
強
調
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

例
え
ば
、
天
平
五
年
歴
名
を
素
材
と
し
て
同
年
の
戸
籍
が
作
成
さ
れ
、
籍
年
の
歴

名
の
作
成
は
、
造
籍
の
下
準
備
と
し
て
通
常
の
年
よ
り
も
厳
密
に
行
な
わ
れ
た
の

で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
本
計
帳
が
天
平
宝
字
二
年
〔
(
籍
年
)
七
五
八
〕
段
階

で
廃
棄
さ
れ
る
ま
で
、
四
比
二
十
四
年
間
の
長
期
に
わ
た
っ
て
保
存
さ
れ
た
理
由

守

/
I

J

令

4

守

/

l
l

2
l
u
 

も
、
籍
年
の
廃
名
で
あ

っ
た
こ
と
に
よ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

以
上
か
ら
、
本
計
帳
は
計
帳
手
笑
で
は
な
く
、
国
府
に
憎
め
置
か
れ
た
計
帳

際
名
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
公
式
令
公
文
条
の
「
九
公
文
。
悉
作

・其

批円

。
凡
是
簿
帳
・:
為

大

字
・」
に
み
ら
れ
る
公
文
に
大
字
を
用
い
る
規
定
は
京
進

文
容
を
除
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
出
土
文
舎
を
み
る
限
り
、
そ
れ
ほ
ど
厳
諸
に
励

行
さ
れ
て
い
な
い
と
判
断
で
き
る
。

と
こ
ろ
で
、
国
府
に
保
存
さ
れ
て
い
た
州
羽
郡
の
計
帳
が
天
平
宝
字
二
年
段
階

で
雌
楽
さ
れ
、
そ
の
紙
背
を
利
用
し
て
、
天
平
宝
字
三
年
の
暦
を
作
成
し
た
。
古

代
の
具
注
肝
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
正
式
に
は
各
凶
に

-
本
ず
つ
備
え
ら
れ
た

が
、
そ
の
日
一ハ注
謄
は
郡
の
み
で
な
く
、
国
府
内
の
諸
官
司
も
そ
れ
ぞ
れ

一
本
ず
つ

役
所
内
に
備
え
お
い
た
と
推
さ
れ
る
。
本
H
M
h

注
肝
も
紙
背
を
利
用
し
た
も
の
で
あ

る
の
で
、
国
府
内
で
作
写
さ
れ
た

一
本
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
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第
十
号
漆
紙
文
書

一
、
釈
文

(
表
)

在
南
大
室
者

勘
収
釜
萱
口

口
口
若
有
忘
怠
未
収
者
乞
可

令
早
勘
収
随
恩
得
使
付
国
口
口

〔徳

カ
〕

口
縁
謹
啓

五
月
六
日
卯
時
自
鮒
形
騨
家
申

竹
田
継
口

(・装
)

口封
務
所

竹
継
状

介
御
舘

二
、
記
載
内
容

表
の
内
容
と
哀
の

「封
」
の
存
在
か
ら
、
本
文
書
は
書
状
と
断
定
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
本
文
の
舎
始
め
に
、
本
来
は

「謹
啓
」
な
ど
と
あ
っ
た
と
忠
わ
れ
る
が
、

現
状
は
欠
損
し
て
い
る
。「
釜
」
は
鉄
ま
た
は
銅
製
の
釜
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
柱
状
の
差
出
所
は
「
附
形
騨
家
」
と
あ
り
、
柑
形
は
現
秋
田
県
由
利
郡
象

潟
町
に
あ
た
り
海
岸
部
に
位
世
す
る
こ
と
か
ら
判
断
す
る
と
、
製
塩
用
の
前
…
塩
釜

が
想
定
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。「
南
大
室
」
に
つ

い
て
は
、
『続
円
本
紀
』
天
平

九
年

(七
三
七
)
四
月
戊
午
条
に
「
出
羽
国
大
室一
駅
」
、
同
宝
亀
十

一
年
(
七

/

O
)
十
二
月
庚
子
条
に
「
出
羽
国
大
室
塞
」
と
み
え
る
が
、
両
条
の
大
室
は
現
在

の
山
形
県
尾
花
沢
市
付
近
と
さ
れ
、
当
時
、
雄
勝
村
の
蝦
夷
勢
力
の
拠
点
と
さ
れ

た
地
で
あ
る
。「
南
大
室
」
は
、
郡
名
等
を
伴

っ
て
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら

地
名
で
は
な
く
、
お
そ
ら
く
は
大
型
の
釜
な
ど
を
収
容
す
る
秋
田
城
管
下
の
公
的

な
施
設
を
指
す
も
の
と
推
測
で
き
る
。
柑
形
駅
家
は

『延
喜
式
」
(
兵
部
)
諸
国

駅
伝
馬
条
に

「蛸
方
」
駅
家
と
み
え
る
。

喪
に
は
、
充
瞥

「介
御
舘
務所」

お
よ
び
差
出
番
「
竹
継
状
」
と
あ
る
。
竹
継

は
竹
田
継
口
の
略
称
で
あ
ろ
う
。
こ
の
充
舎
と
差
出
撤
回を
記
し
た
上
書

(う
わ
が

き
)
に
加
え
て
、
切
封
の
痕
跡
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

本
書
状
の
大
意
は
、
南
大
室
に
あ
る
釜

一
口
を
勘
収
し
た
が
、
そ
の
他
に
未
収

の
あ
る
も
の
が
あ
っ
た
な
ら
ば
、
早
急
に
勘
収
し
た
い
の
で
指
示
し
て
欲
し
い
、

《
ノ
、
}
J，q
 

守
/2

h
 

こ
の
害
状
は
、
闘
の
口
口
に
持
参
し
て
も
ら
う
の
で
よ
ろ
し
く
願
い
た
い
、
五
月

六
日
の
早
朝
使
で
鮒
形
の
駅
家
か
ら
申
上
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
な
内

容
で
あ
ろ
う
。
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第
十

一
号
漆
紙
文
書

一
、
釈
文

送

以

解

天
平
賀
字

〔'以
〕

従
五
位
下
行
守
勲
十
二
等
小
野
朝
刊
記

『竹
口
』

口
六
位
上
行
介
百
済
主

『ご一
忠
」

二
、
記
載
内
容

本
文
作
は
解
文
の
文
末
部
分
が
逃
存
し
た
も
の
で
あ
る
。
年
紀
は
.
大
.
巾
ド
ん
五
千
年

間

(七
五
じ
1
七
六
五
)
を
示
す
。
位
持
部
分
行
上
の
判
司
の
告
名
に
注
目
し
た

し、。
ま
ず
、
天
平
宝
字
年
間
の
出
羽
守

・
介
に
関
す
る
史
料
は

『続
日
本
紀
』
天
平

主
字
四
年

(七
六
O
)
正
月
丙
寅
条
で
あ
る
。

(
前
略
)
然
今
陸
奥
国
按
察
使
兼
鋲
守
将
軍
正
五
位
下
藤
原
恵
美
朝
臣
朝
猟
等
。

瞳
嶋
崎

教
導
荒
夷

。
馴
従
皇
化

。
不
レ
労

一
戦

。
造
成
既
畢
。
又
於
陸
奥
国
牡
鹿

郡

。跨

大

河

凌

峻

嶺

。
作
桃
生
柵

。奪
賊
肝
胆

。
春
言
惟
続
。
理

応

褒

持

。
{
A
e
掘

削

街

。
特
授
ψ

従
問
位
下
1

0

陸
奥
介
兼
鎮
守
副
将
軍
従
五
位
上
百

前
朝
刊
M
起
人
。
出
羽
守
従
五
位
ド
小
野
相
川
竹
山氏
。
山
羽
介
正
六
位
上
行
消
下
一

-
2

日。L
V
.
L
E
-

-
け

じ

、
dn
刊
同

|椛

(後
時
)

山
羽
川
雄
勝
城
お
よ
び
隙
奥
川
桃
中
城
辺
併
の
功
に
よ
り
、
松
山
内
小
使
雌
川
町
制
川

制
絡
を
は
じ
め
、

山
羽
・
山
内
奥
州
M
刊
の
ん
い
人
が
進
附
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、

M
M
h
y足
.1ι
ド
ト
号
引
ド
，
U
1
4

t
e
-
-
aa
'

・4
・E

劃

制

j

'

・a
'

'

'
H
U
J
e
-
h
，.，，.，
舟E'
a
E
A

〔
『続
日
本
紀
』
沢
一千
川
氏
ウ
ト
'
じ
年
.汁.リ
f
仁

f
条

は

「郁
久
良
」
(
つ
く
る
)〕

ふ
.A仇

ιに
-
l
し，よ
ι••.. 

、
1
j
J
寸
』
l

トじhLハ5ι令υYvf
kい
ijPi

け

υ
刊ヰ吋
ノ
J
l雌

'Jノ止
ド

|

〆fI.υ
」
-
け足4
 

は
従
五
位
下
に
昇
叙
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
本
文
科
断
附
は
天
平
主
字

凶
年
正
月
以
前
の
史
料
で
あ
る
こ
と
、

「
口
六
位
上
行
介
百
済
干
一三
忠
」
の
「
口

六
位
上
」
は
正
六
位
上
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。

『延
喜
式
」
(
民
部
上
)
に
よ
れ
ば
、
出
羽
国
は
上
国
で
あ
る
。

官
職
に
相
当
す
る
位
階
は
官
位
令
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
。

仁
|玉|

従
五
位
下

13<1 
介

JE.
、LL
a

計
ν」
/
ム
h
日

l
l

本
断
附
の

「.
比
六
位
上
行
介
円
前
王

ご
忠
」
は
、
上
同
介
と
す
れ
ば
、
行

(相

市
汁
位
が
川
山
位
よ
り
低
い
)
の
表
記
と
符
合
す
る
。
し
か
し

「従
主
位
下
行
守
勲
十

二
等
小
肝
初
刊
竹
山民
」
の
場
介
は
、
L
L
同
守
と
し
て
は
行
の
表
記
は
あ
た
ら
な
い
。

山
羽
同
が
八
静
一
紀
段
附
で
巾
阿
と
す
れ
ば
、

中
同
守
が
正
六
位
下
で
あ
る
の
で
、

行
に
相
当
す
る

(第
十
三
号
文
件
も
同
様
で
あ
る
の
で
併
せ
て
参
照
し
て
ほ
し

-272-
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次
に
こ
の
文
書
の
年
代
に
つ
い
て
、
若
干
考
察
を
加
え
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

先
に
み
た
よ
う
に
、
本
文
書
は
『
続
日
本
紀
」
天
平
宝
字
四
年
正
月
丙
寅
条
の

出
羽
闘
守

・
介
の
位
階
記
事
か
ら
、
宝
字
四
年
正
月
以
前
の
年
代
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
る
。
そ
こ
で
、
奈
良
時
代
の
出
羽
国
守

・
介
の
任
官
状
況
を
整
理
す
る
と
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。



小
野
竹
良

m天
平
宝
字
四
年
出
羽
守
見

‘ーー

加
天
平
宝
字
七
年
正
月
左
中
弁
任

百
済
王
三
忠

別
天
平
宝
字
四
年
出
羽
介
見

‘一ー

加
天
平
宝
字
七
年
正
月
出
羽
守
任

‘ーー

前
天
平
神
誠
二
年
五
月
民
部
少
輔
任

|可

11 

円
前
土
文
鋭
出
羽
守
任

奈
良
時
代
の
同
守
の
任
限
を
問
年
と
す
れ
ば
、
守
小
野
竹
良
、

介
行
・
計
五
三
忠

と
も
に
天
平
宝
字
七
年
正
川
で
現
任
を
離
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
推
し
て
、
天
平
定

ム午
ご
年
頃
、
そ
ろ
っ
て
守

・
介
に
そ
れ
ぞ
れ
任
ぜ
ら
れ
た
と
想
定
す
る
こ
と
が
で

き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
推
定
に
も
と
づ
く
な
ら
ば
、
本
文
件
の
年
代
は

a

応、

天

一半
宝
字
三
年
頃
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
付
け
加
え
る
と
、

国
司
の
口
署
を
有
す
る
文
骨
が
国
府
(
秋

m城
)
に

な
ぜ
残
さ
れ
て
い
た
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
本
断
簡
は
解
文
の
文
末
部
分
の
み

l‘l 
(i小 111 多，;1
i高野辺治 (
E竹錐比'.I'
n般家カ

.[1， I: 

i
t
p
F
 

，E1
7
H
h
 

作
肌
的
た
漁
山
怖
い
い

'
H
m
.
k
文
総

ド
リ
立
川
正
式
銭

L
a.F
L
U
E
-
'
J
、‘‘

'1・1

多
治
比
乙
山
K

U
は
川
ド
に
終
係

品
時

Mm仰
成

守

3

血世左七

・九・

・七

4-、v

r

a

b

H

u-

-

n
M

・

吋

3

J

4

1

1

"

v

p

鴻
巨
人
予
定
字
附

・
・
・問

日
制
天
川

r
・1
乍じ・

a
-
九

w
k
J
r
山K
下八

・
.
0

・・・・

H
W

-ω
・太
子
神
々
・・
・・九・・
O

M
W

「

.
1
他
・九・
・・・
・・九

作

、
山
札
ぬ
じ

・じ・.•• 

M
W
 

可
，

Y
他・
0

・九・

・・・

Hw

zm

，z-
恥
・

M
M可

E

b

-

-

s

I

M

F

r

、L
E
h
町

"

v

s

J

B

J

'

I

W
ぜ
h
m•

• 

・
.
.
 

H
W
 

ff: l..!. l..!. l..!. 
斗一一

(1 
i汚

・包ρ

ト
.E桝川川
H
K

U
H叫
し
h
.川
必
刷

J

4

1

 

ド
E
T
H
H
Z
?
}

5
4
H
1i
 

fl" 

•• 
、zi
，ι
・・凶凶・・

M
M

・

-
l
i
-
-
H

-

-
H
 

:

e

'

L

L

 

'it. )くJ!..
f色・I~ ・I~
Ii.例I ~i~ 

"を 'r
J¥. 

Ii. Ii. 

0 ・

h!. H. fF fT: 

で
、
解
の
宛
所
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
書
止
め
文
言
が
「
謹
解
」
で
は
な
く
、

「
以
解
」
と
み
え
る
こ
と
か
ら
公
式
令
解
式
条
に
規
定
す
る
太
政
官
以
外
の

一
般

諸
司
か
所
管
の
上
級
官
司
に
上
申
し
た
解
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
場
合
、

出
羽
国
司
の
所
管
の
上
級
官
司
は
陸
奥
出
羽
按
察
使
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
多
賀
城
跡
第

一
O
三
号
文
科
も
、
本
断
簡
と
同
様
に
、
陸
奥
国
守

坂
上
「
広
野
」
お
よ
び
介
小
野

「
石
雄
」
の
白
地
引
の
あ
る
解
文
で
、
陸
奥
国
府
で

あ
る
多
賀
城
跡
か
ら
山
止
し
て
い
る
。
こ
の
杵
き
止
め
文
一行
は
「
諮
解
」
と
あ
る

こ
と
か
ら
、

先
先
は
太
政
山
円
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
文
科
に
つ
い
て
は
、
.
平
川

市
氏
は

「陸
奥
川
内
司
解
が
何
ら
か
の
事
巾
に
よ
り
当
同
に
間
め
位
か
れ
た
と
判
断

さ
れ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
こ
の
解
は
守
を
は
じ
め
、
同
司
の
円
箸
が
明
円
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
同
司
解
案
と
は
考
え
が
た
い
か
ら
で
あ
る
」
と
推
定
し
た
(
平
川
南

『
漆
紙
文
舎
の
研
究
』
各
論
第
二
軍
)
。
こ
の
見
解
は
、
類
例
の
出
現
に
よ
り
変
更
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せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
。

ま
ず
、
参
考
ま
で
に
あ
げ
る
な
ら
ば
、
計
帳
歴
名
の
京
進

・
非
京
進
論
争
の
中

「
諸
国
印
方
一aJ

で
、
森
田
悌
氏
が
指
摘
し
て
い
る
が
、
八
ム
式
令
天
子
神
盟
条
の

上
京
公
文
及
案
調
物
則
印
」
に
よ
り
、
向
京
文
許
は
正
文
の
み
な
ら
ず
、
案
文
に

も
捺
印
す
べ
き
こ
と
に
な
っ
て
い
た
と
し
て
い
る

(「計
帳
制
度
に
つ
い
て
」
『
続

日
本
紀
研
究
』
第
一一一

.
号

一
九
j
O
年
、
の
ち
『
日
本
十
日
代
律
令
法
史
の
研

一
h』

I
K
L
1
.ト
「

帽』

U
7
4
水
d

。

田
川
ノ

』/

'ノ
ノ
J
S
L
I
s
-
4夕
、

仰
と
文
献
山
版

こ
の
同
印
の
捺
印
と
は
い
机
接
的
に
は

結
び
つ
か
な
い
が
、

同
川
の

nmnに
つ
い
て
も
、
多
釘
城
跡
第

一
0••• 

U
文
内
と

本
文
品
川
を
併
せ
身
え
る
と
、

M
J
の
上
中
文
汗
の
場
合
も
、
案
文
に
日
将
し
た
町

能
性
が
強
い
の
で
は
な
い
か
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
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第
十
三
号
漆
紙
文
書

一
、
釈
文

〔表〕A 

〔
阿
カ
〕

口
万
部
身

麻
績
部
忍
麻
呂
戸
口

B 
戸
主
三
村
部
其
足
陸
拾
束

口
口
口
麻
呂
口

〔裏〕B 

相
5日

従
五
位
下
行
守

国
司

A 

少
領

郡
司

二
、
記
載
内
容

二
つ
の
文
書
の
表
裏
決
定
は
啓
体
〔
表
|
精
舎
体
、
裂
ー
行
昨
日
体
〕
に
加
え
て

嬰
界
線
に
よ
っ
て
決
定
し
た
。

〔表〕A
と
B
に
そ
れ
ぞ
れ
二
行
ず
つ
碓
認
で
き
る
が
、
両
者
と
も
行
の
心
心
間
隔
は

一一. 

一
mと
等
し
い
こ
と
か
ら
、
暫
体

・
内
容
と
も
併
せ
て
、
同

一
文
舎
と
み
て

間
違
い
な
い
。
書
体
は
整
っ
た
椅
書
体
で
あ
る
。
記
載
様
式
は
、
(
戸
主
)
人

で
あ
り
、
下
部
が
欠
損
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
文
書
の
性
格
は

名
+
数
量

(束
)

決
め
が
た
い
が
、
出
挙
関
係
の
帳
簿
で
あ
ろ
う
。

〔裏〕本
文
書
の
特
徴
は
、
次
の
三
点
で
あ
る
。

l
、
墨
界
線
は
縦
界
線
と
現
状
で
は
横
界
線
五
本
が
認
め
ら
れ
る
。

2
、
B
断
簡
に
「
国
司
」
と
A
断
簡
に

「郡
司
」
と
あ
り
、
と
も
に
そ
の
下
に
割

替
で
、
「守
」
あ
る
い
は

「少
領
」
と
記
載
し
て
い
る
。

3
、
「
国
司
」
と
「
郡
司
」
の
問
は
推
定
五
行
程
度
を
想
定
で
き
る
。
お
そ
ら
く

は
B
断
簡
の
国
司
の
後
に
郡
司
、
A
断
簡
の
郡
司
の
前
に
国
司
と
い
う
よ
う
に
、

国
郡
司
の
官
位
姓
名
が
く
り
返
し
記
さ
れ
る
よ
う
な
帳
簿
が
想
定
さ
れ
る
(
想

{疋

復
原
図
参
照
)。
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こ
の
特
徴
を
も
っ
文
書
を
伝
世
文
書
に
照
ら
し
て
み
る
と
、
「
越
中
国
官
倉
納

穀
交
替
記
」

(『平
安
遺
文
』
二

O
四
、
石
山
寺
蔵
)
が
最
も
類
似
し
て
い
る
と
い

え
る
。「
越
中
国
官
合
納
穀
交
替
記
」
は
延
喜
十
年

(九

一
O
)
を
最
近
の
過
去

と
す
る
交
替
の
時
、
前
後
司
の
対
検
に
よ
る
正
倉
収
納
穀
、
特
に
不
動
穀
の
算
勘

が
行
わ
れ
た
際
に
規
定
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
公
文
で
あ
る
。

右
の
文
書
を
参
照
す
れ
ば
、
B
断
簡
の
初
行
の
把
訂
は
、
年
紀
に
あ
た
り
、

「神
護
」
と
判
断
で
き
る
。
神
設
の
上
は
余
白
が
あ
り
、
文
字
が
な
い
こ
と
か
ら
、

天
平
神
設
で
は
な
く
、

神
謎
景
雲
年
間

(七
六
七
1
七
七
O
)
と
み
て
よ
い
。
天

平
神
護
二
年

(七
六
六
)
五
月
、
百
済
王
文
鋭
が
出
羽
守
に
任
ぜ
ら
れ
て
お
り
、

そ
の
時
の
位
階
が
「
従
五
位
下
」
と
み
え
、
当
文
書
と
合
致
す
る

(『
続
日
本
紀
』

天
平
神
謹
二
年
五
月
甲
子
条
)。

出
羽
国
守
は
、
『延
喜
式
』
(
民
部
上
)
に
よ
れ
ば
、
上
国
で
あ
る
が
、
「従
五



位
ド
行
」
と
あ
る
こ
と
か
・
り
、
第
卜
，
H

ゲ
文
作
と
併
せ
考
え
て
も
、
当
時
は
小
削

(
正
六
位
下
)
相
当
で
あ
っ
た
可
能
性
が
大
で
あ
る
。

11 
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第
十
六
号
漆
紙
文
書

一
、
釈
文
|
図
9
参
照

〔実
測
図
〕

l
図
叩
参
照

二
、
記
載
内
容

て
段
杵
き
の
原
名
門
川
械
の
帳
簿
で
あ
る
。
そ
の
記
載
様
式
は
、
戸
ご
と
に
戸
主

ー

年

齢

名
を
日
一肌
に
記
し
、
以
下
に

「人
々
イ
+
年
齢
区
分
十
比
亡
年
川
H
」
と
死
亡
し
た

一ρ
nを
列
記
し
て
い
る
。一一
段
杵
き
の
肢
名
帳
お
よ
び
人
名
の
下
の
二
行
訓
杵
は
、

正
倉
院
文
特
と
し
て
伝
わ
る
中
央
に
京
進
さ
れ
た
公
文
類
に
は
例
を
み
な
い
。
し

か
し
地
方
か
ら
出
土
す
る
漆
紙
文
書
に
は
類
似
の
記
載
が
認
め
ら
れ
る
。

二
段
件
き
の
歴
名
記
載
が
見
ら
れ
る
の
は
、
前
述
し
た
秋
田
城
跡
第
三
六
次
発

掘
調
査

(護
同
神
社
境
内
)
出
土
第
二
サ
文
献
け

〈
山
挙
帳
様
文
作
〉
で
あ
る
。

二
段
作
き
お
よ
び
二
行
制
作
は
、
京
進
文
科
の
記
械
様
式
で
は
な
く
、

街
に
と
ど
め
前
く
公
文
に
特
徴
的
な
、
実
用
的
な
記
載
様
式
と
い
え
る
。
さ
ら
に

地
方
行

本
帳
簿
に
は
、
患
抹
消
や
塾
と
朱
に
よ
る
闘
点

(
O印
)
と
「
×
」
印
が
付
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
ら
か
ら
も
、
本
帳
簿
は
上
申
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
秋
問
城
内

で
実
際
に
事
務
処
理
に
活
則
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

死
亡
年
月
日
を
円以
す
現
存
の
帳
簿
と
し
て
は
、
正
合
院
文
件
・一
山
…
が
あ
る
。

O
天
平
九
年

(七
三
七
)
の
河
内
同
大
税
れ
死
亡
人
服

(天
即
日
凶
作
館
政
)

O
天
平
十

一
年

(七
三
九
)
の
備
中
岡
大
税
負
死
亡
人
帳

(正
A
U
院
蔵
)

-a
点
の
帳
簿
は
、
公
山
挙
稲

(大
税
)
を
ね
っ
た
ま
ま
死
去
し
た
人
々
の
肢
れ

簿
で
あ
り
、

を
そ
れ
ぞ
れ
記
載

.
大
.
十
九
年
、

え

年
分

) J 

)J 

し
て
い
る
。
こ
の
助
介
は
公
山
挙
稲
を
れ
っ
た
ま
ま
死
亡
し
た
人
の
み
の
名
簿
で

あ
る
。
今
川
の
帳
簿
は
、
去
年
七
月
か
ら
今
年
六
日月
ま
で
の

一
年
間
の
死
亡
し
た

人
を
啓
き
記
し
た
も
の
で
あ
る
。

「延
喜
式
』
(
主
計
下
)
勘
大
帳
条
に
「
死
亡
帳
」
の
名
が
み
え
、
ま
た

『政

事
要
略
』
巻
五
十
七

(交
梓
雑
事
十
七

・
雑
公
文
部
上
)
の
雑
公
文
事
に
は
大
帳

枝
文
と
し
て
、
数
多
く
の
帳
簿
類
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
、

「死
亡

帳
」
が
存
在
し
て
い
る
。

な
お
、
上
段
に
械
器
界
線
を
認
め
ら
れ
る
が
、
下
段
に
は
確
認
で
き
な
い
。
こ

の
四
本
の
横
界
線
は
四
本
が
本
帳
簿
の
冒
頭
に
集
計
部
分
を
有
し
て
い
る
こ
と
を

示
し
て
い
る
。

記
載
さ
れ
て
い
る
人
名
に
つ
い
て
、

「
高
志
八
ム
」

は
古
代
の
越
後
国
頚
城
郡

・

古
志
郡
な
ど
、
越
後
阿
南
部
に
分
布
し
た
ウ
ジ
名
と
い
え
る
。
「
江
市
臣
」
は
加

自
凶
江
沼
郡

(弘
仁
十
問
年

〈
八
二一一一
v

二
川
三
日
大
政
行
突
に
お
い
て
、
越
前

倒
江
招

・
加
賀
二
郡
を
制
い
て
加
賀
同
を
建
慣
し
た
)
を
本
拠
と
す
る
ウ
ジ
名
で
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あ
る
。
「
小
長
谷
部
」
の
分
布
は
、
越
中
二
例
、
信
波
二
例
、
甲
斐
二
例
、
遠
江
、

上
野
、
下
総
な
ど
、
東
閣
に
集
中
し
て
い
る
。

以
上
の
ウ
ジ
名
を
み
て
も
、
「
高
志
公
」
「
江
出
臣
」
の
よ
う
に
、
北
陸
道
地
域

か
ら
の
出
羽
同
内
へ
移
住
を
明
確
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

越
前

・
越
後
両
川
内
か
ら
の
出
羽
同
へ
の
拶
休
に
つ
い
て
は
、
史
料
上

品
訓
引
杭
川
灯
ム
川

年

(七
4

・・
)
の
川
羽
岡
建
問
ま
も
な
い
時
期
に
記
耶
が
み
え
る
の
み
で
、
こ
れ

ら

一
連
の
記
事
以
降
、
史
料
上
に
は
全
く
み
え
な
い
が
、
お
そ
ら
く
は
、
そ
の
後
、

越
前

(加
賀
)

越
後
な
ど
北
陸
道
諸
国
か
ら
の
出
羽
国
へ
の
移
住
は
小
規
模
な

が
ら
継
続
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

こ
の
死
亡
帳
は
お
そ
ら
く
秋
川
城
の
支
配
制
域

(秋
川
千
野
を
中
心
と
す
る
秋

川
郎
域
ほ
か
)
の
以
に
つ
い
て
記
載
し
た
も
の
で
、
こ
の
帳
簿
を
浄
舟
し
た
の
ち
、
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瓦
月
十
日
死

沼

臣

鷹

麻

呂

戸

口

内1犬

沼

臣

乙

麻

E
戸

口

{
f

-

年
五
十
八

/，

f
合
部
咋
万
自
費
丁
女
去
年
十
二
月
十
八
日
弘

、

州
五

A

服
部

波

加

麻

残
.肘

去

年

九

月

十

九

日

死

~
口
部

桑

公

日

一

一

今

年

六

月

十

一一一
言

、¥部

諸

公

戸

口

(

秦

祢

奈

江高

沼志

臣公

黒秋

麻麻

呂呂
年年

正十十正口

丁八丁四

去
今

年--

去 士 六

f f E 
月日 {

十:._ Aト--'
日

死

釈文

戸

主 江

茜a'''沼

部， 臣

馬小

甘 志

戸 鹿

口麻

日
中年

男+十

第16号文科

-266-
(23) 

|ヌ19



当
時
の
出
羽
国
府

(庄
内
平
野
)
に
提
出
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
死
亡
帳
は
大
帳
の

枝
文
で
あ
る
の
で
、
本
来
は
大
帳
使
が
都
に
追
わ
さ
れ
る
が
、

『
類
緊
三
代
格
』

嘉
祥
二
年
(
戸
四
九
)
閏
十
二
月
二
十
六
日
の
太
政
官
符
に
よ
れ
ば
、
出
羽
国
の

場
合
、
朝
集
使
に
大
帳
を
付
し
て
九
月
末
日
ま
で
に
京
進
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

死
亡
帳
は
、
造
籍
と
造
籍
の
間
に
毎
年
作
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
帳
簿

は
、
す
で
に
京
進
さ
れ
て
い
る
戸
籍
に
載
せ
ら
れ
て
い
た
人
に
つ
い
て
だ
け
そ
の

死
亡
者
名
を
提
出
す
る
の
で
あ
る
ゆ
え
に
、
造
籍
後
に
生
ま
れ
た
乳
幼
児
に
つ
い

て
は
記
載
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
死
亡
帳
に
よ
れ
ば
、
一円
セ
ャ
川
芯
公

(々
引
を
欠
く
)
の
戸
で
は
.
年
間

(去

年
八
川
1
今
年
七
月
)
に
六
人
も
死
亡
す
る
と
い
う
典
常
さ
で
、
当
時
の
厳
し
い

生
活
状
況
が
推
察
さ
れ
る
。

-265一
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一
、
釈
文
|
図
刊
参
照

第
十
七
号
漆
紙
文
書

〔実
測
図
〕

|
図
吃
参
照

二
、
記
載
内
容

本
文
書
の
記
載
様
式
は
、

人
名
+
年
齢
+
年
齢
区
分

を
列
記
し
て
い
る
。

残
存
す
る
部
分
の
み
で
は
、
次
の
よ
う
な
戸
の
構
成
が
想
定
で
き
る
。

戸
の
構
成
模
式
図

妻 虫干 弟
___ I都

39 I 聖子
'-" I 臣

子
乙
麿

4() 

弟

都
野
川
出
黒
田

(
幻
)

男

(
凶
)

男

(
M
)

女

(
日
)

女

(
日
)

女

(
川
)

以
上
の
記
載
様
式

・
内
容
か
ら
判
断
す
る
な
ら
ば
、
本
文
品
川
川は
戸
籍
の

一
部
で

(弟
)
都
野
臣

(
見
)

あ
る
と
み
て
問
題
な
い
で
あ
ろ
う
。

平
安
期
の
戸
籍
は
、
次
の
よ
う
な
記
載
様
式
の
特
徴
が
あ
げ
ら
れ
る
。

式
に
な

っ
て
い
る
。

各
戸
の
背
部
に
、
戸

nの
変
動
H
損
益
の
集
計
記
載
が
行
わ
れ
る
様

(イ
)

(ロ
)

緑

(黄
)
子

・
女

(
-
1
三
歳
)

歳
以
上
で
あ
り
、
は
な
は
だ
少
な
い
。 の

記
載
が
な
く
、
少
子

・
女
も
十

(
ハ
)

女
子
が
比
較
的
多
い
。

"....、
ー

一、-〆

年
齢
と
年
齢
区
分
と
の
関
係
記
載
が
は
な
は
だ
し
く
混
乱
し
て
い

る。

こ
れ
ら
平
安
期
に
お
け
る
戸
籍
の
特
徴
に
つ
い
て
は
、
十
世
紀
初
め
の
延
喜
期

二
通
、
十
世
紀
末
の
長
徳
期
二
通
、
十

一
世
紀
初
め
の
寛
弘
期
の

一
通
を
対
象
と

し
て
い
る
。

本
戸
籍
断
簡
は
、
九
世
紀
半
ば
以
前
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
本

戸
籍
に
つ
い
て
、
上
記
の
平
安
期
の
戸
籍
の
特
徴
を
簡
単
に
検
討
し
て
み
た
い
。

ま
ず

(イ
)
の
戸
の
首
部
は
、
断
簡
ゆ
え
に
不
明
で
あ
る
。
(
ハ
)
の
男
女
の

割
合
は
、
男
性
五
人
、
女
性
九
人
で
あ
り
、
男
性
に
正
丁
も
こ
な
い
し
三
人
含
ま

れ
て
い
る
。

(
-ニ

の
年
齢
と
年
齢
区
分
と
の
記
載
に
は
混
乱
が
み
ら
れ
な
い
。

一
方
、
(
ロ
)
は
小
女
が
十
歳
以
上
で
あ
る
が
、
小
断
簡
で
あ
る
の
で
全
体
的
傾

-262ー
(27) 

向
と
は
い
え
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
本
戸
籍
断
簡
は
、
平
安
期
の
戸
籍
で
は
な
く
、
む
し
ろ
八
世

紀
代
の
戸
籍
の
特
色
と
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
と
い
え
よ
う
。

本
戸
籍
は
、
戸
主
弟
の
姿
「
丈
部
」
姓
を
の
ぞ
く
と
、
す
べ
て

「都
野
臣
」
で

あ
る
。
「都
野
」
H

「都
努

(怒

・
能

・
浪
)」

H

「
角
」
で
あ
り
、
紀
臣
と
同
祖

で
、
仁
徳
朝
、
そ
の
児
の
男
嶋
足
尼
は
都
怒
国
造

(周
防
国
都
波
郡
都
濃
郷
)
に

任
ぜ
ら
れ
た

(固
造
本
紀
)
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
出
羽
国
関
係
史
料
に

は、

「都
野
臣
」
は
な
く
、
初
見
史
料
と
い
え
る
。
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第
十
八
号
漆
紙
文
書

一
、
釈
文
|
図
市
参
照

〔実
測
図
〕

1

図
同
参
照

二
、
記
載
内
容

本
文
書
の
記
載
様
式
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
り
、
続
柄
が
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、

現
段
階
で
は
、
本
文
書
は
計
帳
様
文
書
の
断
簡
と
み
て
お
き
た
い
。

紙
背
文
書
が
確
認
で
き
ず
、
計
帳
の
歴
名
記
載
が
界
線
に
治
っ
て
お
り
、
特
に

一一

・
一
m
帽
の
と
こ
ろ
に
二
行
が
お
さ
ま
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
界
線
は
折
界

で
な
く
、
裏
面
か
ら
の
へ
ラ
に
よ
る
押
界
と
判
断
さ
れ
る
。

八
世
紀
の
計
帳

一戸
主

n
U公

|
戸
口
合

O
O人

男

O
人

去
年
計
帳
定
良
口

O
O人

女

O
人

戸
主
小
高
野
公

i
戸
U
合
四
十
七
人

今
年
計
帳
見
定
良
大
小
口

O
O人

l
l
U不
謀

不
謀
口

O
O人

男

O
人

O
人
ム
ム
O
人
ム
ム

l
l
u諜

女

O
人

O
人
ム

A
O
人
ム
ム

謀
口

O
人

見
輸
O
人

ム
ム

諜
戸
主

年

O
O

ム
ム

O
印
は
数
字

ム
印
は
年
齢
.
収
分

「
和
太
八
ム
」
は
、
現
地
名
+
公

(君
)
姓
で
あ
り
、
こ
の
記
載
の
し
か
た
は
蝦

夷
が
律
令
国
家
に
服
属
し
た
時
の
ウ
ジ
名
と
さ
れ
て
い
る
。
「
和
太
公
」
の

「
和

太
」
と
い
う
地
名
は
、
現
在
、
秋
田
城
の
南
東
、
河
辺
郡
河
辺
町
和
田
に
該
当
す

る
と
考
え
ら
れ
、
中
世
末
に
は
村
と
し
て
成
立
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

「
小
高
野
公
」
の
「
小
高
野
」
と
い
う
地
名
は
、
現
在
、
河
辺
町

H

和
田
H

の

す
ぐ
西
に
隣
接
し
て
い
る
北
野
田
高
屋
字
小
高
付
近
に
比
定
さ
れ
る
。

和
問

・
小
高
岡
地
域
付
近
の
蝦
夷
が
国
家
側
に
服
属
し
た
時
に
計
帳
に
登
載
さ

れ
、
そ
の
計
帳
は
謀
税
等
の
基
本
台
帳
と
し
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
小
高
野
公

三
手
継
の
戸
の
構
成
員
が
合
わ
せ
て

「
四
十
七
人
」
と
い
う
数
値
は
、
蝦
夷
の
現

地
支
配
が
大
き
な
単
位
で
掌
握
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
貴
重
な
史
料
と
し
て
注

自
し
て
お
き
た
い
。

結
局
の
と
こ
ろ
、
こ
の
計
帳
を

「夷
倖
帳
」
お
よ
び
「
件
囚
計
帳
」
に
類
似
し

-258-
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た
も
の
と
み
な
し
た
場
合
は
、
こ
れ
ま
で

『
日
本
後
紀
』
弘
仁
二
年
(
八

一一

)

三
月
十

一
H
条
、
『延
蒋
式
』
主
計
式
帳
除
条
、
主
税
式
勘
税
帳
条
の
よ
う
な
史

料
か
ら
、
そ
の
帳
簿
の
存
在
は
知
ら
れ
て
い
た
が
、
実
例
と
し
て
は
初
見
と
す
る

こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
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一
、
釈
文

第
二
十
六
号
漆
紙
文
書

A 

(
正
位
文
字
)

年
口

口
女

B 

(左
文
乍
)

a断片

11q 
年 i

大
領
公
子
諸

太
麻
巴〔制〕

盟
…
口
線
二
八
ハ

少
領
上
毛
野
朝
臣
虫
麻
呂

五

ι砕い

弓
四
張

矢
四
具

十

月

円

U 
[1 

同
司

史守
生多
飛治
烏比
戸口真;

b断n・

;巻円円 ;

uu 

(
九
ヵ
〕

大
飯
公
子
浦
口

侃
上
毛
野

二
、
記
載
内
容

A
(正
位
文
字
)
文
書

文
字
の
大
き
さ
は
、
約
五
ミ
リ
ほ
ど
で
あ
り
、
籍
帳
類
に
特
有
の
小
さ
な
文
字

と
い
え
る
。
墨
痕
は
わ
ず
か
に
五
文
字
し
か
確
認
で
き
な
い
の
で
、
詳
細
は
不
明

で
あ
る
が
、
歴
名
と
割
合
さ
れ
た
年
齢
と
年
齢
区
分
、
小
さ
な
文
字
な
ど
の
特
徴

か
ら
は
、
結
帳
類
に
属
す
る
文
作
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

さ
ら
に
、

+
年
齢

・
年
齢
医
分
、

ド
半
部
に
も

本
文
作
は
上
半
部
に

(人
名
)

「太
麻
い
じ
と
い
う
人
名
記
械
が
認
め
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
和
服
組
の
記
載
様
式
と
し
て
は
、

一
つ
に
は
通
常
の
.
段
作
き
で
、

「太
・脈
M
門
」

は
註
記
部
分
の
可
能
性
も
あ
り
う
る
が
、
お
そ
ら
く
は
、

そ
の
記
紋

様
式
は
、
上

・
下
二
段
に
記
載
し
た
阪
名
簿
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い

か
。
そ
の
大
き
な
理
山
は
、
秋
聞
城
出
土
の
漆
紙
文
件
に
す
で
に
同
様
の
性
式
を

-255-
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も
つ
も
の
が
こ
例
確
認
で
き
る
点
で
あ
る

(第
二
号

・
第
十
六
号
漆
紙
文
書
参

間…)
。こ

の
上

・
下
二
段
の
記
載
様
式
は
、
正
倉
院
文
書
と
し
て
遺
る
京
進
文
書
に
は

大
宝
二
年
(
七
O
二
)
の
御
野
国
戸
籍
の
三
段
の
記
載
を
の
ぞ
く
と
、
例
が
な
い
。

京
進
す
る
正
式
な
も
の
で
な
く
、
秋
田
城
に
留
め
置
か
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、

一
紙
に
よ
り
多
く
の
除
名
記
載
が
可
能
な
二
段
の
様
式
が
使
川
さ
れ
た
と
見
る
こ

と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

nn

(
ト
江
文
中
)
文;

文
ヤ
の
大
き
さ
は
、
約
.
セ
ン
チ
ほ
ど
で
あ
り
、
界
線
は
み
え
な
い
。

記
載
内
科
は
、
武
器

・
武
川
パ
と
某
榔
の
ト
人
制

・
少
領
名
を
述
記
し
、

文
京
に
十

:
j
 

一-1
1

円
U 
日
の
日
付
の
あ
と
に
は
、
同
司
の
守

・
山
ん
性
お
よ
び
某
郡
の
大



領

・
少
簡
が
速
記
さ
れ
て
い
る
帳
簿
と
考
え
ら
れ
る
。

律
令
体
制
下
に
お
い
て
は
、
同
郡
の
器
位

(武
器
)
は
、
年
毎
に
帳
を
録
し
て
、

朝
集
使
に
附
け
て
兵
部
に
申
す
こ
と
と
規
定
さ
れ
て
い
る

(軍
防
令
位

・
従
軍
甲

仕
条
)
。
正
倉
院
文
古
の
中
の
天
平
六
年

(七
三
阿
)
「
出
雲
国
計
会
帳
」
に
は
、

朝
集
使
進
し
し
の
公
文
と
し
て
、
官
器
位
帳

・
伯
姓
器
仕
帳
各
.
巻
が
み
え
る

(『大
日
本
十
日
文
件
』

一
巻
五
九
j
頁
)
。

十
月

一
汁

一
日
進
上
公
文
宣
拾
玖
巻
試
紙

駁

V
G
h
p
v
d
p時
説
腕

4
・山山

.
h
u

M捌
ぷ
川
町
.
を
・
ぶ
・此

恨

.
6
r
m
M似
を

鴻

似

パ

礼

申

告

内
字
削
以
内
谷
岡
慨
邸

.4Mm.
谷

川

出

任

m
d状
.. 紙

、

一
一
阿
川
進
上
公
文
武
拾
控
悲
昨
紙
を
ふ
を
身
状
・

t
官
兵
上
海
H
H叫
M

・
6
兵
上

l

b
私
治
問
後
以
外
治
問
G
U
L
L
bれ
々

を

比
時
山
寸
川
駅

.
t官

辺

守

似

.
6
四
割
九
州
制

.
G
賜
山
本
帥
州
叫
仙
川
山

.
G
仰
ん
制
山
.
官
官
凶
肉
料

北
山
.
出
目

的
折
剣
川
内
似

-
G
的
終
午
“
円
Hm
・
u
e
K
M
W川
山
.
谷
口
明
阿
佐
払
山

.
G
伯
仲
.

帆

Mル胤
似

谷

川

W
V
M
m

・
t
t

公
品私
船
内
川
川

一
方、

『政
事
要
略
』
(
一

O
O
/
1
一
O
年
ご
ろ
成
立
)
巻
五
十
七
に
載
せ
る

「朝
集
公
文
」

の
中
に
「
困
器
仕
帳
」
お
よ
び

「郡
司
器
杖
帳
」
が
み
え
る
。

政
事
前
立
略
圏

第
五
十
七

火
山
皆
殺
が
問

凶

雛
公
文
明
上

閃
凶
八
川
対
日
以
前
中

la山

陸
奥

'a'''
hL『
』
跡

"ta

r
-
'i
J
1
t
l
 

u
d以
前

佐
渡

大
骨
下
山川…刷

muH
o
e

防局・叫J
・・・・
'

s

t

“
刊
し
鳩

Jv
・

じ
道
l
n
-
H

志
ぃ
熔

白帆家
間
凶
公
文

h
v
t
t
 

副

F
ι
伊
制
帽

本
-
比
配
阪
U
l

J
4

l

，
“・1」『
E

1

d
E
v
d
-
w

u-
-

z
，. 

um-水制収
1
i刷

憾
外
川
伽
H

何回世

H
U川
、
財
リ
レ
】
H
K
土
畠

U
別

φaT
A陶岨
V
L
"
wル

4
E
EI
A
m
'

e
t
a
 

H
下
寸
・
Ehr党
防
災

IF
f

t

』

4

制i

er
i
t
 

d
v
rれ
酬
明

欣

制i

山
出
帆
川
川
山川

i
i
t
 -;?i
 

・'a'必，・・副刷"
品
川
岬
鋪
凡
叫
似

制
対
引
品
川
わ
え
川
Mm

t
F
J{

。
公
白
帆
船
制
収

V
U
V
4川
l
M
・SH
ト

ι同
同

μれ
ト

叫

再

'
U山
明

開
府
民
税

-1卜
f

・・・・
1

4
U
I

〆ー
か
u
p
H
1
H刊
削
明

a『
仙
川

H
W
家
制
収

出
雲
同
計
会
帳
に
み
え
る
「
官
器
杖
帳
」
は

「
凶
器
伎
帳
」
、
「
伯
姓
器
杖
帳
」

は

「
郡
司
器
仕
帳
」
に
そ
れ
ぞ
れ
該
当
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
帳
簿
は

軍
防
令
の
規
定
に
基
づ
い
て
国
郡
に
存
す
る
器
杖
を
報
許
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

「延
喜
式
』

に
よ
れ
ば
、

「
諦
凶
器
伎
」
と
し
て
、

h

什
同
の
毎
年

(兵
部
約
)

造
る
武
践
の
粧
矧
と
数
日以
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
山
羽
同
は
み
え
な
い
が
、
陀

奥
同
の
場
合
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

甲
六
領
。
横
刀
廿

u。
弓
六
十
張
。

陸
奥
国

そ
ゃ

征
箭
六
十
具
。
胡
綜
六
十
具
。

※
征
箭
は
戦
場
で
用
い
る
矢
の
こ
と

※
制
的
制
は
矢
を
入
れ
て
背
に
れ
う
迫
八
ハ
。

こ
れ
ら
諸
川
で
毎
年
製
作
さ
れ
る
武
持
は
、
兵
部
省
に
制
抑
止
さ
れ
、

そ
の
様
杖

一254-
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(た
め
し

〈
比
本
〉)
が
種
類
別
に

一
つ
訂
進
さ
れ
る
こ
と
と
定
め
ら
れ
て
い
た
。

な
お
、

b
断
片
に

「巻
」
と
い
う
数
量
単
位
が
み
え
る
。
武
器

・
武
具
類
の

う
ち
、
数
量
単
位

「巻
」
は
、
次
の
資
料
を
参
考
と
す
れ
ば
、

「
朝
」
と
推
定
で

き
る
で
あ
ろ
う
。

多
釘
城
跡
山
土
漆
紙
文

mu
〔
武
八
ハ
百
進
文
官
〕

使
.
工
一
枝
部
山
道
所
進

i
t
-
-
l
c
 

制
問
配
制
川
川
山
・
下
「
判
mv

朝

一
一両
綜
]

uu 
円Hi 

I I解
I I文

''u' 

※
納
は
パ

J

を
射
る
と
き
怯
が
点
下
顕
を
打
つ
そ
の
衝
靴
下
を
防
ぐ
市
製
品
。



こ
の
帳
簿
は
、
出
羽
圏
内
の
各
都
か
ら
「
(某
)
年
上
科
」
と
し
て
数
年
間
分

(「
四
年
」

「
五
年
上
料
」
な
ど
)
貢
進
さ
れ
た
武
器

・
武
具
に
関
す
る
も
の
で
、

各
郡
別
に
武
器

・
武
具
と
責
任
者
と
し
て
の
郡
領

(
大
領

・
少
領
)
名
、
さ
ら
に

文
末
に
は
月
日
の
記
載
の
あ
と
に
、
武
器
の
管
理
責
任
者
と
し
て
、
国
司
の
守

・

史
生
お
よ
び
某
郡
の
大
領

・
少
領
が
速
記
さ
れ
て
い
る
も
の
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ

、司ノ
。

こ
の
よ
う
な
帳
簿
に
類
似
す
る
現
存
文
書
と
し
て
は
、
「
越
中
国
官
倉
納
穀
交

替
記
」
(
『
平
安
造
文
』

二
O
四
、
石
山
寺
蔵
)
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

「越
中
国
官
倉
納
穀
交
替
記
」
は
延
喜
十
年

(九

一
O
)
を
最
近
の
過
去
と
す

る
交
替
の
時
、
前
後
司
の
対
検
に
よ
る
正
倉
収
納
穀
、
特
に
不
動
穀
の
算
勘
が
行

わ
れ
た
際
に
規
定
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
公
文
で
あ
る
。

「越
中
国
官
倉
納
穀
交
替
記
」
と
同
様
に
、
国
郡
司
の
官
位
姓
名
が
く
り
返
し

記
さ
れ
た
と
想
定
さ
れ
る
帳
簿
は
、
小
さ
な
断
片
な
が
ら
実
は
、
秋
田
城
跡
第
十

三
号
漆
紙
文
書
{
裏
|
二
次
文
書
〕
の
特
徴
で
も
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
漆
紙
文
書
の
出
土
し
た
土
坑

(以

一
六

一
二

は
、
土
器
の
年
代

か
ら
九
世
紀
後
半
の
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
本
文
書
の

「国
司
」
の
「
守
多
治
比
真
×
」
と
い
う
人
物
は
、
文
献
史

料
に
み
え
る
九
世
紀
代
の
出
羽
国
守
名
か
ら
検
討
す
る
と
、ぃ
民
観
十
年
正
月
に
出

羽
守
に
任
ぜ
ら
れ
た
多
治

(比
)
真
人
高
棟
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
多
治

(比
)
兵

人
向
椋
は
、
ぃ
貝
観
十
七
年
五
月
当
時
に
お
い
て
も
、
出
羽
守
に
在
任
し
て
い
た
こ

と
は
、
『類
緊
三
代
格
』
巻
十
八
貞
観
十
七
年
五
月
十
五

H
官
符
に
み
え
る
「
前

-T
安
倍
朝
出
比
竹
川
」
の
不
与
解
出
状
の

一
一件
で
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
出
羽

制
の
解
文
に
よ
れ
ば
、
貞
制
六
年
以
昨
秋
称
が
超
過
し
て
支
給
さ
れ
た
こ
と
を
前

守
安
倍
朝
臣
比
高
は
不
与
解
白
状

(八
ム
務
が
完
了
せ
ず
事
務
引
継
ぎ
が
で
き
な
い

と
き
の
書
類
)
に
記
し
、
官
に
提
出
し
て
い
た
と
い
う
。
貞
観
十
七
年
五
月
当
時
、

秋
称
の
年
料
額
を
太
政
官
に
上
申
し
た
出
羽
国
守
は
、
多
治
比
真
人
高
椋
で
あ
っ

た
と
み
て
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
『日
本
一一一
代
実
録
』
元
慶
元
年
十

一
月
廿

一
日
条
に
よ
れ
ば
、
そ
の
時
の
出
羽
守
は
藤
原
朝
臣
興
世
で
あ
る
。

結
局
の
と
こ
ろ
、
多
治
比
真
人
高
棟
は
、
貞
観
十
年
(
八
六
八
)
正
月
に
出
羽

守
に
着
任
し
、
貞
観
十
七
年
(
八
七
五
)
五
月
十
五
日
以
降
元
慶
元
年
(
八
七
七
)

十
一
月
廿

一
日
ま
で
の
聞
の
あ
る
時
点
で
藤
原
朝
臣
興
世
と
出
羽
守
を
交
代
し
た

と
考
え
ら
れ
、
本
漆
紙
文
書
中
に
み
え
る
「
×
五
年
上
料
」
は
、
「
貞
観
十
五
年

a断
片
の
「
四
年
」
も
同
様
に
「
貞
観
十
四

上
料
」
と
判
断
で
き
る
。
そ
し
て
、

年
上
料
」
の

一
部
と
み
な
せ
よ
う
。
本
文
書
の
年
紀
も
、
「
貞
観
十
五
年
上
料
」

の
次
行
に

「
十
二
月
刊

U
日
」
と
し
て
い
る
点
か
ら
考
え
る
と
、
貞
観
十
五
年

士

一月
刊

U
日
付
と
み
て
よ
い
。

叶ワ

ω
a
d

今、d
、，，.，，‘、

A
-
B
両
文
書
の
本
来
の
表
裏
関
係
は
、
A
文
書
が
五
文
字
程
度
し
か
確
認
で

き
な
い
だ
け
に
、
に
わ
か
に
は
決
め
が
た
い
。
た
だ
、
B
文
書
で
は
、
人
名
の
う

ち
、
「
ウ
ジ
名
+
名
」
の
記
載
が
、
「上
毛
野
朝
臣
虫
麻
呂
」
の
一
例
の
み
で
あ
る

が
、
自
署
で
は
な
く
、

一
一
筆
で
記
さ
れ
て
い
る
。

B
文
書
に
類
似
し
た

H

収
納
物
品
+
収
納
責
任
者
H

を
繰
り
返
し
、
速
記
す
る

帳
簿
と
し
て
、
例
え
ば
、
正
倉
院
文
書
中
の
「
銭
納
帳
」
(
神
誕
景
雲
四
年
〈
七

七
O
〉)
が
あ
げ
ら
れ
る
〔
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館

『正
合
院
文
容
拾
遺
』
便
利

~ili. 

主主

一
九
九
二
年
〕。

こ
の
「
銭
納
帳
」
の
場
合
、
収
納
責
任
者
の
名
の
部
分
は
原
則
と
し
て
自
署
し

て
い
る
。

そ
の
点
で
は
、

B
文
書
は
、

一
畿
で

「
ウ
ジ
名
+
名
」
を
記
載
し
て
お
り
、
正

式
な
帳
簿
と
は
い
え
な
い
。



も
う

一
点
は
、
日
文
書
は
、
国
司
、
郡
司
の
す
べ
て
が
、
位
階
、
勲
位
等
を
省

略
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
先
に
挙
げ
た

「越
中
国
官
合
納
穀
帳
」
お
よ
び
秋
田

城
跡
第
十
三
号
漆
紙
文
書
の
義
文
書
と
と
も
に
位
階
を
明
記
し
て
い
る
の
と
は
相

達
す
る
。
と
く
に
秋
田
城
跡
第
十
三
号
文
書
は
二
次
文
書
に
も
か
か
わ
ら
ず
位
階

の
記
載
が
あ
る
。
こ
の
点
で
は
、
B
文
書
は
、
正
式
な
公
文
で
は
な
く
、
秋
田
城

に
留
め
お
か
れ
る
帳
簿
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
数
年
間
に
わ
た
っ
て
郡
別

に
秋
田
城
へ

責
進
し
た
武
器
と
出
納
責
任
者
と
し
て
郡
司
の
名
を
列
記
し
、
各
都

末
に
は
月
日
と
図
司
お
よ
び
郡
司
を
記
し
、
責
任
の
所
在
を
明
ら
か
に
し
た
も
の

と
把
え
ら
れ
る
。
そ
の
点
に
お
い
て
、
本
帳
簿
は
、
兵
部
省
に
毎
年
提
出
さ
れ
る

「
国
器
杖
帳

(官
器
杖
帳
)
」
の
案
文
と
い
う
よ
り
は
、
そ
の

「
国
器
杖
帳
」
を
も

含
め
た
秋
田
城
に
備
え
お
か
れ
た
数
年
に
わ
た
る
器
伎
関
係
の
帳
簿
と
い
え
よ

っ。
以
上
の
点
を
考
え
併
せ
る
と
、
現
段
階
で
は
、

B
文
書
は

一
応
「
秋
田
城
器
杖

帳
様
文
書
」
と
い
う
文
書
と
み
て
お
き
た
い
。
貞
観
年
間
当
時
の
出
羽
国
府
は
出

羽
郡
に
所
在
し
た
と
す
れ
ば
、
秋
田
城
管
下
の
器
伎
帳
も
最
終
的
に
は
国
府
へ
送

付
さ
れ
、
「出
羽
国
器
杖
帳
」
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
と
推
測
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
試
み
に
本
文
書
を
復
原
し
て
示
し
て
お
き
た

い
。

〔
復
原
〕

0
0郡

貞
観
十
四
年
上
料

大
領

少
領

貞
観
十
五
年
上
料

十
二
月
門
〕
日

国

司
郡
司
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0
0郡

貞
観
十
四
年
上
料

里
…
漆
胡
禄
二
具

柄
。
巻

大
領
公
子
諸
烏

少
領
上
毛
野
朝
臣
虫
麻
呂

貞
観
十
五
年
上
料

弓
四
張

矢
四
具

月
n 
し」
日

国

史司守

生多
飛治
烏比
戸真。人
O 高

キ東

郡

少司大
領領
上公
毛子
野諸
i;リ1烏
臣
虫
麻
呂
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木

簡

秋
田
城
跡
か
ら
出
土
し
て
い
る
木
簡
は
現
在
ま
で
三
二

O
点
余
を
数
え
る
。
主

な
出
土
地
点
は
秋
田
城
跡
外
郭
線
外
側
に
あ
た
る
鵜
ノ
木
地
区
の
第
二
五
次
調
査

の
S
E
四
O
六
井
戸
跡
か
ら
十
六
点
、
同
じ
く
鵜
ノ
木
地

地

(昭
和
五
十
三
年
)

区
の
第
三
九
次
調
査
地

(昭
和
五
十
九
年
)
の
S
G凶
O
一二
沼
池
跡
北
西
岸
部
か

ら
八
点
、
さ
ら
に

S
G
一
O
ご
二

土
取
り
穴
埋
土
か
ら
約
三
O
O
点
の
木
簡
が
出

土
し
て
い
る
。

第
二
五
次
調
査
地
で
は
、
秋
田
城
跡
東
外
郭
線
よ
り
東
方

一
O
O
m
の
地
点
で

掘
立
柱
建
物
跡
、
井
戸
跡
な
ど
多
く
の
遺
構
が
検
出
さ
れ
、
木
簡
は
井
戸
跡
か
ら

出
土
し
た
。

井
戸
跡
か
ら
は
年
紀
を
示
す
木
簡
が
三
点
|
天
平
六
年

(七
三
四
)

(

l

)

、
天

平
勝
宝
四
年

(七
五
二
)
、
天
平
勝
宝
五
年

(七
五
三
)
(
2
)
|
出
土
し
て
い
る
。

こ
の
他
、
出
羽
国
の
郡
名
を
習
書
し
た
木
簡
や
、
出
羽
国
と
東
国
と
の
交
流
を
示

す
木
筒
、
『文
選
』
の

一
節
「
治
神
賦
」
を
習
書
し
た
木
簡
等
八
世
紀
中
葉
の
貴

重
な
も
の
が
多
く
出
土
し
た
。

第
五
四
次
調
査
地
は
、
外
郭
東
門
の
地
域
で
、
外
郭
東
門
に
取
り
付
く
築
地
塀
、

材
木
塀
の
布
掘
り
溝
等
の
外
郭
施
設
、
掘
立
柱
建
物
跡
、
竪
穴
住
居
跡
、
大
規
模

な
土
取
り
穴
等
多
く
の
遺
構
が
検
出
さ
れ
た
。
木
簡
は
外
部
l
期
の
築
地
塀
造
営

に
伴
う
粘
土
採
掘
穴
で
あ
る

S
G
一
O
ご
二

土
取
り
穴
埋
土
か
ら
多
訟
の
土
器
、

瓦
、
木
製
品
、
鉄
製
品
、
漆
紙
文
科
と
と
も
に
出
土
し
た
。
出
土
し
た
木
簡
は

「延
暦
十
年
」
、
「延
暦
十
三
年
」
等
の
年
紀
の
あ
る
も
の
や
、

「
最
上
郡
:
・」
、
「平

鹿
郡
・:
」
等
の
出
羽
阿
内
の
郡
郷
、
あ
る
い
は
非
常
用
、
携
帯
用
の
舗
を
秋
間
城

内
に
運
び
込
ん
だ
こ
と
を
示
す
も
の
、
さ
ら
に
「
上
総
凶
」
、
「
上
野
国
」
、
「
下
野

国
」
等
の
東
国
と
秋
田
城
と
の
関
わ
り
を
示
す
も
の
が
あ
る
。

木
簡
は
、
ノ
世
紀
中
頃
と
終
わ
り
頃
を
中
心
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
時

期
の
秋
田
城
に
お
け
る
性
格
や
機
能
の
二
面
性
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
つ
は
、
2
の

「調
米
」
が
示
す
よ
う
に
、
秋
田
城
が
調
の
納
入
先
と
な
っ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
出
羽
国
の
場
合
は
、
陸
奥
固
と
並
ん
で
国
府
に
調
を
留
め
置

き
、
饗
給
の
財
源
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
が

『延
喜
式
』
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

同
じ
く
口
は
、
「
秋
」
と
あ
る
よ
う
に
蝦
夷
の
饗
給
用
と
し
て
納
付
さ
れ
た
物
品

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
秋
田
城
が
実
際
に
饗
給
を
実
施
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
秋
田
城
は
出
羽
固
の
中
心
施
設
と
し
て
徴
税
事
務
や
饗
給

等
の
蝦
夷
政
策
を
主
要
な
職
務
と
す
る
行
政
府
で
あ
っ
た
こ
と
が
伺
え
る
。

一
方
で
は
、
4
や
5
が
示
す
よ
う
に

「上
総
」
や
「
上
野
」
な
ど
、
他
国
か
ら

鋲
兵
や
そ
れ
に
関
わ
る
物
品
と
思
わ
れ
る
輸
送
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
軍
事

施
設
と
し
て
の
秋
田
城
の
存
在
が
伺
え
る
。
こ
れ
は
、
木
簡
の
時
期
と
は
や
や
異
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な
る
が
、
墨
書
土
器
の
「
鋲
所
」
や
「
軍
毅
所
」
か
ら
も
傍
証
で
き
る
。
さ
ら
に
、

11 

日
、
同
等
、
国
内
外
か
ら
の
食
料
等
の
貢
進
木
簡
は
、
陸
奥
側
を
中
心
と
す

る
延
暦
期
の
対
蝦
夷
政
策
に
呼
応
し
た
出
羽
側
の
備
蓄
強
化
策
と
し
て
の
集
中
的

な
輸
送
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
こ
と
か
ら
も
秋
田
城
が
軍
事
而
に
お
い
て
も
中
心
的

な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
秋
田
城
は
少
な
く
と
も
八
世
紀
中
頃
か
ら
末
頃
ま
で
行
政
、
軍

事
両
面
に
お
い
て
出
羽
固
の
中
枢
機
関
で
あ
っ
た
こ
と
が
伺
わ
れ
る
。



木
簡
凡
例

一
、
本
一端
は
昭
和
五
十
三
年
度
の
第
二
五
次
、
平
成
元
年
、

二
年
度
の
第
五
四
次

発
掘
調
査
で
出
土
し
た
主
要
な
木
簡
を
収
載
し
た
。

ニ
、
災
洲
凶
、
お
よ
び
写
真
に
つ

い
て
は
縮
尺
を
任
意
と
し
た
。
木
簡
の
法
此
に

つ
い
て
は
数
値
を
参
照
さ
れ
た
い
。

二
、
数
字
は
、
木
附
の
.hk
さ
×一
附
×
厚
さ
を
、

(

)
内
は
欠
損
部
が
あ
る
た
め

に
全
体
の
ト
リ
法
が
不
明
な
た
め
残
存
部
の
寸
法
を
示
し
て
い
る
。
単
位
は
ミ

リ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。

凶
、
釈
文
に
加
え
た
符
サ
は

(独
)
文
化
財
研
究
所
奈
良
文
化
財
研
究
所

・
木
間

学
会
で
使
川
の
も
の
を
使
川
し
た
。

ー..，

l-.. 

木
簡
の
上
端
な
ら
び
に
下
端
が
原
形
を
と
ど
め
て
い
る
こ

と
を
示
す

(端
と
は
木

H
方
向
の
上
下
両
端
を
い
う
)。

< 

木
簡
の
よ
端

・
下
端
に
切
り
込
み
の
あ
る
こ
と
を
示
す
。

口
口
口

欠
損
文
字
の
う
ち
字
数
の
確
認
で
き
る
も
の
。

n 
u 

欠
損
文
字
の
う
ち
字
数
の
数
え
ら
れ
な
い
も
の
。

× 

前
後
に
文
字
の
続
く
こ
と
が
内
政
什
上
枇
~
記
さ
れ
る
が
、
折

損
等
に
よ
り
文
字
が
失
わ
れ
て
い
る
も
の
。

--. 

..... 

3

・〉、ャ

r.
、

ιJ
1
-ヤト・
J
O

L

亨
勺
，
封
負

本
側
の
小
山
氏
痕
に
文
字
の
あ
る
場
合
、
そ
の
以
別
を
示
す
。

r--"'o 

、ーー'

校
訂
に
関
す
る
注
で
、
原
則
と
し
て
釈
文
の
右
傍
に
付
し
、

本
文
に
前
き
換
え
る
べ
き
文
字
を
含
む
場
合
。

カ

市
打
、

制
打
が
加
え
た
住
で
、
疑
問
の
残
る
も
の
。

の
も
の
)
を
示
す
。

五
、
以
上
段
の
数
字
は
閉
式
番
サ

(伝
良
文
化
財
研
究
所
制
定

・ト小
附
学
会
使
則

O
一一

型
式

o，
九
型
式

O
一ニ二
型
式

O
ご一三
型
式

O
五
，
型
式

O
五
九
型
式

O
八
.
型
式

O
九

一
型
式

短
冊
型
。

}
端
が
方
頭
で
他
端
は
折
如

・
腐
蝕
で
原
形
が
失
わ
れ

た
も
の
。

長
方
形
の
材
の

一
端
の
左
右
に
切
り
込
み
を
入
れ
た
も

の。.
長
五
形
の
材
の

一
端
の
左
れ
に
切
り
込
み
を
入
れ
、
他

端
を
尖
ら
せ
た
も
の
。

長
方
形
の
材
の

一
端
を
尖
ら
せ
た
も
の
。

長
方
形
の
材
の

一
端
を
尖
ら
せ
た
も
の
で
あ
る
が
、
他

端
は
折
損
あ
る
い
は
腐
蝕
し
て
不
明
な
も
の
。

-248-
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折
如
、
腐
蝕
そ
の
他
に
よ
っ
て
原
形
の
判
明
し
な
い
も

の。

な
お
、
本
件
に
掲
載
し
た
中
に
は
、
右
記
の
型
式
に
適
合
し
な
い
木
簡
形
態

削
屑
。

が
あ
る
た
め
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
秋
刊
城
跡
調
計
事
務
所
で
以
下
の
よ
う
に
仮

A
O-
-一六
迎
式

の
型
式
番
号
を
付
し
た
。一

端
が
圭
頭
、
他
端
を
尖
ら
せ
た
も
の
。

A
O
--.七
割
式

A
O
三
八
型
式

.
端
が
圭一一
肌
、
他
端
が
点
矧
。

六
、
木
前
の
解
説
は

「秋
川
市
山
ん
」
を
参
考
に
し
た
。

一
端
が
圭
頭
、
他
端
が
折
損
。



l 

天
平
六
年
月

(
一
一
二
五
)

×
一ニ
O
×
一
O

O
五
九
型
式

第
二
五
次
調
査
で
出
土
し
た
第

一
号
木
簡
。
文
字
は
線
刻
。
秋
田
城
跡
が
天
平

五
年
(
七
三
三
)

に
秋
回
村
の
高
清
水
に
移
転
さ
れ
た
第
二
次
出
羽
柵
の
地
で
あ

る
こ
と
を
裏
付
け
る
資
料
で
あ
る
。
紀
年
銘
の
す
ぐ
上
に
鉄
釘
残
存
。

2 

「
浪
人
丈
部
八
手
五
斗
」

ー.

勝
費
五
年
調
米
」

三
七
O
×
二
五
×
七

O
一ニ
三
型
式

第
二
五
次
調
査
で
出
土
し
た
第
二
号
木
問
。
奥
羽
両
国
で
の
調
米
の
初
見
資
料
。

浪
人
は
他
国
な
ど
か
ら
逃
亡
し
て
き
て
園
内
で
戸
籍
に
編
附
さ
れ
て
い
な
い
者
を

指
す
。
調
米
は
本
来
都
に
送
ら
れ
る
が
、
出
羽
固
な
ど
で
は
こ
の
こ
ろ
そ
の

一
部

を
蝦
夷
に
対
し
て
食
料
や
禄
物
を
支
給
す
る
饗
給
の
た
め
の
財
源
と
し
て
使
用
し

た
。
「勝
賓
五
年
」
は
天
平
勝
宝
五
年
(
七
五
三
)
。

3 

〔財
カ〕

「
下
野
国
河
内
郡
口
部
郷
円
l
l
u
×

〔
綜
〕
{
縁
〕
〔
縁
〕
〔
現
〕

「

口

口

口

口

門

川

川

U
×

(二
八
O
)

(三
O
)
× 
九

O
一
九
型
式

× 

第
二
五
次
調
査
で
出
土
し
た
第
四
号
木
簡
。
下
野
固
河
内
郡
は
下
野
国
の
中
央

部
の
郡
で
あ
る
。
八
世
紀
半
ば
の
秋
田
城
が
東
国
と
の
密
接
な
関
わ
り
を
も

っ
て

い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

4 

「上
総
岡
部
領
解

申
宿
直

× 

企』
11 

火

五

人

(

一

O
九
)
×
四
O
×
四

O
一
九
型
式

第
五
四
次
調
査
で
出
土
し
た
第
二
十
二
号
木
簡
。
東
門
な
ど
の
警
備
に
あ
た
る

た
め
に
宿
直
す
る
者
に
つ
い
て
報
告
し
た
解
文
木
簡
。
上
総
国
か
ら
送
ら
れ
た
兵

を
率
い
る
部
領
使
が
部
下
の
五
人
の
名
前
を
報
告
し
た
も
の
で
、
「
火
」
は
宿
直

の
責
任
者
で
あ
る

「火
長
」
で
あ
ろ
う
。
宿
直
の
対
象
と
な
っ
た
の
は
外
郭
東
門

と
推
定
さ
れ
る
。
な
お
、
第
五
四
次
調
査
で
出
土
し
た
木
簡
に
見
え
る
東
国
の
国

名
に
は
上
総

・
上
野
な
ど
が
あ
る
が
、
上
総
の
国
名
が
見
え
る
の
は
こ
れ
だ
け
で

あ
る
。

5 

「
上
野
図
進
鋲
×

(八
O
)
×

(二一

)
×
三

・
五

O
一
九
型
式

第
五
四
次
調
査
で
出
土
し
た
第
二
五
号
木
簡
。
上
野
固
か
ら
の
鎮
兵
な
い
し
鎖

-247一
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兵
用
の
物
品
の
進
上
木
簡
。
木
簡
の

一
端
が
欠
損
し
て
い
る
。

6 

「
康
面
郷

草
並
神
調
九
斗
×

(
一
八
五
)

...-、

一
、......-'

O
一
九
型
式

×
二
二
×

第
五
四
次
調
査
で
出
土
し
た
第
二
七
号
木
簡
。
「
蹟
面
郷
」
は
『
和
名
類
緊
抄
」

に
は
見
え
な
い
地
名
で
あ
る
が
、
慶
長
六
年

二

六
O

こ
の

「秋
田
家
分
限

帳
」
に

「広
而
村
」
が
見
え
、
秋
田
市
広
面
に
あ
た
る
。
「
草
並
神
」
は
史
料
上

初
見
。

7 

「主
根
返
抄
×

口

× 

(
七

一
二
)

×
三
五
×
三

O
一
九
型
式



第
五
阿
次
調
査
で
出
土
し
た
第
二
八
号
木
簡
。
「
返
抄
」
は
物
品
の
納
入
に
と

も
な

っ
て
発
行
さ
れ
る
領
収
書
。
大
宰
府
の
宵
司
「
主
神」

「主
船
」
「
主
制
」
な

ど
に
比
す
べ
き

「主
根
」
(
か
て
の
つ
か
さ
)
の
存
在
を
示
す
。

8 

口
口

〔
稲

カ
〕

口
本
五
人

×
 『大

殿
』
九
人
十
八
人

八
木
五
人
」

( 

一
一一一一一一、、ー'

O
一
九
型
式

×
四
一ニ
×
五

第
五
四
次
調
査
で
出
土
し
た
第
二
九
号
木
問
。
「
大
殿
」
は
殿
舎
の
美
称
で
、

あ
る
い
は
政
庁
の
殿
舎
を
さ
す
か
。

9 

〔
泊
〕
〔
一
カ
〕

「
<
山
方
郷
大
伴
マ
白
麻
呂
上
口
口
石

L_  

ーー園、

< 

奉
千Ip

ロ
ロ
九
口
五
月

L一一

三
一

七
×
三
五
×

一
O

。
一
ニ
二
型
一式

第
五
四
次
調
査
で
出
土
し
た
第
五

一
号
木
簡
。
上
部
の
左
右
に
切
り
込
み
の
あ

る
完
形
の
木
問
。
山
方
郷
は
出
羽
国
最
上
郡
に
属
す
る
郷
名
で
あ
る
。
「
奉
神
」

の
認
か
ら
神
社
へ
の
貰
進
付
札
と
解
す
べ
き
か
。

10 

「
諮
解

L_  

申
請
殿
門
酒
事

合
二
匠
丁

一「

延
暦
十
三
年
三
月
廿
五
日
下
毛
野
収
入
」

凹
六
五
×
凹

O
×

A
O
一二
六
型
式

第
五
四
次
調
査
で
出
土
し
た
第
六
六
号
木
簡
。
「
殿
門
」
は
殿
舎
の
門
を
示
す

場
合
と
そ
れ
か
ら
転
じ
て
相
手
に
対
し
て
敬
・
訟
を
表
す
る
敬
称
と
な
る
場
合
と
が

あ
る
が
、
こ
こ
で
は
前
者
の
窓
で
外
郭
東
門
を
さ
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
お

そ
ら
く
は
東
門
の
修
造
に
関
わ

っ
た

「匠
丁
」
す
な
わ
ち
技
術
者
に
支
給
す
る
酒

を
請
求
し
た
解
文
で
あ
る
。

11 

「最
上
郡
縦
二
斗

門
1
1
1
1
1
11
川
U
人

口

ロ
マ
口
主

L_  

「
延
暦
十
三
年
五
月
十
九
日
丸
子
マ
口
口
」

一
七
三
×

一
八
×
四

A
O
三
六
型
式

第
五
四
次
調
査
で
出
土
し
た
第
六
九
号
木
簡
。
出
羽
国
の
最
上
郡
か
ら
の
繍
の

ま
る

4

ベ

進
上
木
簡
。
完
形
。
「丸
子
マ
口
口
」
は
こ
の
木
簡
の
作
成
者
。

12 

〔
笛
〕

「
八
月
廿
五
日
下
秋
饗
料
口
二
候
口
×

ー--，

荒
木
真
×

口

白
川

-246-
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(
二一一
五
)

A
O
一ニ
八
型
式

×
ニ
ムハ×

第
五
四
次
調
査
で
出
土
し
た
第
七

一
号
木
問
。
秋
問
城
で
蝦
夷
の
饗
給
が
行
わ

れ
て
い
た
こ
と
を
明
示
す
る
資
料
。
田
川
は
出
羽
園
田
川
郡
。

13 

「
上
野
国
緑
口
口
口
足
口
口

L_  

「
円

l
l
U米
五
石
代

L_  

二
二

O
×
二
一

×

ご
ニ

O
五

一
型
式

第
五
凹
次
調
査
で
出
土
し
た
第
七
四
号
木
問
。
「
上
野
凶
緑
口
口
」
は
上
野
国

み
ど
の

緑
野
郡
と
推
定
さ
れ
る
。
緑
野
郡
に
は

『和
名
類
緊
抄
』
に
よ
れ
ば
、
倖
囚
郷
が

存
在
し
、
し
か
も

「
日
本
後
紀
』
弘
仁
三
年

(八

一
二
)
問
月
庚
子
条
に
「
出
羽

園
田
夷
世
井
出
公
比
ロ
麻
呂
等
十
五
人

賜

姓
上
毛
野
緑
野
直

」
と
あ
る
点
も
注
目

さ
れ
る
。



14 

「平
鹿
郡
精
五
斗
延
腎
十

一
年
口
月
廿
六
日

L-

自「

nn 
uu 

(二
O
四
)

×
二
三
×
凹

・
五

O
五

一
型
式

第
五
四
次
調
査
で
出
土
し
た
第
七
五
号
木
問
。
平
鹿
郡
は
天
平
宝
字
三
年

(七

五
九
)
に
建
都
さ
れ
た
。
延
暦
十
三
年

(七
九
凶
)
に
陸
奥
阿
の
胆
沢
の
蝦
夷
を

対
象
と
す
る
伝
攻
が
行
わ
れ
る
が
、
出
羽
岡
で
も
兵
制
と
し
て
怖
の
集
績
を
行
つ

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

15 

位
賜
郡
口

O
九

一
型
式

第
五
凶
次
調
査
で
山
土
し
た
第
二
O
一
号
木
附
。
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器

昭
和
三
ト
問
年

(
一
九
.
九
九
)
か
ら
同
一一

1
七

年

(
一
九
六•• 

)
 

悦
訓
俗
、
昭
和
問

l
七

年

(
一
九
七
一一

)
か
ら
.
平
成
卜
三
年

ま
で
の
問

(
 

•• 

0
0
.) 
ま

で
の
秋
川
市
教
育
委
げ
は
会
に
よ
る
先
制
調
併
で
山
土
し
た
山
明
書
士
山
は
.
六
七

六
点
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
判
読
可
能
な
も
の
が
八
六
二
点

判
読
不
能
な
も
の

が
八

一点
で
あ
る
。

文
下
の
種
類
は
一ニ

O
O
点
を
超
え
て
い
る
。
そ
の
内
政
什
は
、
施
設
名

・
地
名

{
れ
腕
名

・
古
作
句

・
人
名

・
記
号
等
多
種
に
わ
た

っ
て
い
る
。
削壁
書
さ
れ
て
い

る
間
種
は
、
亦
褐
色
土
山侃

・
須
恵
問

・
土
師
川
市
の
順
で
多
く
、

特
殊
な
も
の
と

し
て
、
噂

・
瓦

・
牒
等
が
あ
る
。

「凶
」
川
明
書
土
保
は
秋
川
城
の
ほ
ぼ
企
域
か
ら
山
土
し
、

こ
れ
に
関
連
し
た

「{円
附
」
・
「
R
M
A一川
』
・
「
厨
酒
」
等
は
い
問
外
郭
線
の
内
側
に
杭
附
す
る
大
小
路

地
区
第

l
七
次
調
慌
で
多
く
山
土
し
て
い
る
。

「

.M」

以
外
の
施
設
名
を
ぷ
す

「
門
」
・
「
軍
毅
所
」
・
「
寺
」
・
「
鎖
所
」
等
は

外
郭
束
門
の
内
外
、

い
ず
れ
も
秋
川
城

政
庁
隣
接
地
等
か
ら
川
土
し
て
い
る
。

の
性
特

・
機
能
を
考
え
る
よ
で
市
民
な
地
域
と
な
っ
て
い
る
。

地
名
に
附
す
る
川端
本
田
土
間
は

「
秋
川
」
・
「
最
上
」

・
「
川
郡
」
・
「山
本
」
・
「川

川
」
等
が
、

推
定
外
邦
出
門
周
辺
や
外
郭
東
門
問
辺
等
か
ら
出
土
し
て
お
り
、

こ
れ
ら
の
川
土
例
か
ら
門
な
ど
の
城
内
の
笠
備
に
あ
た

っ
て
各
地
か
ら
配
凶
さ

れ
た
集
川
の
出
身
地
を
物
問

っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
今
後
の
山
土
例
を
待

っ
て
検
討
し
て
み
た
い
。

{門
職
名
に
附
す
る
単
一
吉
土
間
に
は

同
叫
の
{
円
職
名
と
推
定
さ
れ
る

「守
」

「介
」
片山の
他

「ト
仁
政
」
・
「ト
仁
帳
」
《平

が

土

郡
吋
の
宵
職
名
と
推
・
一
定
さ
れ
る

し
て
い
る
。
こ
れ
ら
も
山
土
例
か
ら
推
定
外
邦
耐
門
周
辺
地
域
や
外
邦
東
門
周

辺
に
多
い
。

秋
川
城
に
お
け
る
出申
書
の
部
位
は
郎
形
土
間
の
底
部
州
お
よ
び
休
部
外
川
に

.什
.
位
で
・記
す
も
の
が
町
倒
的
に
多
く
、

他
の
遺
跡
と
類
似
し
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
特
に
秋
川
城
の
性
的
怜
や
機
能
を
ぷ
峻
す
る
と
忠
わ
れ
る
単
一吉
土

山市の

一
部
を
取
り
上
げ
た
。

1
1

6
の

「鎖」

・
「
鎖
所
」

「
軍
毅
所
」
は
秋
山
城
に
お
け
る

や
9
・
川
の

鋲
只
の
存
在
や
軍
事
関
連
施
設
が
間
か
れ
て
い
た
こ
と
を
ぶ
し
て
い
る
。
15 

お
は
各
種
の

「制
」

「
酒
所
」

な
ど
が
あ

や
酒
造
り
に
関
連
す
る
と
忠
わ
れ
る

る
。
ま
た

「
政
所
」
は
山
土
地
点
が
外
邦
南
辺
付
近
で
あ
る
が
、

政
庁
を
意
味

す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

出
羽
岡
内
の
各
郡
名
や
郷
名
を
記
し
た

A
M
T
t》
今

L
+品
、

今

4

1

d
'
b

も
の
で
、
秩
川
城
内
に
は
広
範
閃
か
ら
の
人
間

(
只
上
等
)
が
招
集
さ
れ
て
い

た
こ
と
を
ぶ
し
て
い
る
。

「行
下
」

A
H

制
に

は
{
門
職
名
と
忠
わ
れ
る
が
、

34 
の

は
そ
の
記
述
が
な
い
。
川刊

・
引
の

「
符
」
は

-232-
(57) 

大
型
の
機
械
っ
と
青
え
る
符
を

扱
う
「
符
上
」

川

M
i
u刊
は
来
訪
荷
に
使
用
す
る
作
総

の
ト印
伝
を
一ぶ
し
て
い
る
。

と
思
わ
れ
る
も
の
で
、
こ
れ
は
日
の

「
客
一
同
」
と
の
関
連
が
考
え
ら
れ
る
。
「突い」

に
つ
い
て
は
山
羽
岡
沿
岸
に
六
凶
に
わ
た
っ
て
来
持
し
た
湖
海
使
を
考
え
れ
ば
、

同
内
に
限
ら
ず
問
外
も
合
め
て
考
え
る
必
裂
性
も
あ
ろ
う
。

議
羽
田
土
保
か
ら
は
間
接
的
に
秋
川
城
の
性
特
や
機
能
を
明
確
に
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
し
か
し
、

「
R
M」
を
始
め
種
々
の

.M
が

μ住
し
て
お
り
、
多
く
の

。
い
術
施
設
が
組
み
込
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
多
く
の
郡
名
は
秩

山
城
が
山
仏
組
問
か
ら
人
や
物
を
M
m
集
す
る
機
能
を
耐
え
て
い
た
こ
と
を
ぷ
す
も

の
で
あ
り
、
川
羽
岡
に
お
け
る
行
政
府
と
し
て
中
心
的
施
設
の
位
前
づ
け
が
可

能
で
あ
る
。

出
羽
田
土
問
の
年
代
か
ら
九
例
紀
に
は
、
「
鎖
所

」
や

方
で
は

「
軍
毅
所
」、
「符
」
な
ど
、

城
内
(
外
も
合
め
)
に
お
け
る
軍
事
的
側
山
の
強
い

こ
と
も
例
え
る
。
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秋

田

城

関

係

史

料



史
料
凡
例

こ
の
史
料
は
、
秋
田
城
に
関
す
る
古
代
文
献
史
料
を
抄
出
し
、
以
下
の
基
準
で
収

録
し
た
も
の
で
あ
る
。

一
、
対
象
時
期
は
秋
田
の
地
名
が
初
め
て
登
場
す
る
斉
明
天
皇
四
年

(六
五
八
)

か
ら
前
九
年
の
役
発
生
以
前
の
永
承
六
年

(一

O
五
こ
ま
で
収
録
し
た
。

二
、
秋
岡
城
を
は
じ
め
、
秋
田
郡

(飽
問

・
鰐
田
)

秋
田
村
な
ど
の
関
連
地

名
、
秋
田
城
介
、
秋
田
営
な
ど
も
収
録
し
た
。

三
、
参
考
と
し
て
出
羽
柵
関
係
史
料
を
付
し
た
。

四
、
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
ノ
凹
集

「
古
代
に
お
け
る
北
方
交

流
の
研
究
|
資
料
編
|
」
(
二

0
0
0
年
三
月
)
、
『秋
田
市
史
第
七
巻

古

代

史
料
編
』
(
二
O
O
O
年
三
月
)
を
参
照
し
た
。

史
料
の
掲
載
形
式
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

一
、
史
料
は
、
史
料
番
号
を
付
け
、
編
年
順
に
配
列
し
た
。
た
だ
し
、
年
紀
の
不

明
な
も
の
に
つ
い
て
は
便
宜
の
位
置
に
配
し
た
。

二
、
史
料
中
の
秋
田
城
に
関
す
る
キ
ー
ワ
ー
ド

(秋
田
城
、
出
羽
国
ほ
か
)
は
ゴ

シ
ッ
ク
体
と
し
た
。

一二
、
史
料
に
は
、
史
料
番
号
の
下
に
そ
の
史
料
の
年
月
日

(西
附
を
付
記
す

る

-
干
支

・
そ
の
史
料
の
山
典
名

・
巻
数
を
掲
載
し
た
。

問
、
史
料
の
う
ち
、
長
文
の
も
の
は
適
宜
省
略
し
、
中
略
し
た
部
分
は

(略
)
と

し
、
前
断
、
後
略
は
約
い
た
。

五
、
字
体
は
原
則
と
し
て
常
用
漢
字
を
使
用
し
、
そ
れ
以
外
に
つ
い

て
は
正
字
体

を
用
い
た
。

収
録
し
た
主
要
な
史
料
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

日
本
書
紀
、
続
日
本
紀
、
大
日
本
古
文
書
、
日
本
後
紀
、
類
衆
国
史
、
類
緊

三
代
格
、
日
本
文
徳
天
皇
実
録
、
日
本
三
代
実
録
、
藤
原
保
則
伝
、
日
本
紀

略
、
延
喜
式
、
和
名
類
緊
抄
、
貞
信
公
記
抄
、
本
朝
世
紀
、
魚
魯
忠
抄
、
類

緊
符
宣
抄
、
西
宮
記
、
権
記
、
御
堂
閑
白
記
、
陸
奥
話
記

-221一
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斉
明
天
皇
四
年

(六
五
八
)
四
月

(日
本
書
紀

巻
二
十
六
)

阿
陪
臣
、

叩

心
部
十
船
師

一
百

ρ
十
綿
服
、
伐

蝦

夷

。
鰐
田
・
停
代
、
二
郡

蝦
策
、
望
怖
乞

'降
。
於
是
、
勅
L

軍
、
陳

船

於

鶴
田
浦
。
鰐
田
蝦
夷
恩

荷
、
進
而
審
判
、
不
'為

官

軍

故

持

中弓
矢
川
但
奴
等
、
性
食
L

肉
故
持
。

若

為

官

軍
、
以

儲

弓

矢
、
鰐
田
浦
紳
知
突
。
将

市

内

心
、
仕

ん日
朝

突
。
仰

授

思

荷

、

以

小

乙

上

寸

先

作

代
・

山
峰
、
一一
郡
部
鎖
。
遂

於
有
川
浜
、
引
M

m
保
波
応
蝦
民
得
、
大
鰐
而
川町
。

斉
明
天
皇
五
年

(六
五
九
)
三
月

巻
二
卜
h

ハ
)

是
月

(日
本
作
紀

造

問

的

版
、
叩

本

船

師

.
U八
卜
般
、
u
川
蝦
災
同
。
阿
倍
版
、
附

集
飽
田
・

停
代
、
ニ
郡
蝦
夷
一
，
H
加

一
人
、
北
山
別
品
川

一
人
、
作
軽
郡
蝦

災

一
百
十
二
人
、
其
虜
何
人
、
胆
振
組
蝦
山
内
廿
人
於

一
所
、
而
大
饗
賜
ν

白球

o
m量一-ぶ

4
T

削

vnM示
唆
陪

肉
入
箆
。
時
、

即

以

船

一
隻
、
与

式

色

紙

品
、
祭

彼

地

神
。
歪

問
菟
蝦
夷
胆
鹿
嶋

・
苑
穂
名
、
二
-F
進
目
、
可
'
以

後

方
羊
蹄
、
為
ψ

政

所

鷲

。
光
州
一
九

が

は

れ

日

山

れ

μ
誠
ゾ
れ
鰐
.M

随
胆
鹿
嶋
等
語
、
遂

置

郡

領

而

帰

。
授
'
道
奥
与
b

越
同
司
位
各
二

N
M
R
-
λ

・に
.

d
q

，LT
'
l
H
H
E
A

レL吻・トに、・
J

附
、
郡
領
守
主
政
各

e

階
同
州
制
叫
判
的
“
吋
飢
矧

天
平
五
年

(七
三
三
)
十
二
月
二
十
六
日
己
来
(続
日
本
紀

巻
十

a

)

出
羽
柵
選

前

於

秋
田
村
山
山
水
川
。
又

於

雄

勝

村

出

Lm
M
LM
K
U

四

天
平
宝
字
四
年

(七
六

O
)
三
月
十
九
日

(大
日
本
古
文
書
)

丸
部
起
人
頓
0

0

0

死
罪
。
。
謹
解
申
尊
者
御
足
下

足
人
正
身
品
川
御
馬
従
仕
奉
関
心
、然
有
不
レ令

'依
。
生
江
臣
古
麻
呂
御
産

業
所
他
人
使
乍
、
起
人
安
人
等
、
然
者
、
郡
司
取
放
雑
役
令
駈
使

甚

無
b

仮
。
加
以
阿
支
太
城
米
綱
丁
避
入
。
由
此
京
米
不
b

持
参
上
。
仰
ハハ

注

悠

状

。
附
物
部
・
宏
人
。
頓
首
0

0

、
死
罪
。
。

、
諮
解
。

ぷ
一千
宝
字
削
年
一一一
月
卜
九
日

L
P
n
t
k
宅
火
山
犬

4
J
A
P
U
L
刈
，
J
き
"
J
4
d
A
1

五

宝
亀
十
一
年

(七
八

O
)
八
月
二
十
三
日
乙
卯

(続
日
本
紀

出
羽
国
制
限
秋
将
軍
ル
友
情
削
同
家
山
林
い
れ
等
・・2川
、
秋
志
良
川
制
倖
閃
宇
奈
古
等

巻
a
a

一十
六
)

款
川
、
己
等
拠
沼
官
城
、
久

府

城

下

。
今
此
秋
田
城
、

遂
永
所
L

紫

-220-
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鰍
。
為
L

番
依
ι
川、

泣
保
乎
者
。
下

'報

H
、
夫
秋
田
城
者
、
前
代
将

相
命
議
所
b

建
也
。
禦
L

敵
保
L

民
、
タ

経

歳

序

。

一
旦
挙
而
棄
レ
之
、

甚

非

普

計

也
。
{
手
且
造
多
少
軍
士
、
為

之

鎮

守
。
勿
b

令
レ
蹴

彼

帰
服
之
情
。
仰
即
差
使
若
凶
司

一
人
、
以

為

専

当

。
又
由
理
柵
者
、

出
賊
之
要
佐
官
、
承

秋
田
之
道
。
亦
先
遣
託
ハ
相
助
防
御
川
。
位
以
、
宝

危
之
初
、
同
司
一一口
、
秋
田
難
L

保
、
河
辺

n
?治
者
。
当
時
之
議
、
依
L

治

河

辺

。
然
今
和
以

注出帆
日灯
、
川川中本

移
徒
。
以
レ
此
一行
之
、

.h舵

R
L

選
別
突
。
ハ川
一トト仔

此
仙
川
一
除
問
秋
作
仲
什
行
性
等
、
九九
Z
V
彼
此
利
山
山

ーι.
l' 

延
暦
二
十
三
年

(八
O
四
)
十
一
月
二
十
二
日
発
巳

(川
本
後
紀

ぷ}卜
一一)

出
羽
園
行
。
秋
田
城
建
前
以
米
川
余
年

士
地
焼
柄
。
不
t

立

五

穀

。



加
以
孤
居
北
隅
。
加熱
ι
隣

相

救
。
伏
望
、
水
従
停
焼
。
保

河

辺

府

者

。

宜
ι
停
ι
城
為
ι
郡
。
不
レ
論
土
人
浪
人
。
以
e
住

彼

城

者
l

編
附
[
鴬
。

七

天
長
七
年

(八
三

O
)
正
月
二
十
八
日
発
卯
(
類
衆
国
史

出
羽
園
駅
伝
奏
云
。
鋲
秋
田
城
凶
司
正
六
位
上
行
介
藤
原
朝
臣
行
則
今

巻
百
七
十

二

月
三
日
間
時
牒
倒
。
今
日
辰
刻
。
大
地
震
動
。
響

如

雷

選
。
登
時
城

明
官
舎
井
問
天
王
寺
丈
六
仏
像
。
凶
王
堂
舎
等
。
皆
悉
印
刷
倒
。
城
内
屋

川什
。
繋
死
百
姓
十
五
人
。
支
体
折
損
之
類

一
百
余
人
也
。
歴
代
以
来

未

曾

有
レ
問
。
地
之
割
昨
。
或
処
品
川
許
丈
。
戒
処
廿
許
丈
。
無

処

不

レ

昨
。
又
城
辺
大
河
云

・秋
田
河
。
其
水
制
尽
。
流
細
如
レ
溝
。
疑
日
疋
河
底

昨
分
。
水
漏
通
レ海
鰍
。
吏
民
騒
動
。
未

熟

尋

見
。
添
河
覇
別
河
。
阿

山
序
各
崩
塞
。
其
水
汎
溢
。
近
側
十円
姓
慨
b

当

ハ
恭
流
。
競
砂
山
山
岡
。
理

調
ト
判

事

負

胸

2
li
j
4
1
4
 馳
牒
いげ

而
震
動

一
一
時
七
八
度
。
風
雪
相
井
。
迄
レ

今
不
レ止
。
後
害
難
レ
知
。
日
舎
埋
レ
雪
。

不
L

能

弁

録

。
夫
辺
要
之
因
。

以
b

城
為
レ
本
。
今
巳
額
落
。
何

支

非

常
。
仰
須
ト差
諸
郡
援
兵
。
相

・

副
日
ん
兵
備
中
不
成
t
者
。
同
未
ι
審

・商
n
E
。
事

在

意

外
。
仙
H
A
差

援

兵
五
百
人
配
遣
。
准
ι
令
馳
駅
一一一円
上
。
他
棋
物
色
日
制
録
追
上
。

J¥ 

天
長
七
年

(八
三
O
)
四
月
二
十
五
日
戊
辰

(知
緊
阿
山人

件
}
)
円
七
十

二

初
日
。
朕

以

非

味
。
紙
山
川
瑞
凶
。
負

-mVA
三
笠
。
安

勤

問

海
。
日
以
化

未
ι
字
。
円相
十猷
尚
響
。
件
徴
之
町
一小
b

招
而
捺
。
如
レ
問
。
出
羽
園
地
中
以

為
レ
災
。
山
河
致
レ
変
。
城
{
予
知
明
致
。
人
物
損
傷
。
行
姓
無
事
奄
逝
非

命
。
誠
以
政
道
有
レ
肪
。
降
斯
掛
・
液
晶謎
。
朕
之
嘉
徳
。
恕

・干
天
下
。
静

念
厭
似
合
唱
甚

倍

納

陸
。
夫
漢
朝
山
山
朋
。
拠

・修
徳
・以
撰
レ
災
。
周
郊

地
中
以
。
感

普

言

而

明

レ
患
。
然
則
魁
レ
己
済
レ
民
之
道
。
何
能
不
レ
師
レ

古
哉
。
所
以
特
降

・使
臣
。
就

加

存

撫
。
其
百
姓
居
業
市
民
陥
者
。
使
等

与
所
在
官
吏
議
量
。
脱

・当
年
組
調
井
不
レ論

・民
夷
。
開

合

鹿

賑

給
。
助

修

展

宇
。
勿
レ使
レ失
レ
職
。
駆
亡
之
倫
早
従
葬
埋
。
務
施

・覧

恩
。
式
称
朕
意
。

九

天
長
七
年

(八
三

O
)
閏
十
二
月
二
十
六
日

(類
来
三
代
格

巻
五
)

太
政
官
謹
奏

増

加

出
羽
田
官

員

事

大
少
目
各

一
員
制
川
け

史
生
四
員
刊
川
一
ir

右
科
彼
国
守
従
五
位
上
勲
六
等
少
野
朝
臣
宗
成
等
解
俗
。
此
国
頃
年
戸

-219-
(70) 

口
増
益
合
庫
充
実
。
祐

子

遂

初

廷

為

殴

繁

。
又
雄
勝
秋
田
等
城
及
国

府
戎
卒
未
レ
息
。
関
門
猶
閉
。
配

此

数

処

国

司

少
レ
員
。
方

今

雌

干

文
不
b

動
辺
城
静
説
。
而
材
狼
野
心
不
b

可
レ
不
レ
慎
。
望
論
。
准

・人
数

地

加

官

民

者

。
聖
人
霊
b

教
沿
革
在
於
適
b

時
。
元
后
臨
レ
民
法
令
賞

・

於
使
レ
物
。
然

則

雌

設
b

職
命
レ官
既

燥

乎
川
典
。
而
椛
レ宜
改
易
事
帰

乎
財
成

0

・位
紘
一寸
商
盆
所
ι
定
如
レ
右
。
伏

聴

天

裁
。
諮
以
中
間
。
説
奏
。

問。
天
長
七
年
間
十

}j 
i 1-
/、

11 



十

嘉
祥
三
年

(八
五
O
)
十

一
月
二
十
三
日
丙
申

(川
本
文
徳
天
忠
実
鍬

巻
二
)

詔
円
。
紫
極
高
映
。
運

ι口
豆
町
而
不
レ
言
。

賀
屋
郡
居
。
橘

恵

愛

而

加熱
レ
侍
。
故
勲
華
継
レ
関
。
未
レ
隔
於
勤
労
。
同
履
垂
レ
風
。
猶
同

・於
合

育
。
朕
恭
奉

a

先
訓
。
度

撫

令

図
。
餐
ム
余
饗
以
鈎
レ
神
。
春

-蒸
庶
唱

以
剣

レ
思
。
而
今
至
誠
不
レ
暢
。
小
信
未
レ字
。
陰
徳
慾
レ
和
。
柔
紙
告
レ

謎
。
出
羽
州
壌
。
偏
応

・銅
竜
之
機
。
辺
府
動
伎
町
。
先
エ
被

・来
禽
之
害
。

邑
居
反
務
。
焔

・厚
載
=而
不
レ
安
。
城
柵
傾
棋
。
想

難

虞

・而
益
恐
。
成

須

・子
視
。
或
至
於
死
傷
。
独
作
母
臨
。
何
僻

・於
掻
救
。
ん且
F

馳

・星

使
。
就
展
中
思
光
同
其
被
レ
災
尤
甚
。
不
レ
能

自
存
。
使
国
商
訟
。
錫

免
租
調
。
什
汁
不
レ
問

民

秋
。
開

合

庇

弐

振
。
口
其
生
業
。
莫
レ使

・重

因
。
崩
堵
致
屋
之
下
。
所
レ有
残
屍
昆
骸
。
官
為
収
埋
。
務
申
:
俊
愉
ο

庶
伴
'委
レ凍
者
知
挟
紘
之
温
。
阻
レ
飢
者
得
中
町
院
卒
之
飽
は

十

貞
観
元
年

(八
五
九
)
三
月
二
十
六
日
壬
午

(日
本
三
代
実
録

巻
二
)

詔
令
p
-
出
羽
固
秋
田
郡
倖
囚
道
公
宇
夜
古
。
道
公
宇
奈
岐
度
1

之
。
先
レ

日
記
国
司
上
一言。

件
倖
囚
等
。
幼
楽

・野
心
。
深
惚

異
類
。
帰

・依
仏
理
。

苦
願

持
戒
。
仰
特
許
レ
之
。

+ 

貞
観
+
七
年

(八
七
五
)
十
一
月
十
六
日
乙
宋

(日
本
一ニ
代
実
録

巻
二
十
七
)

出
羽
田
言
。

渡
的
荒
秋
反
叛
。
水
車
八
十
般
。
殺

略

秋
田
飽
海
両
郡

百
姓
廿

一
人
。
勅

牧

宰

討

平

之

。

+ 十
四

十
五

元
慶
二
年

(八
七
八
)
三
月
二
十
九
日
乙
丑

(日
本
王
代
実
録

巻
一ニ
十
三
)

又
勅
符
陸
奥
凶
司
目
。
得

・出
羽
田
今
月
十
七
日
奏
状
例
。
逆
賊
惇

乱
。
攻

焼

城

邑

者

。
両
国
接
レ
境
。
非
常
難
レ知
。
若
無

・予
戒
叩
何

備

・不
虞
。
宜
ト
加

・警
粛

以
鋲
中
国
内
川
亦
若
出
羽
田
来
請

・援
兵
。
随

発

精

勇

。
応
レ
時
赴
救
。
兵

貴

神

述
。
罪
深

逗
印
闘
。
待
宜
ハ
告
レ急
。

莫
レ
失

事

機
。

元
慶
二
年

(八
七
八
)
四
月
四
日
己
巴

(日
本
三
代
実

録

巻

三
十
三
)

是
日
。
出
羽
固
守
正
五
位
下
藤
原
朝
臣
興
世
飛
駅
奏
言
。

秋
田
郡
城
邑

官
舎
民
家
。
為
J
-

凶
賊
所

・焼

亡

之

状
。
去
月
十
七
日
上
奏
。
阪
後
差

・

権
掠
正
六
位
上
小
野
朝
臣
春
泉
。
文
室
真
人
有
房
等
。
授
以
:
精
兵
。

入
レ
城
合
戦
。
夷
党
口
加
。
彼
衆
我
寡
。
城
北
郡
南
公
私
舎
宅
。
皆
悉

(71 ) 

焼
残
。
殺
成
人
物
不
レ
可
・勝
計
。
此
国
器
杖
多
在
:
彼
城
。
挙
レ
城
焼
尽
。

一
無
レ
所
レ
取
。
加
レ
之
去
年
不
レ
登
。
百
姓
飢
弊
。
差

・発
軍
士
。
曾
艦
…

勇
敢
。
望
請
隣
国
援
兵
劾
レ力
製
伐
。

元
慶
二
年

(八
七
八
)
四
月
二
十
八
日
発
巳

(日
本
三
代
実
録

巻
三
十
三
)

出
羽
田
守
正
五
位
下
藤
原
朝
臣
興
世
飛
駅
奏
言
。

賊
徒
弥
織
。
不
レ
能

・

討
平
。
且
差

六
百
人
兵
。
ん
寸
彼
隆
口
野
代
営
。
此
レ
至

焼
山
。
有

賊

一
千
余
人
。
逸

・出
官
軍
之
後
。
殺

・略
五
百
余
人
。
脱
帰
者
五
十
人
。

城
下
村
邑
0

・R
姓
廠
舎
。
為
z

賊

所

焼

損

者

多
。



+ 

元
慶
二
年

(八
七
八
)
五
月
二
日

(
藤
原
保
則
伝
)

両
同
飛
駅
忽
歪
、
於
品
開
立
公
大
鷲
、
与
公
謀
事
、
語
云
、
東
方
之
将

県
長
者
、
公
辞
謝
云
、
身
旧
文
吏
、
未
嘗
知
跨
馬
引
弓
、
非
敢
愛
惜
微
躯
、

肌
心
成
朝
廷
之
恥
、
附
山
川
八ム

H
、
ムH
.大
村
一大
山
時
、
藤
氏
代
虫
勲
縦
、
朝

所
的
如
、
H
A
f
身
非
伊
川
、
4
h
A

山摂
υ
が
ん
で
迎
此
山
地
乱
、
内
惣
外

(口
)
、

瓜
砧
之
義
、
計
亦
可
悉
、
願
尽
科
謀
、
勿
為
飾
譲
、
八ム

H
、
必
不
得
巳
、

可
用
思
計
者
、
奨
蕗
肝
胆
、
無
有
所
隠
、
恐
殿
下
不
得
能
用
之
、
昭
宣

公
示
、
専
立
安
付
、
遂
加熱
他
脇
、
公
川、

蝦
山
内
附
以
米
、
欲
漸
-
一行

年、

民
服
制
城
、
相川
市
泡
逆
、
如
問
、
秋
田
城
司
良
年
近
布、

波
数
雌
…

版
、
徹
求
万
端
、
故
m
U
怨
杭
怒
致
叛
逆
、
夷
純
衆
多
、
逓
相
合
従
、
賊

徒
数
万
、
窮
寵
死
戦、

一
以
当
百
、
難
与
争
鋒
、
加
今
之
事
者
、
難
坂

将
事
再
生
、
不
能
泌
定
、
若
教
以
義
・
万、

示
以
威
信
、
添
削
半

ν~ゎ
刷
hv
仇

1
、

主
"
A

f
4
1
1

1

 

似
肝
心
、

不
川
い
八
兵
、
大
巡
円
干
、
附
山口
公
け、

時
、

、、
.、
|
、
、

i

f
A
ト

今
中

以
忠
信
化
服
央
秋
、
若
群
醜
之
中
、
納
行
不
馴
服
者
、
必
可
以
兵
戚
而

臨
之
、

前
左
近
衛
将
監
小
野
春
風
、
累
代
将
家
、
襲
勇
超
人
、
前
年
頻

迎
議
議
、
免
行
山
本
川刷
、
願
先
令
ぷ
胤
本
粕
然
、
一不
以
朝
廷
之
威
信
、
扶…

後
以
徳
初
致
、
ト
ボ
.
燃
数
川、

日
応
鈎
散
、
附
山川.
八
ム
大
悦
、

十
七

(八
七
八
)
五
月
四
日

(
藤
原
保
川
伝
)

元
慶
二
年

叙
公
為
正

a

九
日
m
.卜
、

叩
以
山
中
弁
続
出
羽
権
守、

Hun--ぃ
P

叶"“可‘3り
t
、•. 
J
'
1
3
・I.

j
刷

H
J
4
M
M
Y
ふ

hmir-‘中
小
計
1

正」・
L
L
J
リ・k
l

、

乞
ν
I
J
'
h
r
I
l

投
与
隙
拠
介
従
五
位
ド
坂
上
好
岱
受
公
節
度
、
公
来
初
以

後
、
数
日
進
発
、
日
夜
兼
行
、
行
跡
之
川
、
飛
駅
継
途
、
実
賊
虜
強
盛
、

γ
，H
Hp
d
H
H
ん
見
、

'l
l
j，
一
品
世
H
H
H

μ
以
城
成
失
ハ
ナ
排
除
陥
没
之
状、

時
従
騎
卜
余
人
、
特
鑑
…
不

+ 
八

価
慨
魂
本
気
、
耐
公
特
色
不
変
、
件
相
川
氏
仰
之
立
、
既
岩
出
羽
田、

A
叩
h
h

作
風

好
際
、
各
将
陸
奥
岡
新
騎
五
行
人
、
抗
入
虜
境
、
行
什封
筒
索
、
宣
以
同
家

之
威
信
、
先
日
疋
賊
間
王
師
来
討
、
率
衆
万
余
人
、
遮
守
険
峰
、
春
風
少
遊

辺
塞
、
能
暁
山
市
川、

叩
脱
巾
山H
葉
巧
仲
下
、
独
人
成
車
、
丸
山
口
一朝
命
、
持
如

公
意
、
於
込
山
成
叩
頭
拝
謝
一五
、
県
時
秋
田
城
司
、
食
慾
排
摘
、
新
銀

難
媛
、
若
詰
毛
一
小
協
其
求
者
、
楚
存
立
施
、
故
不
椛
苛
政
、
遂
作
叛
逆
、

今
将
軍
幸
以
天
子
思
命
而
詔
之
、
願
改
迷
途
帰
命
幕
府
、
於
是
競
以
酒

食
俣
饗
行
車
、
共
栄
長
数
卜
人
、
相
率
随
春
風
、
至
出
羽
田
府
、
公
叩
白

川
凡
慰
慢
、
賊
亦
川
、
返
献
先
所
成
略
生
ハ
之
及
邪
器
、
時
布
保
帥
一
.人
、

不
行
川
町
附
、
公
訴
諸
豪
長
一五
、
二
威
不
来
、
於
汝
心
如
何
、

栄
一長
与
倶

陳
去
、
殊
自
有
謀
、
願
暫
垂
究
仮
、
後
数
日
、
遂
斬
両
英
首
以
献
之
、
公

開
発
使
省
、
撫
仙
余
種
、
円
津
軽
至
波
嶋
、
雑
種
必
人
、

前
代
未
幹
的

附
者
、
持
以
内
柄
、

於
泣
公
似
す
い
秋
田
城、

凡
版
円
出
柵
楼
幌
、
特
枕
川
川
制
、

マ
r
、，，

l
l
弓

4

1

『，，

内

4
'
t

元
慶
二
年

(八
七
八
)
六
月
七
日
辛
未

(川
本
一て
代
災
鍛

巻
8

・一十
三
)

出
羽
国
{
寸
雌
似
例
以
興
陪
成
・似
必
一一J
。
棉
拷
小
針

h
h

作
品
。
文
犠
打

.ω等

在

秋
田
営
。
去
阿
川
十
九
日
。
治

以
取
し
し
郡
擬
大
知
伴
氏
迫
。
作
魁
王

作
宇
奈
麿
。
将

宵
軍
五
百
六
十
人
。
須
候
賊
類
形
勢
。
路
遇

・賊

行
余
人

A
H
戦
。
射

似
賊

l
九
人
。
口
市
被
L

似
じ
人
。
山
道

中

流

矢

M.ヒ
。
十
l
世
性
的

Hm

削

H引
，
必

F

，Tl
'E
E
M
H
Hれ
訓
丸

''
t引
J
aztH

a

、
.

• 
・E

E
E

，

d川
1s

H

t
1
ん止
。
、、

y.hr
れ足弘
巳。
l
l

t
・ベ必

'vs
O

M
UH
-qM附

A
J
b
&
-
L干
山
川
中
民

日

バ

J
J
J
1
明・
・じ
ら
・

明
日
附
従
挑
米
接
戦

賊
死
者
.k
卜

L
f

山川
将
品
川
人
。
山
村
山
早
死
井
山
川

読
者
汁

一
人
。
奪

取

賊

弓
川

一。

制
廿
五
。
襖
十
七
領
。
米
穀
繍
稲

亦
彼
'…
ア
数
。
焼
賊
雌
ふ
い
け
ト
二。

生
成
じ
人
。
口
市
披
極
。
射
矢
亦
Mm。



附
引
泣
レ営
。
今
月
七

H
重
逃
宇
奈
麻
け
内
。
登
レ
山門川候
望
。
俄
爾
過
ι
賊
。

抜
レ剣
相
闘
。
斬
L

首
二
級
。
宇
奈
川
林
呂
没

・於
賊
手
。
其
後
布
倖
州
三

A
/

来
一言
。
賊
請

秋
田
河
以
北
為
己
地
。
更
有
賊
五
人
。
着

・甲
田

伏
隠
草
中
。
造
軽
兵
百
余
人
。
追
射

・殺
三
人
。
奪

a

鞍
馬
弓
矢
靭
剣

等

物

有

レ数
。
自
後
賊
徒
狼
蝶
。
侵
凌
不
レ
息
。
官
軍
征
討
。
未
L

由
:

住
戒
0

・
守

4
'
A
n
v

十
九

元
慶
二
年

(八
七
八
)
六
月
十
六
日
庚
辰

(日
本
三
代
史
銀

巻
三
十
三
)

是
日
。
出
羽
田
守
藤
原
朝
一位
興
世
飛
駅
奏
一言
。
賊
鋒
強
嫌
。
口
増

・暴

慢
。
囲

守

営

所
。
視

無

去

意
。
官
軍
畏
情
。
只

事

逃

散
。
陸
奥
軍

士
二
千
人
。
押
領
使
大
撒
藤
原
梶
長
等
。
窃
求
山
道
。
皆
悉
逃
亡
。

即
日
勅
符
日
。
重
有

・来
奏
。
共
得
事
趣
。
依

先

日

奏
。
治
陸
奥
州
以

守
将
軍
小
野
朝
臣
森
胤
。
椛
介
坂
上
大
宿
禰
好
隆
等
。
各
領

-精
男
五

百
人
。
日
夜
赴
レ
彼
既
畢
。
一
平
日
一
前
符
。
亦
依
今
日
奏
。
更
下

。陸
奥

因
。
追

還

逃

亡
兵
士
二
千
人
。
固
有
一
レ
知
レ之
。
小
川
十
其
虎
旅
。
鱗
-彼

烏
合
。
当
'
悲
王
師
之
威
。
早
献
中
凱
帰
之
効
M

又

勅

符

陸

奥

同

日
。
特

出
羽
国
奏

係

。
逆
虜
縦
逸
。
綴
暴
日
甚
。

彼
凶
算
士
二
千
人
願
望
避
t

敵
。
亡

・帰

本

国

者
。
断
レ
勢
制
レ
勝
。
自

有

其

方
。
而
今
各
重
身
躯
。
加熱
レ意

・掠
戦
。
棋
資
醜
類
。
力

問

凶

威
。
量
四

王
者
之
師
。
内
胎

・敗
軍
之
恥
。
五
内
更
選
ム
疋
国
司
、
一
十
一
典
巳

上
新
強

7
b事
者
同
令
ι
領
'彼
亡
帰
二
千
兵
川
平
入

出
羽

刊
新
彼
逃
亡

人
等
。
未

・尽
帰
集
者
。
更
簡

・吏
兵
。
加
は
此
前
数
。
夫
将
軍
死
ι
綬
。

株
b

之
蜘
…
レ救
。
故
目
。
有

前

一
尺
。
加
熱
却

一
寸
。
立
F

知

此

立
。
愉

夫
兵
士
。
令
?
其
自
知
同
若
草
亡
加
者
。
以

革

法

従

レ事
。

二
十

元
慶
二
年

(八
七
八
)
七
月
十
目
安
卯

(円
本
三
代
実
録

出
羽
田
飛
駅
奏
日
。
一止
五
位
下
守
右
中
弁
兼
権
守
藤
原
朝
団
保
則
到
レ

因
。
察
向
前
之
行
事
。
述

・行
軍
之
鰐
策
。
逃
!
権
縁
文
室
行
一(
人
有
一騎
。

巻
三
十
四
)

左
衛
門
権
少
尉
兼
権
掠
市
原
令
望
。
上
野
抑
領
使
権
大
株
南
淵
秋
郷
等
。

率
上
野
国
見
到
兵
六
百
余
。
屯

・秋
田
河
南
。
拒
中
山
肌
於
河
北
川
又
秋

田
城
下
賊
地
者
。
上
津
野
。
火
内
。
櫨
淵
。
野
代
。
河
北
。
版
本
。
方

日
。
大
河
。
堤
。
姉
万
。
方
上
。
焼
間
十
二
村
也
。
向
化
倖
地
者
。
添

河
。
新
別
。
助
川
三
村
也
。
令
p
:
此
三
村
倖
囚
井
良
民
三
百
余
人
。
拒
中

賊
於
添
河
川
次

攻

却

勝
。
後
将
b

侵
レ府
。
其
雄
勝
城
承

・十
道
-之
大

衝
也
。
国
之
要
害
。
尤
在

・此
地
。
仰
逃

・左
馬
大
允
藤
原
滋
案
。
左
近

街
将
官
兼
権
大
目
茨
旧
貞
傾
等
。
以

・雄
勝
。
平
鹿
。
山
本
三
郡
不
動

穀
。
給
郡
内
及
添
河
。
謝
別
。
助
川
三
村
倖
岡
。
慰

・陥
其
心
叩
令

相

-216ー
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励
勉
。
於
レ是
倖
囚
深
江
弥
加
止
。
玉
作
正
月
麿
等
。
誘

率

三
村
件
囚

二
百
余
人
。
夜
襲
殺
賊
八
十
人
。
焼

・其
根
食
舎
宅
。
感

恩

賢

也

。

戒
云
。
津
軽
地
夷
秋
或
向
。
或
不
レ
問
。
若
不
レ
問
者
。
以
上
野
国
軍
。

将
レ
得

討

滅
U

遂
向
者
。
雌

大

兵

難

レ
珂
・帆
制
。
上
野

・
下
野

・
陸

奥
三
国
軍
士
。
惣
四
千
人
。
其
陸
奥
軍
先
既
亡
帰
。
上
野
軍
且
来
六
百

余
人
。
下
野
単
雌
レ
入

・堺
首
。
未
ι
知

強

弱
。
津
軽
夷
倖
。
其
党
多
b

種
。

一小
b

知

幾

千

人
。
天
性
勇
壮
。
常

事

習

戦
。
新
速

・逆
賊
。
其
鋒
難
レ

当
。
訪
発
常
陸
武
蔵
両
阿
軍
合
二
千
人
。
以
誠
備
非
常
。

是
日
。
勅
符
日
。
去
川
廿
八
日
奏
状
。
今

H
到
来
。
賊
中
消
息
。
委
山
口
一ハ至
。

指

其

事

実
。
川北
レ一
川
・見
知
。
夫

以

爽

秋

攻

・爽

秋

者

。
中
国
之
利

也
。
今
覧
来
奏
。
給

・雄
勝
郡
秤
同
。
以

{
U
米
穀
。
多
破
賊
徒
。
山一品
此

一
挙
。
計
之
上
者
也
。
亦
来
安
以
為
。
津
軽
東
山
明
。
天
性
血
嫌
。
計

速

附



類
。
実
為
'難

'制
。
築
下
流
言。

南
北
典
ハ
。
或
云
既
附
。
或
云
未
v

向
。

詰
発
常
陸
武
蔵
等
国
兵
。
備

其

非

常
。
出

於

不

意
。
今

如

奏

状
。

同
否
未
奪
。
若
果
不
レ
向
者
。
所
b

率
見
兵
珂
レ
得

権

破
。
加
レ之
小
野

朝
臣
春
風
。
坂
上
大
街
禰
好
蔭
等
。
各
領

・精
兵
。
行
当
到
著
。
宜
'
待

並
ハ
征
振
其
威
武
。
但
予
勅
諸
問
。
令
ι
間

勇

士
。
若

有

危

急
。
馳

いM
K
炎

随

叩

差

発

。
赴
救
非
レ
晩
。
務
述
穴
川
策
。
撃
其
狂
心
。
滋

守
藤
川
保
川
別
問
興
和
一
之
，
，
f
a

也
。
有
レ
立
川
州
市
。
繋
行
在
L

彼
。
時

-?i. 
hd・---hド

uz

、・EE
L
M

制
的
千
H

ur.小
L

H

L

迎
。
有
b

勅
。
似
令
L

従
L

草
山
。

出
羽
田
.
止
:
・
位
勲
五
等
大
物
忌
判
。
正..

• 
位
勲
し
ハ
等
川
山
神
柱
時
館
封

山什
... ド

行

r
s本
井
山
什
問
一円
。
トW
L発
レM
4
使
p

同
，
叶
川
祈
緒
。
故
む
此
加

増

也

二
十

元
慶
二
年

(八
七
八
)
九
月
五
日
丁
酉

(円
本
三
代
実
録

巻
三
十
四
)

勅

符

出
羽
国
司

日
。
得
八
月
廿
三
日
奏
状
。
具
知
消
息
。
初
所
?
以

逃
存
風
等
発
ム
州
兵
t
者
。
為
レ赴
彼
問
之
急
。
而
今
来
奏
以
為
。
賊

気
巳
衰
。
行
軍
思
ι
川
。
重
b

之
迎
b

寧
迩
レ
州側
。
為
b

煩
不
レ
細
。
肉
ふ
以

論
t

之

ゎ
ド
作
風
等
之
前
却
。
・
任
彼
阿
之
強
弱
耳
。
&

L

勢
施
L

討
。
不
L

科

洛

皮

以
制
レ賊
行
。
移
作
い
山
返
L

之
。
.小
&
可

必

若
心
当
同
之
h
M
H止

迎
引

札
山
科
山
政
的
作
川
州
等
所
t

川川らノ
~引
。
以
L

央
喉
L
h
点
。
山
之
し
仁
川

仰
い
野
心
錐
s
馴

動
的

U
F変
。
向
性
他
立
。
後
恐
雌
L

制
。
ん
札
円
以
下

勢

随
L

州
民
進
止

v
f
.ト
饗
会
秋
作
。
非
市
'
之
急
符
也
。
行
跡
Mm
賊

徒
。
労
賜
.
小
L

晩
。
今治十
，l
城
焼
LL
。
慨
も処

会

栄

。
判
抜

f
s
Lリ
J
'
h
l
o

，d
，γ
A

，，J1
 

川
川
H

ト
L

、へE
A
H拍
W

L
H
H
a
E4J
〆'
b
u
"
h

日
比
以
勧
励
戎
士
。
何
必
大
鰐
0

・
見
致
騒
動
予

二
十
二

二
十
三

lL 

共
殺
獲
生
禽
。
頗
知
L

破
L

賊
。
弥
以
勉
励
。
速
成
大
功
。
州
特
頻
奏
。

駅
使
庇
馳
。
務

施

平
レ定
之
策
。
莫
一以
延
引
歳
月
。

元
慶
二
年

(八
七
八
)
十
月
十
二
日
甲
成

(日
本
一ニ
代
史
録

出
羽
国
司
飛
駅
奏
打
。
秋
田
営
巾
牒
係
。
八
月
廿
九
日
逆
賊
三
百
余
人
。

巻
=一
十
州
)

来

於

城

ド
。
願
'
凡

打

人

特

科

i
乞
ル
降
。
縮
技
文
室
行
パ
人
有
一ω。

左
府
柿
大
允
雌
川
印
刷

.h
滋
実

a

一人

mr騎
ぃ
山
一
到
賊
所
。
賊
先
中
心
刊
誌
。

ベ
.
L
，h
ド
0

・1
.
，i
b
n
r低
血
.
、

U
A
nけ
刀
N

活
H
7
z
b

仰い

，4Lυι
司
王
U
山
部

ι

d
A
1

・1
事

H
H
，.2-
H

日間
，P
聴
け
間
降
。
込
日
。
陣
奥

椀
介
従
王
位
ド
坂
上
大
術
禰
川
町
能
。
半
民
ハ

a

a

千
J
。
山

流
従
道

一主

秋
田
営
。
賊
乞
レ
降
之
打
。
好
隆
敵
蹴
而
米
。
盛
山
必
蹴
敵
。
亦

戚

賊

成
。
論

之

当

時
。
似
レ布

述

略

。
又
鋲
守
将
軍
従
五
位
下
小
野
朝
日
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春
風
。
九
川
廿
五
日
率
草
間
百
七
十
人
。
来

着

秋
田
営
以
北
。
即
一円

日
。
森
風
重
合
レ
認
。
先
入
上
津
野
。
教
聡
賊
類
。
皆

令

降

服
。
賊

首
七
人
相
従
問
来
。
従
去
八
月
。
賊
降
之
状
。
相
続
不
レ
絶
。
野
心
難
レ

立
。
抑
而
不
レ
許
。
A
H

寸
森
胤
自
入
賊
地
。
取
其
降
件
。
亦
其
宵
豪
随

而
共
来
。
以
ι
此
日
比L
之
。
知
ι
有

降
心
。
但
義
従
倖
囚
等
巾
云
。
奉
レ

従

同

家
。
ね

賊

所

hu。
行
不
珍
滅
。
後
必
相
報
。
仇
家
多
L

税
。
何

仰

H
L
小
t

恐
。
加
之
乞
L

降
行
。
民
体
山
開
催

戸小
s
叶

川
例
。
伴
川
一所
L

陳

抑
ゎ
引
t
中心
o
h
A
M
肌
所
L

行
亦
彼
.
小
t
u収
o
M
M
等
不
L

知
L

所
t

成
。
市
川
作

川
和
。

元
慶
二
年

(八
七
八
)
+
月
十
三
日
乙
亥

(日
本
ご
.
代
完
銚

勅

符

出
羽
国
司

日
。
初
今
川
け
れ
炎
状

在..• 

卜
一九
)

知|

械
心
開
乞
L

降
之
山
。



夫
，K
ハ
州
戦
危
。
先
析
門
納
滅
。
事
不
レ
獲
L

巳
。
及
川
b

之
耳
。
今
逆
虜
悔
レ

過
。
詰

欲

帰

順
。
其

於

芥

許
。
有

何

不
ν
勝
。
但
古
之
降
者
。
去

其
甲
兵
。
面
縛
待
ι
命
。
裁
得
レ
制

其

死

生
。
然
後
可
f
謂

降

伏

。
帰

降
之
法
。
若
同
旧
制
。
早
速
容
受
。
飛
駅
奏
問
。
随
将

・裁
決
心
若
懐

・

両
端
。
一
言
与
レ
事
異
。
布
一
我
兵
威
。

一
挙
株
滅
。
凡
狂
賊
反
乱
。
為
レ

損
甚
多
。
殺

略

良

民
。
焼

亡

城

邑
。
然
則
義
従
秤
囚
之
一言
。
不
レ
可
b

不

反

認

。
観
b

徳
耀
レ兵
。
随
レ
機
可
b

施
。
英
p

信

-其
虚
説

4

胎
中
晒
於

後
10 

二
十
四

元
慶
三
年

(八
七
九
)
正
月
十
一
日
辛
丑

(日
本
王
代
実
録

是
日
出
羽
国
飛
駅
奏
言
。
去
年
十
二
月
十
日
。
凶
賊
悔

・返
監
之
過
。

致

束

手

之

訪
。
使
返
ト
進

所

掠

奪

之

甲

廿

二
領
M

需
目
。
所
レ
取
甲

巻
一一一
十
五
)

問
。
其
数
不
レ
少
。
任

己

狂

心
。
皆
悉
椴
破
。
称
レ身
約
裁
。

一
元

・全

者
。
加
之
賊
類
或
入

‘奥
地
。
或
所
レ
居
隔
逮
。
其
逃
甲
同
捜
求
追
進
。

於
レ
是
。
正
六
位
上
行
左
衛
門
権
少
尉
兼
権
掠
清
原
真
人
令
望
。
左
馬

権
大
允
正
七
位
下
藤
原
朝
臣
滋
案
。
右
近
衛
将
曹
兼
椛
大
目
従
七
位
上

茨
団
連
貞
額
等
進
議
日
。
今
乞
レ
降
之
賊
二
百
人
。
所
レ進
之
甲
廿
布
余
。

賊
党
多
レ数
。
官
甲
己
少
。
野
心
難
レ
測
。
疑
是
矯
飾
。
須
ト待

後

進

度
計
納
同
陸
奥
鋲
守
将
軍
従
五
位
下
小
野
朝
臣
春
風
議
円
。
春
風
向
入

・

賊
地
。
口
一
ハ
知
逆
類
悔
レ
過
之
心
。
今
亦
蒙
犯
新
雪
。
乞
レ
降
懇
切
。
若

懐

疑

慮
。
抑
而
不
レ
納
。
梢

去

レ
逸
就
u
労
。
非
レ
所

以

楽

レ成
。
正
五

位
下
守
右
中
弁
兼
行
権
守
藤
原
朝
臣
保
則
等
商
社
。
雌
令
望
之
議
己

有

道

理
。
而
恭
風
之
謀
非
ι
元

使

穴
。
故
殊
加
慰
納
。
緩

・1
H厳
株
。

二
十
五

又
枝
川
附
夷
首
百
三
人
。
率

-種
類
三
千
人
。
詣

・秋
田
城
。
与

・津
軽
件

凶
・不
レ述
レ
賊
者
百
余
人
。
同
共
帰

・慕
聖
化
。
若
不

・労
賜
。
恐
生

・怨

恨
。
由
b

日
正
造
'
・従
五
位
下
行
権
介
藤
原
朝
臣
統
行
。
従
五
位
下
行
権

撒
文
室
真
人
有
一房
及
令
望
。
滋
実
。
貞
額
等
労
饗
M

元
慶
三
年

(八
七
九
)
三
月
二
日
壬
辰

(日
本
三
代
案
録

巻
三
十
五
)

正
五
位
下
守
右
中
弁
兼
行
出
羽
権
守
藤
原
朝
臣
保
則
飛
駅
奏
言
白
。
臣

保
則
等
。
諮
須
'依
去
正
月
十
三
日
勅
符
旨
早
討
L
虜
。
而
行
事
相
違

不
レ
能

進

止

。
何
者
。
臣
等
所
レ
賜
諸
国
之
兵
千
八
百
余
人
。
上
野
下

野
両
国
各
八
百
人
。
陸
奥
国
追
還
散
卒
二
百
人
是
也
。
以

・此
説
。
且

撃
破
奥
賊
之
士
卒
。
且
討
・平
近
城
之
反
虜
。
次
須
ト
重
箭
・諸
問
之
兵

-214-
(75) 

攻
中
伐
奥
賊
山
而
相

・待
陸
奥
鎮
守
将
軍
小
野
朝
臣
春
風
。
権
介
坂
上
大

宿
禰
好
蔭
等
之
問
。
未
レ有
レ所
レ定
。
於
ら
足
。
賊
徒
進
愁
状
十
余
条
。

陳
怨
叛
之
由
。
詞
旨
深
切
。
甚
有

・理
致
。
即
弛
法
禁
。
慰

・其
菟
柾
。

愛
古
老
言
目
。
用
レ兵
之
道
。
尤
在
レ練
レ
士
。
固

・塞
其
後
。
出
征
入
休
。

動
静
去
留
。
莫
レ
不
レ
拠
レ
此
。
又
当
図
形
勢
。
地

迫

北

陸
。
秋
天
多
レ

富
。
当

此

之

時
。
営
整
難
b

侍
。
不
レ如
L
選

・練
士
卒

・修

・造
城
柵
。

相
巾待
春
風
等
之
来
同
臣
等
用

・古
老
之
ニ一一回。
選

・諸
国
当
土
之
軍
。
為

上

兵

者

一
千
人
。
分

配

官

人
。
令

ν
其
労
賜
心
但
当
土
之
卒
。
縁
レ

元

・甲
山
向
。
不
レ能

・靴
進
。
交
雑
諸
国
之
軍
。
令
レ増
兵
衆
之
勢
。
其

中
間
下
兵
担
夫
。
役
立
柵
之
事
。
迎

。向
本
因
。
此…
山中
出
趣
。
上
奏
先

畢
。
凡
当
国
可
レ
有
兵
士
鋲
兵
千
六
有
五
十
人
。
而
承
前
回
司
。
元
レ

世

・
一
人
。
今
計
諮
問
見
留
之
兵
。
未
?
及

当
土
例
兵
之
数
。
臣
等
定

・



城

下

之

後
。
殊
廻

a

方
略
。
此
待

-隣
兵
。
作

為

城

柵
。
軍
士
得
レ休
。

国
内
元
レ慮
。
其
後
賊
一二
百
許
人
。
詣

秋
田
城

乞
レ
降
。
難
レ
扶
…
不
み
又

・

其
降
。
臣
等
閃
有
レ
所
レ
議
。
春
風
等
且
擁

於
鋲
守
府
。
待

・後
告
・可
レ

応
レ
機
之
状
。
馳

a

椛
抹
小
野
森
泉
。
告

春

風

等
。
春
泉
未
レ達

・鎮
守
府

之
問
。
去
年
九
月
十
五
日
。
好
蔭
来
レ自

流

霞

路
。
廿
五
日
。
春
風
来
レ

自
上
津
野
。
是
時
道
路
泥
深
。
風
策
、
粛
烈
。
経
過
般
岨
。
士
卒
疲
労
。

春
風
一一
一
白
目
。
街
レ詔
之
口
。
伏
奉
聖
略
。
先
教

・愉
賊
類
。
必
令
降
伏
。

若
不
レ
革

・逆
心
。
進
レ
兵
討
滅
。
仰

奉

官
一勅
旨
。
教

・時
賊
徒
。
賊
徒

帰
伏
。
相
随
到
来
。
至
誠
元
レ疑
。
不
レ
可
・更
討
。
臣
等
初
説
。
以

所

レ

賜
之
兵
。
与

春

風

等
。
表
裏
合
レ
勢
。
刻
b

日
討
平
。
而
春
風
之
足
歴

虜
庭
。
令
レ
降

・逆
党
。
降
伏
之
後
。
吏

進

官

軍
。
虜
剤
耐
レ
欺
レ
己
。
殊

死
而
戦
。
其
鋒
難
レ
制
。
出
尾
施
主
枠
。
亦
賊
地
隙
狭
。
潜
通
多
レ路
。

以

・此
小
革
。
難
レ
可

敵

赴

。
故

随

春

風
一一戸
口o
M
口
停
征
伐
。
阪
後
賊

類
亦
来
請
レ
降
。
返

進

宮

物
。
臣
等
依
彼
来
降
。
漸

計

利

害
。
征
戦

之
弊
。
非

只

一
途
。
案
'
去
延
暦
年
中
被
レ
下

・当
道

陣
図
M

以

・一
万

三
千
六
百
人
為

一
軍
。
分
作

三
軍
。
聯
雷
一八
百
人
。
担
夫
二
千
人
。

而
今
上
野
下
野
両
国
之
軍
千
六
百
人
。
聯
重
担
夫
二
千
余
人
。
好
蔭
所
レ

率
之
兵
五
百
人
。
輸
章
一担
夫
千
余
人
。
困
b

此
一一百
L

之
。
多
違

・旧
例
。

中
国
之
寧
。
七
月
到
着
。
陸
奥
之
兵
。
九
月
入
来
。
会
合
参
差
。
整
頓

有
レ妨
。
或
臨
b

陣
灘
レ
列
。
或
聴
レ破
易
レ迷
。
皆
n疋
忘
レ
戦
日
久
。
習
之

令
レ
扶
…
也
。
岡
内
繋
収
。
背

来

苛

政
。
三
分
之

一。

逃

入

奥

地
。
所
レ

逃
之
民
。
承
数
年
之
弊
。
先
日
存
之
方

0

・
引
車
興
以
来
。
運

転

車

線
。
去
今
両
年
少
時
不
L

息
。一
土
川
之
卒
。
騒

動

部

内
。
待
ル救
之
処
。

迩
致
日
い答
。
管
最
上
郡
。
道
路
隙
絶
。
大
河
流
急
。
中
阿
之
軍
。
路

二
十
六

必
経
レ
此
。
迎
送
之
煩
不
レ
可

勝

計

。
今
重
詰

・大
兵
。
将
レ
討

・降
虜
。

国
弊
民
窮
。
難
レ
可
・克
堪
唱
若
慰

・撫
部
内
之
窮
卒
。
験
出
奥
地
之
逃

民
プ
留
中
国
之
甲
南
問
。
選
当
土
之
例
兵
唱
降
成
推
レ
反
。
不
レ
可
レ
足
レ

畏
。
由
レ
口
疋
降
レ
賊
之
状
。
頻
以
上
奏
。
但
臣
等
以
為
。
賊
定
元
b

問
。

年
代
柑
久
。
閃

・此
変
乱
。
不
レ
窮

詠

数
。
恐
綬
禦
如
レ
失
。
辺
難
不
レ
絶
。

更
発
大
軍
。
撲
滅
先
レ
艦
。
国
家
之
長
策
。
天
下
之
上
計
也
。
臣
等
不

・

敢
専
決
。
持

疑

於

懐
。
進
退
之
問
。
諮

件

夫

策
。
是
日
。
詔
令
F

上

野
下
野
両
国
在
軍
之
甲
州
同
器
位
。
留
中
付
出
羽
田
l

ム矢
。

元
慶
三
年

(八
七
九
)
六
月
二
十
六
日
乙
酉

(H
本
三
代
実
録

巻
一二
十
六
)

正
五
位
下
守
右
中
弁
兼
行
出
羽
権
守
藤
原
朝
臣
保
則
飛
駅
奏
言
。
議
奉

‘

3ω 
1
1

守
/

司

L

，，、

去
三
月
五
日
勅
符
旨
。
諸
国
軍
士
解
陣
放
却
。
什
汁
留
中
国
甲
胃
。
及

置
当
凶
例
兵
。
陸
奥
鋲
守
将
軍
従
五
位
下
小
野
朝
臣
春
風
。
上
野
国

権
大
撒
従
七
位
上
南
淵
朝
臣
秋
郷
。
権
博
士
大
初
位
下
上
村
主
佐
美
行
。

検
非
違
使
従
六
位
下
多
治
兵
人
多
磨
雄
。
下
野
国
前
椛
少
撒
従
七
位
上

雀
部
朝
間
茂
世
。
権
医
師
大
初
位
下
下
毛
野
朝
臣
御
安
等
。
各
押
:
領

凶
兵
。
来
従

・軍
旅
。
今
泣
向
詑
。
向
問
納
上
野
下
野
両
国
叩
同
器
杖
。

色
日
数
等
。
須

・追
ニ一口
上
。
配

-m山
一
当
凶
例
丘
二

千
六
行
五
十
七
人
。

大
毅

一
人
。
小
毅
三
人
。
主
一帳
三
人
。
校
尉
廿
人
。
旅
師
州
人
。
火
長

六
十
人
。
列
士
八
十
人
。
鋲
兵
六
百
五
十
人
。
秋
田
城
城
司
正
六
位
上

行
左
衛
門
少
尉
兼
権
撒
市
原
町
一〈人
令
望
。
右
近
衛
将
市
川従
七
位
下
兼
行

機
大
日
茨
川
述
山
・
額
。一
比
六
位
上
行
椛
大

n者
海
辿
奥
雄
。
校
制
七
人
。

旅
師
十
六
人
。
火
.
長
廿
問
人
。
列
士
三
百
三
人
。
鋲
兵
問
行
五
十
人
。
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E
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hH即
日

ジ

fl

-
VI
I
I
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I
l
sf

雄
勝
城
城
.
J

川
従
.
九
杭
ド
行
椛
拷
丈
喉
上
ハ
ハ
人
布

一尉
。
正
七
位
上
行
機
掠
藤
原
朝
臣
有
式
。
正
六
位

t
行
権
大

H
他
戸
首

千
与
本
。
従
六
位
下
行
少
日
豊
岡
宿
禰
継
雄
。
校
尉
六
人
。
旅
師
戸
人
。

火
長
十
六
人
。
列
士
二
百
廿
人
。
鋲
兵
二
百
人
。
加

兵

士

二
百
五
十

人
。
出
羽
田
団
司
従
五
位
ド
行
権
介
雌
以
朝
日
統
行
。
正
六
位
上
行
棉

人
。
小
毅
一二
人
。
主
版
.
一一
人

持
小
肝
初
日
中waM。
・ぃ人殺

しく
ι
1卜
」
i

、。

』

T
K勾

a
/

旅
師
十
六
人
。
火
長
廿
人

JIJ 

了i

，じ
人

兵
し
し
何
百
人
0

・ね

保
則
等
。
行
事
相
違
。
兵
威
未
レ
振
。
迎
昨
閃
心
部
。
抵

緩

征

討
。
逆

類
再
生
。
平
民
復
'業
。
但
恒
等
以
為
。
英
秋
之
性
。
強
弱
難
レ
測
。
朝

為

峰

冠

。
タ
甘

・重
致
。
縦
訪
L

昨
之
後
。
如

有

小

変
。
匝
等
恐
p
侃

山地
L

存
L

凶
巡
陥
中
山非
一民
。
伏
望
克
服
天
位
。
検
察
共
事
。
謹
以
中
間
。

二
十
七

元
慶
三
年
(
八
七
九
)
(
藤
原
保
則
伝
)

改

権

守

為

・正
守
、
右
中
弁
如
b

故
、
布
レ勅
、
暫
留
鋲
撫
之
、
此
問
、

民
夷
雑
居
、
団
地
行
映
、

土
産
所
L

山、

珍
貨
多
端
、
長
吏
井
兼
、
艦
…
レ

布

紀

伊
、
私
明
租
税
、
決
心
加
筒
賦
、

又
桃
川
子
年
来
求
普
川
内
良
府

uhI、
川

J

、，、
t
i
l
-
-
a
・1

b
千
引
刷
品
川
伸
和
川
川

t
ぺ
，e

辺
民
般
朴
、

M
m
t
知
行
訴
、
附
随
比
求
、
.
小
¥2川

知
町
、
山

tA
陥
畝
之
民
、
比
れ
れ
件
以
拐
、
好
締
之
哨
多
致
ん
い
川
院
、
八ム

施

以

刺

典

、
教
示
引
姓
、
厳
張
訟
法
、
勿
L
A

V

佼
犯
、
岩
更
訂

不
法
者
、
制
而
案
&
之
、
出
t
H
疋
百
姓
安
堵
、
実
道
的
平
、
時
陸
奥
国
梨

秋

有

訴

訟

者

、
持
到

出
羽
田

而
取
ι
決
、
八
ム
初
在
同
備
、
専
以

仁
川
中
而
化
之
、

M
以
t

リ市

出
羽
、

.
出
以
威
厳
以
瑚
之
、
史
川
氏
ト引

出
、

M
m
…L
布
t
v川

t

小
川
、
中
i

s
諸
行
不
t

能
L

測

什片
深
浅
、

二
十
八

二
十
九

冗
慶
四
年

(
八
八

O
)
二
月
十
七
日
辛
丑

(川
本
J

・
代
実
録

巻.•
. 

ト
じ
)

元
日
。
正
五
校
下
守
右
中
弁
兼
行
出
羽
権
守
藤
原
朝
.
位
保
則
飛
駅
安
目
。

降
虜
所
レ
進
掠
取
甲
六
十
六
領
。
胃
叶
二
枚
。
大
刀
四
枚
。
鉾

一
柄
。

箭

一
十
隻
。
賊
央
去
年
進
契
状
円
。
所
弘
山
川
γ
目
。
以
・
速
将
L

進
。
而

総

渉

年

川
。
未

i
引
返
ト
石

故

治

権

大

u.止
六
位
上
存
海
述
奥
雄
。

人
奥
地
所
制
収
也
去
年
五
川
附
奥
及
当
同
市
上
敗
広
之
日
。
誠

治

巾

円
。
逃
帰
本
上
。
或
脱
柴
山
野
。
跳
も
身
奔
武
。
沿
時
。
前
叫
リ

師
従
七
位
上
中
東
忌
寸
能
仁
進
叩
同

一
百

一
十
。
賊
徒
返
進
廿
二。

今

奥
雄
勘

・取
六
十
六
領
。
惣

一
百
九
十
八
領
。
納

・秋
田
域

畢
。
文
夷

倖
賜
L

饗
之
目
。
多
以
他
死
亡
位
記
。
円
称
其
姓
名
。
食
ι
預

賜

禄
。

奥
雄
立
取
死
亡
位
記

一
.h六
枚
。
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元
慶
四
年

(
八
八

O
)
四
月

(
藤
原
保
則
伝
)

(
前
略
)
元
医
元
年
、
任
在
右
中
弁
。
二
年
二
月、

出
羽
国
蝦
夷
反
乱
、

攻

秋
田
域
。
城
司
良
年
近
者
、
不
レ能

城

守

、
脱
L

身
伏
鼠
於
平
一
弥

之
問
。
賊
放
L

火
焼
L

城
。
部
資

・
器
械

一
-
時
必
尽
。
逆
徒
鍛
紫
、
分
L

兵
附
諸
城
山川
。
附
ハ
ナ
様
似
飢
ハ
冊
一
東
山
川
城
逃
走
。
時
為
太
政
大
M
M
m

b
H
一公
摂
政
。
ル
勅
陸
奥
岡
、
発
兵
一一一千
人
、
起

援

出
羽
因
。
於
h.止

陸
奥
守
須
大
発
困
中
、
得
精
騎
千
人

・
歩
兵
二
千
人
。
其

送

鎧

叩

経

儲

者

、
将

・万
人
。
以
大
抜
藤
原
梶
長
為
押
領
使
、
令
'
与

出

羽
軍

討
中
山
車
賊
威
川
出
羽
橡
藤
原
宗
行

・
文
室
有
一肘

・
小
野
春
泉
等
、

亦

発

判
中
歩
騎
一一
下
余
人
、
相
共
屯

秋
田
川
辺
。
時
賊
徒
千
余
人
乗

-
1
L
d
q
，、

血
司
ha巧

随
i

山
肌
俄
七
。
川悦.公明中前
J
兵
対
戦
。
.
大
川
町
大
鋭
、
M
M
，U
Hれ
F
h叫川
。

H
H
r
-M
H
H
s
d

・-
M
H
H



於
レ是
賊
衆
数
百
人
、
持
レ兵
飲
至

・官
軍
後
ぺ
同
レ声
大
叫
、
奔
突
・官

軍
。
官
軍
大
骸
、
狼
狽
散
走
。
賊
従
来
レ
勢
、
前
後
継
凶
撃
駕
。
官
軍
大

自
応
:
鈎
散
。

陸
奥
国
叩

昭
宣
公
大
悦
、
其
月
四
日
、
叙
レ公
為
:
正
五
位
下
寸
即
以

e

・右
中
弁
・

兼
-出
羽
権
守
。
擢
:
春

風

為

・鋲
守
将
軍
従
五
位
下
べ
及
与
:
陸
奥
介

従
五
位
下
坂

上

好

蔭

受

公

節

度
Q

公
奉
レ
詔
以
後
、
数
日
進
発
、
昼

夜
兼
行
。
行
跡
之
問
、
飛
駅
継
レ途
、
奏
F

賊
虜
強
盛
、
官
軍
頻
敗
、
及

城
或
失
レ
守
群
隊
陥
没
之
状
同
時
従
騎
十
余
人
、
皆
無
γ
不
:
被
レ魂
奪
ν

気
。
而
公
容
色
不
レ
変
、
曾
鉦
…
畏
悌
之
意
。
既
至
1

出
羽
国
べ

命
:
春

出
。
遂
斬

出
羽
固
湾
師
神
服
良
雄
及
両
国
偏
神
数
十
人
。
軍

士

被

殺

虜
・数
百
千
人
。
軍
実
甲
問
、
悉
被
て
歯
獲
ι
遂
相
路
籍
、
死
者
不
レ
可

・

勝
数
。
文
室
有
房
被
レ
創
殆
死
。
小
野
春
泉
潜

'伏
死
人
之
中
1

繊
得
レ

免
レ
害
。
藤
原
梶
長
深
鼠

平日十
問
べ
五
日
不
レ食
、
賊
去
之
後
、
歩
逃
至

・

五
月
二
日
、
両
国
飛
駅
忽
至
。
於
レ
是
昭
宣
公
大
鷲
、
与
レ
公
謀
レ事
。

祐
一式
、
東
方
之
将
累
長
者
。
公
辞
謝
云
、
身
旧
文
吏
、
未
辛
口
知
跨
レ

風

・
好
蔭
ぺ
各
将
陸
奥
国
精
騎
五
百
人
ぺ
直
入
:虜
境
ゅ
召

・其
脅
豪
、

宣
以

・国
家
之
威
信
。

馬
引
ν
弓
。
非
4
2

敢
愛

・措
微
躯
、
恐
レ
成
・
朝
廷
之
恥
4

昭
宣
公
日
、
自
ニ

先
レ日
疋
賊
問
主
師
来
討

J

率
衆
万
余
人
、
遮

(
寸
険
陸
。
春
風
少
遊
-

辺
塞
、
能
晩
:夷
一語
唱
即
脱
申
由
同
・棄
弓
牟
寸
独
入

・虜
軍
叶
具
宣
:朝

命
寸
皆
知
公
立
。
於
レ
是
夷
虜
叩
頭
拝
謝
去
、
興
時
秋
田
城
司
、

食
慾

暴
横
、
総
整
難
レ娘
。
若
老
毛
不
レ
協

其

求
4

者
、
楚
毒
立
施
。
故
不
レ
堪

・

苛
政
、
遂
作

・叛
逆
サ
今
将
軍
幸
以
天
子
恩
命
・而
詔
之
。
願
改
:
迷
途

a

-
)
 

r
I
0
6
 

1
l

マ
f

q
L
 

，，.、

天
智
天
皇
時
寸
藤
氏
代
立

・勲
績
-
朝
所
:
惰
頼
。
方
今
身
非
伊
周
寸

黍
摂
:
家
宰
。
選

・此
冠
乱
ー
内
恕
外
口
。
瓜
葛
之
義
、
君
亦
可
レ
悉
。

願
尽
-智
謀
勺
勿
レ為

・筋
談
。
公
目
、
必
不
b

得
レ
巳
、
可
レ
用

。患

計

者
、

奨
蕗
a

肝
胆
1

加熱
レ
有
レ
所
レ隠
。
恐
殿
下
不
レ
得

能

用

之

。
昭
宣
公、

専
窓
:安
付
、
遂
無

4

他

腸
心
公
目
、
蝦
夷
内
附
以
来
、
欲
レ漸
-
二
百
年
勺

畏

・服
朝
威
ベ
拠
…
レ
有
1

定
逆
唱
如
問
、

秋
田
城
司
良
卑
近
者
、
来
倣
無
レ

版
、
徴
求
万
端
。
故
m
E
レ
怨
和
レ怒

致

叛

逆
。
夷
極
衆
多
、
逓
相
合
従
。

賊
徒
数
万
、
第
冠
死
戦
、

一
以
当
レ
百
、
難

与

争

レ
鋒
。
如
今
之
事
者
、

雌

・坂
将
軍
再
生
、
不
レ
能
:
務
定
。
若
教

以

義

方
、
示
以

・威
信

1

橋

・

我
徳
音
、
変

・彼
野
心
、
不
レ
用
a

尺
兵
、
大
冠
自
平
。
昭
宣
公
日
、
普
。

公
亦

H
、
今
当
'
以

・恩
信

化
中
服
夷
秋
川
若
郡
醜
之
中
、
猶
布
'
不

・馴

服

者

ハ

必
可
t

以

兵

威

耐

臨
1

之
。
前
左
近
衛
将
監
小
野
春
風
、
累

代
将
家
、
焼
勇
超
レ人
。
前
年
頻
遊
説
務
、
免
レ官
家
居
。
願

先

令

春

風

率

・和
衆
、
示
以
朝
廷
之
威
信
。
然
後
以
レ
徳
招
致
、
朱
レ腔
:
数
月
、

帰

・幕
府
唱
於
レ
是
競
以
1

酒
食
・
僕
L

饗
官
軍
申
其
家
長
数
十
人
、
相
率

随
春
風
寸

歪
:出
羽
田
府
。
公
即
召
見
慰
撫
。
賊
亦
尽
返
'
献
先
所
:虜

略
・
之
生
口
及
軍
器
同
時
有
・渠
帥
二
人
寸
不
レ
肯
a

帰
附
。
公

語

諸

豪

長

云

、
二
虜
不
レ
来
、
於
汝
心
・如
何
。
家
長
等
倶
陳
云
、
殊
自
レ有
レ謀
。

願
暫
垂
究
仮
。
後
数
日
、
遂
斬
両
夷
首

以
献
レ之
。
公
即
発
使
者
叶

撫

仰

余

種
。
白

津

軽

至

渡

的

、
雑
種
夷
人
、
前
代
未

・曾
帰
附
者
、

皆
尽
内
属
。
於
レ是
公
複
立

秋
田
城
。
凡
厭
円
盟
一柵
楼
盟
、
皆
倍

・旧
制
。

三
年
、
改

・権

守

為

正

守

。
布
中
弁
如
レ
故
。
有
レ
勅
、
暫
印
刷
鎮
撫

之
。
此
凶
、
民
夷
雑
居
、
凹
地
行
腕
、

土
産
所
レ出
、
珍
貨
多
端
。
豪

吏
井
兼
、
相
批
…
レ
有

紀

極

、
私
明

・租
税
、
恋
加

・格
賦
刀
又
権
門
子
年
来



求
治
山
口
馬
良
鷹
者
、

"↓t

，、
1
1

・.
.
 、0

4
匁
江
川
円
白
川
列
-
b
A
リ
ユ

辺
以
思
朴
、
加熱
L

知

K
H
訴
、
唯
随

其
求
、
不

'一言

煩
費
。
日
b

是
臨
畝
之
民
、
特
若
貧
窮
、
好
措
之
脚
部
多

致
官
回
一
直
。
八
ム
施
以
朝
典
、
教

示
T
H姓
、
厳
強
憲
法
、
勿
レ令

-侵
犯
。

若
更
布
不
法
者
、
捕
而
案
レ之
。
山

L止
百
姓
安
堵
、
夷
道
清
平
。
時

陸
奥
同
実
秋
有
訴
訟
、
特
到

出
羽
国

而
取
L

決
。
公
初
在
両
備
、

専

以

仁

恕

而

化
ι
之
。
及
L

治

出
羽
、

.
児
以
威
厳
以
理
L

之
。
吏
民

有
v

非
、
鉦
…
'布
・所
L

針
。
出
L

論
者
不
L

能

測

其

深

浅

。

H
『

U
十
日
U
1
2
1

、

H
V
ノ
E
H
V
l
'

U山
内

γ
，~
f
l

、f
、O

K
寸
υ
L
L

川
川
川
市
川
口
、

，
化
ド

r
s
t々
4
4

-d
〆
J'
a
A
u
u
v
d
d

，L
A
UT
伯閉山川

4
庁
・

山
竹
釘
公
勲
・
制
。
公

計
調
去
、
此
特
例
戚
之
所
も致
、
非
仰
い附
之
トア
施
也
。
込
時
.
大
ド
符

以
為
、
八
ム
不
L

労

ん
京
「
、

平
山
大
山
砲
。
川別
廷
必
山
TH
'
疏

hu
川

爵

符

共

殊
勲
。
而
偏
川

公
辞
議
、
進
相
川
…
催
山
川
之
制
。
又
良
山
2

近
折
、

A
H切
賊

織
、
致
此
定
乱
。
無
亦
加
熱
懲
忠
之
品川
ハ。
山

h
M衆
議
多
議
'
附
笠
公
失

賞
罰
之
柄
。
八
ム
性
楽
静
黙
、
不
b

好

劇

務
。
ば

対

附
宣
公
、
問

辞

弁

官
。
七
月
任
橋
磨
守
。
辞
不
レ赴
レ
任
。
(
中
略
)

延
喜
七
年
季
春

一
日
、
文
章
博
士
普
清
行
記
之
。

三
十

元
慶
五
年

(八
八
一

)
三
月
二
十
六
日
甲
成

(川
本
三
代
実
録

ι
H
d

・--・し
J

之

寸

ノ
」

先
L

ハ止
。
出
羽
国
司
一行
。
太
政
山
口
去
年
六

M
l六
日
下
レ
附
符
俗
。
彼
阿

解
例
。
兵
士
約
ハ
兵
惣
下
六

.h.九
卜
人
。
飢
爪
ハ
し
ハ

.h.h卜
人
o
u
w
s
人
光

日
棋
.
升

L

ハ
介
。
成

•. 

城
陀
ハ
ト
し
.
下
人
。
何
s
人
光

1
1
句』、
t

、、
、，
。、
P
J

l
羽
/

/

t

J

J

結
し
ハ
得
。
山
於
問
山
川
。戸
仰
木
前
川
市
ん
。
以

他
川
ル

A
L成
。
氏
ハ
し
し
鋲
陀
ハ

北

ti't 
4

人
。
仰
A
V
P

治

川

進
中
必
敗
者
同
判
的
以
爪
ハ
者
。
川
・
引
.
長
上
之

料
。一
ん
a
M
M

訓
練
。
兵
上
行
円
ハ
給
番
上
之
娘
。
訂
L

妨

教
判
。
山
L
H
記

三
十
一

三
十
二

三
十
三

兵
士
千
人
給
長
上
之
娘
。
配

成

一
府，

一城
。
以

備

非

常
。
訪
三
ケ

年
将
レ
町
一
家
許
聴
。
勅
聴

二
ヶ
年
。
而
今
年
十
二
月
満
限
。
始
レ
白

・明

年

復

レ
旧
。
望
請
。
重
被
レ許

二
ヶ
年
。
勅
聴

一
年
。

冗
慶
五
年

(八
八

こ

四
月
二
十
五
日
壬
寅

(日
本
三
代
災
録

巻
一二
十
九
)

出
羽
国
元
陸
二
年

為

災

成

所

焼

盗

殺

穎

川

二
万
五
百
.
京
六
把
八

分
六
花
。
柿
じ
行
五
十
例
。
市
一
見
中
J
1
・h
加
七
鎖
。
仰
は
五
百
品
川
.
ニ
枚
。

鉄
鉢

一
γH
K
卜
七
枚
。
市
鉢
究
卜
枚
。
本
鉢
，•. 

TH
什
六
枚
。
箭
八
千
三

.h
八

l
位
。
大
内
ム
ハ
枚
。
小
刈
八
枚
。
鼓
し
ハ
ト
刷
。
大
刀
五
卜

.h
柄
。

可
七
十

一
.快
。
鉄
鈎
冗
十
王
柄
。
汚
廿
九
八
ハ
。
手
汚

一
ドリハハ
。
鉄

一
十

」一
柄
。
鍬
八
柄
。
桁
.
五
十
二
校
。
約

一
行
八
十

一
竿
。
鎌
桁
七
十
三
竿
。

-210-
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総
尾
桁

↑
百
八
竿
。
官
舎

二
円
六
十

一
字
。
城
栴
廿
八
宇
。
城
棚
棉
廿

七
基
。
榔
棚
相
六
十

一
一基
。
日
正
円
。
有
L

勅
。
免
除
以
省
交
替
之
煩
。

元
慶
八
年

(八
八
四
)
九
月
二
十
九
日
丙
成

(日
本
一ぺ
代
実
録

巻
凶
十
六
)

出
羽
田
司
言
。
今
年
六
川
廿
六
日
秋
田
城
宙
耐
晦
冥
。
同

行

鍛

廿
三

女
。
じ
J

J4

・

d

日
飽
波
郡
海
浜
.
山
¥
れ
似
t

鍛
。
什
片
鈴
比
れ
向
L

出
。
陰
陽
対

トN
.
む
。
彼
川
之
.
公
。
山ル
L
-
配

'Kハ
賊
疾
山
役
。

仁
和
元
年

(八
八
五
)
十

一
月
二
十

一
日
辛
丑

(け
本..• 

代
%
似

ぷ
}
川
卜
八
)

去
山
ハ
川
廿

一
日
出
羽
田
秋
田
城
中
。
'え

ω
q
F
Wゆ
b
p
r
a
-
-
r
.
huJ
t
、a
j

・
1
t
k
o

ub
a
R
X付
制
U
4剥
r
v
k「
ゴ
て

d
V
A
O
J川
，

4
叫
初



陰
陽
寮
一言
。
当
レ
有
凶
秋
陰
謀
兵
乱
之
事
。
神
紙
官
一言。

彼
国
飽
海
郡

大
物
忌
神
。
月
山
神
。
田
川
郡
由
豆
佐
乃
売
神
。
倶
成

・此
怪
。
崇
在

a

不
敬
。
勅
令
f

国
宰
。
恭

杷

諸

神

兼

懐
中
将
間
同

三
十
四

仁
和
三
年

(八
八
七
)
五
月
二
十
日
奨
巴

(円
本
三
代
実
録

巻
五
十
)

先
レ
是
。
出
羽
守
従
五
位
下
坂
上
大
宿
禰
茂
樹
上
一一一一
回。
国
府
在
1

出
羽
郡

井

n地
。
即
是
去
延
暦
年
中
。
陸
奥
守
従
五
位
上
小
野
朝
臣
専
守
。
拠

大
将
軍
従
三
位
坂
上
大
宿
禰
凹
村
麻
呂
論
奏
所
レ
建
也
。
去
嘉
祥
三
年

地
大
災
動
。
形
勢
変
改
。
既
成

窪

泥
。
加
之
海
水
綴
移
。
迫

e

府
六
盟

所
。
大
川
崩
壊
。
去
b

陸

一
町
余
。
両
端
受
レ害
。
加熱
レ力

挺

媒
九

域
没

之
期
在

・於
旦
幕
。
望
請
。
選
建
最
上
郡
大
山
郷
保
宝
士
野
。
拠

・其

険
問
。
避

彼

危

殆

者

。
太
政
大
臣
。
右
大
臣
。
中
納
言
兼
左
衛
門
督

源
朝
臣
能
布
。
参
議
左
大
弁
兼
行
勘
解
由
長
官
文
章
博
士
橘
朝
臣
広
相
。

於

左

杖

頭
。
召

・民
部
大
輔
惟
良
宿
綱
高
尚
。
大
勝
大
夫
小
野
朝
臣
春

風
。
左
京
完
藤
原
朝
臣
高
松
等
。
問

・彼
周
遊
レ府
之
利
害
。
所
レ
言
参

差
。
同
異
難
レ
定
。
更
召

-伊
予
守
藤
原
朝
臣
保
則
。
以

・古川
尚
等
詞

問

レ

之
。保
則
一言
。
国
司
所
レ
請
。
非
レ無

・理
致
。保
則
市
尚
等
。
元
任
彼
国
吏
。

応
レ
知

土
地
之
形
勢
。
故
沼

・問
之
。
太

政

宵

因

岡
宰
解
状
。
討

・間以

事

情

け

。
避
し
水
遊
レ府
之
議
。
雌
レ
得

・其
宜
。
去
レ
中
出
レ
外
之
謀
。

未
L

見

其

使
。
何
者
。
故
上
郡
地
在
園
南
辺
。
山
布
而
編
。
自
レ
河
而

通
。
夏
水
浮
b

山町
。
統
桁
運
漕
之
利
。
寒
風
結
b

凍
。
作
元

・向
レ路
之
期
。

況
彼
秋
田
雄
勝
城
。
相
去
巳
造
。
降
候
不
レ接
。
又
挙
納
秋
饗
。
凶
司

上
下
。
必

有

分

ι
頭
入
ι
部
。
率
レ
衆
赴
b

城
。
昔
沿
レ水
而
往
。
訴

レ水

而
還
者
。
徴
発
之
煩
更
倍
於
尋
常
。
逓
送
之
山
口
将
レ
加

於

業

庶
。
口小宮

三
十
五

三
十
六

三
十
七

然
無
事
之
時
。
縦
能
兼
済
。
警
急
不
成
之
日
。
何
得

・周
施
。
以
レ
此
論
レ

之
。
南
選
之
事
。
難
レ
可

聴

許
。
須
ト
択
マ旧
府
近
側
高
倣
之
地
。
閑
月

選
造
。
不
レ妨

・農
務
。
用

其

旧

材
ι
勿

t
労

'新
採
。
官
帳
之
数
。
不
レ

得

増

減
。
勅
宜
ト
依

・官
議
。
半
令

t
行
レ
之
。

寛
平
五
年

(八
九
三
)
閏
五
月
十
五
日
壬
午

(日
本
紀
略

前
約
二
十
)

出
羽
国
一
世
嶋
秋
与
奥
地
倖
囚
等
・依
ド
欲
レ
致

戦

闘

之

奏

状

同
仰
・
岡

宰
。
令
み
ヤ
回
城
塞
唱
選
中
練
軍
士
M

延
長
五
年
(
九
二
七
)
(延
喜
式
)
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国
郡
条
(
巻
二
十
二

民
部
上
)

的
ト
.

H

刊
山

mm山
附
陥
雌
勝
川
ド
脱

山

本

飽

海

河

辺

川

川

出

羽

秋

田

出
羽
田
上
管

右

為

遠

因
。

駅
伝
馬
条

(巻
二
十
八

(中
略
)

兵
部
省
)

HM卜

1
.九正
、村
山
・野
後
符
ト
.止
、
遊
興
ト
}
.北
、
佐

出
羽
田
駅
馬

町ム問必
・紛
L
B

袋
、
滋依
'r
・止
、鮒
L
H

・山
周
作
-r‘必、

日制上
-h
，止
、野
後三一ん

・船
江
袋
、
山

mJハ
.A
、

避抑制
一
正
・船
六
袋
、
'H
谷
:
疋

・船戸九品交
。

内

H

M
什
じ

.止、

飽

海

・
秋
田
作

l
必

伝
II' ，，，ゴ

承
平
年
間

(九
三

一
1
九
三
八
)
(和
名
頬
張
抄

巻
一札

大
京
急
記
念
文
山
本
)

(前
附
)

国
府
在
平
鹿
郡
喝
行
程
上
問
十
七
日
、
下
二
十
阿

出
羽
田

日
。
符
十

一。

間
二
万
六
千
百
九
町
二
段
五
十

一
歩
。
正
二
十
四
万
問



千
三
百
二
十
束
。
八
ム
問
十
万
束
。
本
穎
九
十
二
万
七
千
七
百
十
二
束
。

雑
穎
二
十
八
万
三
千
三
行
九
十
二
束
。

最
上
毛
加
美
。
村
山
牟
良
夜
末
。
置
賜
於
伊
太
三。

雄
勝
平
加
知
。
有
レ

城
謂
之
答
合
唱
平
鹿
比
良
加
。
山
本
也
末
毛
止
。
飽
海
阿
久
三
。
河

辺
加
波
乃
倍
。
旧
川
多
加
波
。
出
羽
岡
・
附
。
秋
田
阿
伊
太
。
有
b

城
企

ム
日
。

(前
略
)

承
平
年
間

(九
一一二

5
九
三
八
)
(和
名
類
緊
抄

巻
-L.: 

一冗
利
古
活
ん
千
本
)

十
八

雌
勝
郡

雄
勝

平
鹿
郡

111 
)11 

山
本
郡

山
本

飽
海
郡

大
原

河
辺
郡

川
合

(中
略
)

秋
田
郡

L

奈
川

大
i宰

大
井

塔
甲

飽
海山

率
irti 

中
村

邑
知

御
船

屋
代

u
巴
知

方
上

Aホ
一戸

錨
万

秋
田

旺|
郡

い
vh
n
H

F
ド
4
b
q

・

余
戸

井
手

由
理

余
戸

遊
佐

雄
i良

大
泉

稲
城

余
戸

ur-bh 

τrド
y

f島

泉

十
九

四
十

四
十

四
十

天
慶
二
年

(九
三
九
)
四
月
十
一
日

(
貞
信
公
記
抄
)

定
五
月
節
布
無
事
、
以
出
羽
介
保
利
朝
臣
為
城
司
宣
旨
、
仰
相
職
朝
臣
、

天
慶
二
年

(九
三
九
)
四
月
十
七
日

(
貞
信
公
記
抄
)

出
羽
国
馳
駅
言
上
凶
賊
乱
逆
与
秋
田
城
軍
合
戦
事
等
、
左
衛
門
杵
入
夜

参
入
、
彼
嗣
解
文
令
外
記
送
家
、

天
慶
二
年

(九
三
九
)
五
月
六
日

(
貞
信
公
記
抄
)

出
羽
田
馳
駅
使
来
、
其
解
文
云
、
賊
徒
到
来
秋
田
郡
、
開
官
舎
、
掠
取

官
稲
、
焼
亡
百
姓
財
物
、
文
率
具
類
可
来
云
云
、
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天
慶
二
年

(九
三
九
)
七
月
十
八
日

(
本
朝
世
紀
)

季
御
読
経
党
也
。
仰
親
主
巳
下
参
入
省
。
結
願
之
問
。
暴
雨
忽
降
。

仰
差

・左
少
将
源
朝
忠
為

・勅
使
。
衆
僧
給

・度
者
各

一
人
唱
其
後
上
卿

着
宜
陽
殿
。
有
内
外
印
事
。
給

出
羽
田
-官
符
二
枚
也
。
一

枚
以
:
国

庫
納
部
杖
戎
日
一ハ
下

・行
軍
士
・可
b

充

・合
戦
。事
。
井
以
正
税
殺

・充

・給

w 
根

一
女
広
東
清
掃
にふ1
G
・す
ま
走
干
可
'
川

泣
u
t
、伶
決

E
成

-
44
33
'
Z
柑
主
n
m
fae〆

、

1

-2
n
u
H
h
41

噌

7
一I
L
4
1

s=
"
21
4A
耳

n，
「

E
4
4

司
介
源
嘉
生
朝
臣
事
。



四
十
三

四
十
四

四
十
五

康
保
四
年

(九
六
七
)
二
月
十
一
日

(
魚
魯
愚
紗

四

以
秋
田
城
介
任
出
羽
守
例

康
保
四
年
二
月
十

一
日
、
即
召
大
臣
前
、前
任
物
六
人
之
中
以
散
位
大

市
此
巾
U

前
任
出
羽
介
、

お
秋
田

滅
司
造
hJ.
政
ト
・
下
山
U
A世
H
A
t
納

江
澄
景
為
右
衛
門
権
佐
、
散
位
笑
忠
為
出
羽
守
、

千
余
行
不
動
、
依
K
H
仲
片
品
別
准
澱
移
住

Mq
d
H忙
H
r
之
後
任
上
品
E
山
寸
例
殊
拍
任
‘

天
元
三
年

(九
八

O
)
七
月
二
十
三
日
官
符

(知
波
符
穴
抄

巻
八
)

太
政
山
口
符
出
羽
国
司

山ル
レ
A
f
介
従
.
九
位
下
平
明
日
北
忠
助
巾
行
秋
田
城
務
1

引

れ
従
二
位
行
大
納
一一つ
け
兼
陸
奥
出
羽
松
察
使
秘
.
風
刺
阿
為
光
立
。
ド本

'勅
。

-p差

逃
彼
城
。
勤
巾
行
件
阿
川
軒
触
防
御
一九

有
b

所
九
州
者
。
随
L

状

処
分
。
寄
…
山
中
mm
街
。
勿
レ
附

阿

務

者

。
凶

宜

承

知

依

L
口一行
b

之
。

符
到
奉
行
。

左
中
弁

右
大
史

天
元
三
年
七
川
廿
三
日

年
月
未
詳

(間
宮
記

巻
八
)

受
領
赴
t

任
事

成
人
従
参
入
山
。
培

御

熊

鮮
政
人

行

JI
-
-
-
H
F
J

H
Hぃ
n
.小

川T
，
J
1
J
H
M
m小
川
刊
・

5
l

1

1

j
L
:
 

2
8
4
n
γ
2
1
 

!

l
i
 

l

!

t

 

J
t
人
仏

弘

k
。
比
八
.
、
主
ド

y
q
h
L

徒、、
.
l
h
L
.

、k
a
f。
守

L

Ht
土十

H't
u

制

作

品

V
Kド
斜
計
J
コ
4
1
ι
日

ノ

』

い

士

T

4

4

邸
、
城
介
、
川
t

之
。

四
十
六

四
十
七

四
十
八

年
月
来
詳

(
西
宮
記

巻
十
三
)

一
、
諸
宣
旨

(略
)

下

兵

部

宵
一宵
。
武
官
除
目
。
抑
制
、
補
諸
衛
府
生
馬
医
師
史
生

宣
旨
。

街
府
官
人
召
大
歌
事
。
統
領
事
。
衛
士
事
。
陸
奥
将
軍
保
杖
事
。

(附
)

大
牢

・
際
奥
傑
杖
。

ぬ

M
m
d山
時

セ

陸
奥
鋲
山
寸
府
給
兵
部
。
凶崎
介

.
M
之

帥
随
身
。
ド.人
足

州
文

依
μ
刊
行
仰
近
衛

・
兵
衛
、
令

込

ぷ
文、

次
給
山
口
符
内
山
同
行
--入
、A
H

八入
、
内印

出
羽
城
介
城
務
事
。

杭
和

t
M符
川
吋
行

秋
図
織
が

山

給
高
間
御
膝
ぷ
‘
ド

h
d
p九件
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長
徳
元
年
(
九
九
五
)
十
月
二
日

(
権
記
)

参
内
、
政
資
以
餅

折
椴
給
殿
上
、
例
也
、
布
府
給
城
介
伝
親
朝
刊
巾

給
紅
辺
町
符
、
従
海
道
赴
任
同
文

枚
、
可
奏
事
山
折
、

長
保
二
年

(
一
0
0
0
)
一
月
七
日

(権
記
)

秋
田
城
立
川
不
動
一川
作
れ
符
、
付
廿
お
煎
使
、
送
出
羽
守
義
瑚
初
日
作
、

話
左
・川
、
参
内
、

被
安
一ぶ
、
山
民
事
雌
止
節
会
、
依

左
大
山
参
仕
ド
、



有
例
可
覧
之
山
、
先

H
所
承
也
、
但
檎
近
衛
等
装
束
汗
馬
飾
否
、
陣
有

無
之
事
可
随
仰
、
仰
云
、
縦
装

・
馬
飾
如
例
、
但
止
近
衛
陣
、
可
令
供

春
本
寮
、

亦
大
臣
被
召
参
上
、
被
仰
御
装
束
之
事
、
的
垂
南
廟
御
簾
、
西
第

一

一一

・
三
間
鋪
畳
、
為
公
卿
座
、
府
南
第
四
間
設
御
座
、
大
外
記
普
言
朝

臣
奉
仰
、
再
三
造
召
御
馬
、
申
地
縁
参
来
、
亦
被
奏
云
、
左
馬
寮
頭
参

入
、
助
不
候
、
右
寮
助
蹴
参
、
頭
不
参
、
若
左
頭

・
右
助
左
右
供
奉
御

馬
前
如
何
、
仰
去
、
依
論
、
即
有
勅
牽
渡
御
馬
、
其
数
如
常
、
右
助
令

・申
候
由
遅
参
、
仇
被
資
怠
状
、
今
夜
退
出
、

四
十
九

長
和
四
年
(
一

O
一
五
)
十
一

月
四
日

(御
堂
関
白
記
)

城
介
奉
好
献
馬
二
疋
、
参
太
内
、
候
宿
、

五
十

(
陸
奥
話
記
)

六
箇
郡
内
、
有

‘安
倍
頼
良
者
。
是
同
忠
良
子
也
。
父
祖
倶
果
敢
、

而
自
称

・宵
長
。
戚
権
甚
、
使

'村
落
皆
服
ぺ
横
・行
六
郡
、
囚

-倖
子
庶

士
ι

騒
暴
滋
豆
、
漸
出

・衣
川
外

0

・不
レ
輸
:
賦

貢
、
加盟…
レ
勤

・循
役
。

代
々
恐
レ
己
、
推
レ蔑
上
一小
レ
能
レ制
レ之
。
永
承
之
頃
、
大
守
藤
原
朝
臣

査

任

発

数

千

兵

攻
レ之
。
出
羽
秋
田
城
介
平
朝
臣
重
一成

為

前

鋒
。
大

守

率

夫

士

為
レ
後
。
頼
良
以

・祐
部
囚
倖
拒
b

之
、
大
戦

・子
鬼
切
部
。

大
守
寧
敗
鎖
、
死
者
甚
多
。
於

L
正
朝
廷
有
レ議
、
択

追

討

将

軍
。
衆

議
所
レ
帰
、
独
在
源
朝
臣
頼
義
。
(
中
略
)
経

数

年

間
、
忽
応
初
選
叶

永
承
六
年
(
一

O
五

一
)

参
考

専

・征
伐
将
帥
之
任
。
梓

為

陸

奥

守
、
兼
鎮
守
府
将
軍
、
令
b

討

・頼

良
。
天
下
素
知
才
能
、
服

其

採

択
。
入
レ境
著
し
任
之
初
、
俄

有

天

下
大
赦
。
頼
良
大
喜
、
改
レ名
称

・頼
時

d

阿
大
守
名
有
ル崎
一
芝
放
也
。

委
レ身
帰
服
、
境
内
両
清
、

一
任
無
レ事
。

出
羽
柵
関
係
史
料

和
銅
二
年
(
七
O
九
)
七
月
一
日
乙
卯

(
続
日
本
紀

令
・諸
国
運
送
兵
器
於
出
羽
柵
。
為
レ征

蝦

秋

・也
。

巻
四
)

巻
四
)

令
t

越
前

・
越
中

・
越
後

・
佐
渡
四
国
船

一
百
般
送
宇
征
秋
所
。
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和
銅
二
年
(
七
O
九
)
七
月
十
三
日
丁
卯

(
続
日
本
紀

和
銅
七
年
(
七

一
四
)
十
月
二
日
丙
辰

(
続
日
本
紀

勅
、
割

尾

張

・
上
野

・
信
濃

・
越
後
等
国
民
二
百
戸
、
配

出
羽
柵
戸
。

巻
四
)

四

養
老
元
年
(
七
一
七
)

巻
七
)

一
一
月
丁
酉

(
続
日
本
紀

以

・信
濃

・
上
野

・
越
前

・
越
後
四
国
宵
姓
各

一
百
戸
、
配

出
羽
柵
戸

駕
。



五

養
老
二
年
(
七
一
八
)
衛
禁
律

μ
越
垣
及
城
条

(
律
)

凡
越

・兵
庫
垣
。
及
筑
紫
城
。
徒

一
年
ぱ
奥
鐙
後
出
羽
警
備
し亦川川
曹
司
垣
杖

一

百
。
火
事
府
一型
仲
川
川
国
垣
杖
九
十
。
郡
垣
杖
七
十
。
坊
市
垣
答
五
十
。
品川
。
3

縦
工
ん
純
量

t

l

・

E

川
H
前
打
止
引
綱
績
が
八
止
刊
行
従
・
指
摘
m
A
F

入
山

r。
与

位

以

川

抽

也

前

中

市

治

減

等

余
条

bp過
予
此

即
兵
庫
及
城
柵
等
門
。
応
レ閉
忘
誤
不
レ
下
レ
鍵
。
若
応
レ
開

設

管

鍵

而

問

者
。
各
杖
六
十
。将

球

時

v
m
m
A
L峰
山
詳
尚
一ハ明

錯
下
レ
鍵
。
及
不
レ由
レ
鎗
而
開
者
。
答
叫
川
。
余
門
各
減
:二
等
。
若
壇
開

閉
者
。
各

加

越

罪

一
位一寸
唱
即
城
主
無
レ故
開
閉
者
。
与

e

越
罪

-問
。

-'-
/， 

養
老
二
年
(
七
一
八
)
賊
盗
律
幻
盗
節
刀
条

(
律
)

凡
次
郎
節
万
・者
。
徒
三
年
。
宮
殿
門
。
庫
蔵
。
及
倉
院
。
筑
紫
城
等
鎗
。

徒

一
年
。州
似
合
町
陸
奥
山
辺
後
出
羽
刊
誌
。
及
一一.
関
川
一
泊
亦
同
宮
城
。
京
城
及
宵
厨
鏑
。

杖

一
百
。
八
ム
癖
及
国
厨
等
輪
。
杖
六
十
。
諸
門
鏑
答
五
十
。

七

養
老
三
年
(
七
一
九
)
七
月
九
日
丙
申

(
続
日
本
紀

巻
八
)

選

東

海

・
東
山

・
北
陸
三
道
民
二
百
戸
、
配
:出
羽
柵
E

片付。

J¥ 

天
平
九
年

(七
三
七
)
正
月
二
十
二
日
丙
申

(続
日
本
紀

巻
十
二
)

先

L
疋
、
陸
奥
按
察
使
大
野
明
臣
束
人
等
一吉
、
従

陸

奥

回

遠

出
羽
柵
、

道
経

・男
勝
、
行
程
迂
述
。
請
、
征

・男
勝
村
、
以
通

・直
路
。
於
レ
姑
、

詔

梓
一節
大
使
兵
部
卿
従
三
位
藤
原
朝
臣
麻
呂
、
副
使
正
五
位
上
佐
伯

宿
禰
生
人

・
常
陸
{
寸
従
五
位
上
勲
六
等
坂
本
朝
臣
宇
頭
麻
佐
等
、
発

遣

陸
奥
因
。
判
官
四
人
、
主
典
四
人
。

九

天
平
九
年

(七
三
七
)
四
月
十
四
日
戊
午

(続
日
本
紀

巻
十
二
)

逃
陸
奥
持
節
大
使
従
三
位
藤
原
朝
臣
麻
呂
等
一吉
、
以

・去
二
月
十
九
日

4

到
陸
奥
国
多
賀
柵
。与

・鎮
守
将
軍
従
四
位
上
大
野
朝
臣
東
人

e

共
平
章
。

且
追

・常
陸

・
上
総

・
下
総

・
武
蔵

・
上
野

・
下
野
等
六
国
騎
兵
惣

一

千
人
。
問
、
山
海
両
道
夷
秋
等
、
成

懐

疑

憾
。
仰
差

回
夷
遠
田
郡
領

外
従
七
位
上
遠
田
君
雄
人
ぺ
逃
:
海
道
、
差

。帰
服
秋
和
我
君
計
安
塁
ー

逃
:山
道
べ
並
以
:使
U
H

慰
職
、
鋲
撫
之
。
仰

抽

勇

健

一
百
九
十
六
人
、

委

・将
軍
束
人
。
四
百
五
十
九
人
分
配
玉
造
等
五
柵
。
麻
呂
等
、
帥
:所
レ
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余
三
百
加
五
人
寸
鉄

多

賀

柵
唱
造
二副
使
従
五
位
上
坂
本
朝
臣
宇
頭
麻

佐

鋲

玉

造

柵

。
判
官
正
六
位
上
大
伴
宿
禰
美
濃
麻
呂
鎮
新
田
柵
。

国
大
縁
正
七
位
下
日
下
部
宿
禰
大
麻
巴
鋲
牡
鹿
柵
。
自
余
諸
棚
、
依
レ

旧
鎮
守
。
廿
五
日
、
将
軍
東
人
従
1

多

賀

柵

発
。
四
月

一
日
、
帥

・使
下

判
官
従
七
位
上
紀
朝
臣
武
良
士
等
及
所
b

委
騎
丘
二
百
九
十
六
人
、
銀

兵
四
百
九
十
九
人
、
当
凶
兵
五
千
人
、
帰
服
秋
祥
二
百
冊
九
人
、
従

部

内
色
麻
柵
発
。
即
日
、
到

・出
羽
田
大
室
駅
ο

出
羽
田
守
正
六
位
下
回

辺
史
難
波
将

・部
内
兵
五
百
人
、
帰
服
秋

一
百
州
人
、
在

此
駅
、
相
待
。

以

主

日
寸
与
将
軍
東
人
共
入

・賊
地
。
且
開
b

迫
而
行
。
但
賊
地
世

深
、
馬
御
難
b

得
。
所
以
、
宮
前
平
生
、
方
始
発
造
。
同
月
十

一
円
、

将
軍
京
人
組
歪

多
賀
柵
。
円
導

・新
開
通
道
惣

一
百
六
十
盟
。
或
魁
レ

訂
伐
レ
樹
、
或
填
レ
澗
疏
レ準
。
従

釘

美
郡

至

-出
羽
国
以
上
郡
玉
野



-ρ
十
阜
、
雑

惣

H
M
山
野
形
勢
険
肌
、
耐
J
M均
往
還
鑑
…
大
限
難

~jÉ 

玉

野

歪

賊

地

比

羅

保

許

山

八

十

盟
。
地
勢
平
担
、
抵…
ι
有

危

険

。

秋
倖
等
目
。
従

比

羅

保

許

山

至

雄

勝

村

五

十

余

皇

、
其
問
亦
平
。

唯

有

両

河
。
毎
'
z
t

水
様
、
並
用
b

船
渡
。
四
月
間
日
、
軍
屯

一賊
地

比
羅
保
許
山
。
先
い
疋
、
川
辺
難
波
状
俗
、
雄
勝
村
件
長
等

J

一一
人
米
降
。

拝
背
云
、
ぷ
問
、
行
部
欲
L

入

政

村

、
一小
L

勝

危

慨

。
故
米
前
b

降
者
。

東
ノ

H
、
夫
秋
作
者
、
叫
一
多
姦
謀
。
北
一一一川飢…

L

ぃ仰い
。
.小
色川，

師
陣
伝

;:
I
l
i
--
;
-t
、

部
前
何
郎
之
羽川

仰
化
ハ
平
市
。
難
破
議
川、

発
L
W
千
入
賊
地
丹
、
為

教
峨
作
秋
、
築
L

城
M
l
MA。
非

必

m
t陀ハ
伐
引
け刷
版
。
仲
心
不
・ぬ
川
什
片

的
、
凌
以
山
進
行
、

a

件
等
制
怨
、
泌
小
山
山
針
。
労
多
功
少

恐
非
七

策
。
不
L

如
、
心
山
口
一
牛
之
威
、
従

七
世
い
例
区
o
h
へ川去
、
住
破
、
訓
以

i
l、
守

J

A

Y
-
4
2

'

M
置
場

。

京
人
以

稲
順
。
懐

以

究

恩
。
然
則
、
城
郭
い例L
ハナ
。
人
以
永
安
者
也

為
L

扶
…
失
。
又
東
人
本
計
、
円
十
入
賊
地
、
耕
税
貯
ん
料
、
ゆ
刊
逆
L

糧
費
。

而
今
溝
大
宮
、
位
川
於
常
年
。
由
b
H

託
、
…小
L

符

H
十
入
耕
種
。
天
時
如
b

此
。
己

違

元

意
。
其
唯
常
造
城
郭
、

一
日
朝
可
レ成
。
而
守
'城
以
'
E
f

、

存

'人
以
v

食
。
耕
種
失
L

候
、
将
何
取
給
。
且
夫
氏
一
ハ
者
、
見
ι
利
則
為
、

加盟…
t
利
則
止
。
所
以
、
引
も東
而
旋
、
方

符

後

年
、
始

作

城

郭
。
位
為

京
人
口
入
賊
地
、
お
党
結
将
部
鋲
多
賀
柵
。
今
新
道
既
通
、
地
形
親

悦
。
至

於

後

年
、
縦
t

不

自
人
、
可
以
成
L

事
者
。
.
民
胤
れ
等
愚
昧
、

.小
L

川
市
け
機
。
判
点
人
久
将

辺
.
決
、
防
諜
.
小
L

中
。
加
以
、

親

臨

賊

h
4
、
2
、
仁
、
主
Y
量
一
J

、

h

h

7

J

V

，
t
J
U
H
aヲ

深
川
仙
述
慮
、
川川ん
.止
如
t

此
。
ぷ
叫
跡
事
状
、
丈

隠

防

，S1
・
別
別
勺

t
U
A1

1& 

u.T川
低
一
ド
、

hy
d
円
七・午
。
肝
治
ド
ト
上
、

，t
，ノ
u
uド
aBAが

L
P

H
"
1
q
a
-
-
向，4l

a
f
t
-d
3
4

，

-〈
L
'E
o

u
u
u
m
u
u
，HF

 

十

宝
亀
六
年

(七
七
五
)
十
月
十
三
目
安
酉

(続
日
本
紀

出
羽
固
言
、
蝦
賊
余
雄
、
猶

未

平

珍
。
三
年
之
問
、
諮

鋲

兵

九
百
九

巻
二
十
三
)

野

・
下
野
凶
同
兵
士
、
発
造
。

十
六
人
、

A
鋲
¥
安
定日
、
且

遷

国

府

。
勅
、
差

相

模

・
武
蔵

・
上
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官人補任表凡例

本表は f秋m市史jの官人補任表を参照して作成した。

1.本表は陸奥 (出羽)按察使 ・出羽国司の補任表を記載した。

2.記載範囲は出羽国が成立した和銅 5年 (712)から前九年の役発生直前の天喜 4年 (1056)まで

とした。

3.国司については守、介、抜 ・目の項目を立て、官i敵の違いが一党できるようにした。

4.人名については原則として原典の表記に従った。

5.記載にあたっては以下の略号を使用した。

(任)その年に新たに任官されたことが判明する者。

(現)その年に在任中であることが判明する者。

(終)その年に死去、辞任、選任等により解任されたことが判明する者。

(権)権官であることが判明する者。

(姓欠)姓の判明しない者。

(名欠)名の判明しない者。

6.本表作成の根拠とした出典については省略した。
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~ljllt fドり 陸奥 (l1\~;J) 絞然使

712 f11銑.5
713 6 
7 1 ~ 7 
715 ~'~亀 l
716 2 
il7 炎老 l
718 2 
719 3 
720 ~ I JE.h:-~ 1:毛野広人 (終)

721 5 
722 6 
723 7 
724 神({!.1 fìÉII~ 1'， 大野東人 (現)

725 2 
726 3 
727 4 
728 5 
729 kl(1 

730 2 
731 3 
732 4 
733 5 
734 6 
735 7 
736 8 
737 9 I li印可 1'， 大野iU人 (現)

738 10 
739 11 lìÉIJ~ 1・e 大野見i人 (現)

740 12 大!l!fil!人 (現カ)

741 13 
742 14 
743 15 
744 16 
745 17 
746 18 
747 19 
7~ 8 20 
749 kτI'ij静"#.1
750 2 
751 3 
752 4 
753 5 
754 6 
755 7 

756 8 
757 k'l'~h: ~(: 1 i!:pqド 大伴Th-呼~F\ (任 -

終)

758 ? 

759 3 
760 4 I 1[1':干ー 藤原:Jf.~j)Jl lìi( (J)J.) 

761 5 I lìÉIJ~ f d長島(T!~築制錦l (現)

762 6 I lii:Pq上 総IJ;(!J!:)'_¥i)J]猟 (攻)

763 7 I liEii. 1: IsiJj;([日胤ii!， (f正)

764 8 

765 矢子神必 l
766 2 
767 神泌;;t~~ 1 
768 2 
769 3 
770 :iU(!.1 
771 2 
772 3 正問下 大;付:駿MIfi;品 (任)

773 4 I iEIJq 1'. 大{半数i可麻呂 (現)

774 51 jEPU. 大{半駿河脱出 {現)

官人補任表

JE/、|ー

jF.六干

i正五干
1正干1.ト.

i足五下

1正'fi上

lHi干.

fit'li.干

多ifi比家主 (現)

rn辺餓波 (現)

(小野竹良 (現))

小野竹良 {攻}

i'i i.行三忠 (任)

佐官I尖i食麻呂
(μ外/If)

行済交;鋭 (tr:)

{ii斉武鋭 (千五}
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(.iE)六 L
正大 1'，

lit'ltf 

後五:下

外従五下

補任表 i

W;J:JI判訂l
介 J量・日

(布留守三官"(現))

-~ï有三忠 (現) 正六上 3(作金弓 (t量/現)

上毛野.I.!~長 ( If )

坂上:i'i:f¥'l(任)

(高~ )

下毛野.flt麻呂 (任)



補任表2

I'IiJF. .1f.~~; 隙奥 {出羽)絞l¥H史

775 6 1 .iEJI4 L 大f.'I!験jnf脈月 (現)

776 7 1 !EV4J 大伴駿juJ麻呂 (終)

777 811En-ド 紀広純 (任)

778 91 iHi.下 紀広純 (現)

779 10 
780 11 1正1'町ド 紀広純 (現 ・終)

781 天応 l 正)lq十 総JJ;i:小~.t~麻呂 ( 1正 )

782 経Jt千l .iE三 総J~νl、l.u麻/.!， (税)
従_. 大伴家持 (任}

783 2 従主 大伴家持 (攻}

784 3 
785 4 1 t足ul二 多ifiJt'j・'s(ff:) 

従J 大作家持 (現 ・終)

786 5 
787 6 
788 711Di.下 多i合比"j':"s(現)

789 8 
790 91 i.正11:卜 多ifì比iI~成 ( 1壬)
791 10 
792 11 
793 12 
79/1 13 
795 I11 

796 15 従)lq-卜 以上I:U村麻1!iJ(任)

797 16 
798 17 
799 18 
800 19 tT:IIU. 以上川村呼*F'， (現)

801 20 iIEI14上 坂 1'.111村Jtil7'， (現)

802 21 iIE-， 坂上III付瓜品(JJl)
803 22 桜1・.111村麻""-'， (現)

804 23 桜I'.m村麻a'J-'， (現)

805 24 地i.1'.1I1村隊内 {現)

806 大1，;11 fIe三 JJ .• u. 11 1村麻lι"(現)

807 2 以上H1村i隊出 (1Jl)

808 3 従1'4L 総I~!幸It嗣(任)
809 4 正問 F 総1以絡嗣 (現)

810 1弘仁 l J):V4・f 正証脈絡嗣 (J3i.)

政1瓜藤嗣 (fモ)
IEV4上 文司王斜1麻呂 (11)

互信I反事告修;1(終)

811 21 iI:V4 L 文当1.紛l保臼 (現)

812 3 1 l，T: : 文ど誌紛Iif，/L¥(現)

813 4 文?f!紛』隊問 (J3i.)

814 5 文3l紛麻呂 (攻)

815 6 1 fiT:三 ro:勢野応 (1壬)
I(勢野l己(現)

816 7 行事F野J:t!.(税)

817 81 liE三 H量販冬嗣 (11)
818 9 藤Ifr!冬嗣 {現)

819 10 藤Ji，(冬嗣 (J3i.)

820 II 勝Ji，(冬嗣 (攻}

821 12 従二 良策変世 (任)

822 13 良2駐をた世 (現)

823 14 iミ準法:1吐 (攻)

824 天l毛l 1ミ滋1.(11ト(攻)

JE五千 f'l\ijlHI~ (任)

825 2 むi:)lq1ニ 大fHilill(任)

826 3 
827 1I1 i.淀川 1: 大l'I¥):tli丘 (現)

828 51 i.正1'41・ 大f~\):ilj立 (現}

829 6 
830 71 i.正1'4F l.'iIJ;(長谷 (11)

831 8 ii'(lj;!:L長谷 (現)

iIE'/i.-F 

liOi.T 

iIE1i."f 

fIe五下

従五下

f正11:ド

lE五上
従五下

従干1.干

むCld二

1fT:干i:.I-.

上毛Jt!.!)長 (ff)

多治Jt乙安 (任)

i'iiifilHf: (11:) 

正事JJ;!fiI'，反 (fI:) 

'fii斉聡fi'(f.f:) 

文2主制i~府 ( t植/任)

文言t綿ぼ (縦/税)

依fl'rt十応 (任)

大伴今人 {現)

EIii奇数1費 (任)

小野;完成 (lJI.)

-201ー

(88) 

11¥羽|五lfil

1r J掌・11

従五下 総j瓜i*A (任)
正義係長岡 (任)

正六 1-. 話語版行WI(攻 鋭

秋日l減l!1河)



州麻 s，ユ~;. ~j(奥 ( IH羽) 絞綴使

832 9 消I;/'長谷 (現)

833 10 ml.瓜長谷 (終)
正以下 坂Jて消'j!f(任)

834 *和 l
835 2 
836 3 
837 4 正五下 坂上液型f(現)

838 5 
839 6 従三 正事自主良I)J(任)

藤1以良I)}(JJl) 

840 7 属高n;(良I)j(現) 従五上

従五下

従五下

iiHi下
841 8 従三 淡町{良I)j(現)

842 9 政I~(良i1J (現)

843 10 験問{良JJ.}(税)

844 11 総IJ;U;ミJJ)(if!任)

845 12 正三 総li:t良iJ}(.f).I.) 

846 13 総n;¥良房 (.f).I.) 1足'li.ド

従"qF 正事I反't:r:tて麻呂 {千J:)
847 14 正三 必Jj;{良I)}(税)

848 ~祥 l 正事IfoUミi)}(税)

849 2 I tY:四干. 藤lfoUミ:tI:l(任)

850 3 従"qJニ 総lj~:1:f士麻呂{終)

話語版良有1(現)

851 i二，1.;1 1語版良111(現)

852 2 正義If，(良梶1(税)

853 3 正義防t良111(現)

854 iT衡 l 霊長IJ;(良椛1(税)

855 2 正三 安倍・安仁 (任) 従五下

856 3 1i;m-z，:f二(現)

857 天安 l 公約'ii:仁(lJI.)

858 2 公約安仁(現)

859 a似 l 安1古安仁 (終)

jE三 平前線 (任)

860 2 司王;rr，f虫(現) i草花下

861 3 平均練 (現)

862 4 
863 5 平向機 (現)

864 6 !J!j'.'[，tJIi (現)

.iE三 i雌融 (ff)
865 7 i原画書 (現) 従五下

866 8 i服誕生 (現)

867 9 i際融(現)

868 10 t原融 (現) i~五五下
869 11 i脱届生 (終)

従三 話事h弘法経 (任)

870 12 藤原2主総 (現)

871 13 臣告白r，( ~.t;経 (現)

872 1" 政IJ;(総統 (現)

873 15 1正三 霊長1);(常行 (任}

87'1 16 様似合;行 (現)

875 17 政似合;行 (終)

iE三 滅多 (任)

876 18 滅多 (現)

877 元1~ 1 滅多 (現) i足五千.

878 2 滅多 (現)

正'ii.下

879 3 I iiE目 滅 多 (現) 正五下

総j瓜8・E語 (If)

和主mri(1圭)
小野千株 (任)

文討;~;:{jn (任)

'ii: f'汚~t足立 (I!:) 

言語1語、弘司:!(任}

f語臼滋 (1正)

ヨ主的ー比向

多治ZZ練 (11:)

勝以IJ!!llt(現)

政1J;(OOllt(現)

総IJ;(保lJIJ(機/任)

必1);(保fllJ(現)

-200-
(89) 

従五下

従':ii.下

従TLT

むt.:ll:干

1足五下

;-H.正li:
ード

lie:Ii:-F 

従'fi干

補任表3

111jJ;J陸I，;J
1~ ~ ， fl 

秋篠r~氷 (1.0 

坂上当為:

ゑ:tl'i比j'.'[， (織/t1)

総I良敏行 (ff)

泌尿~範 {現)
立'ぷ必行 {任)

総JJ;(統行 {繊/仔':) 正大上 小野作泉 <t制世/現}
良本近 (減司/現) 正六よ 文E住耳ï~)j a電線/製)

正大上 市民l令g!(惜敗/任)

従七下 荻l到l'i智1(1植大IJ/
任)

H量販統行 (緒/現) 正六上 小野幸f;IR(阪持/現}

正六上 文2長平jl)j(繊徐/税}



補任表4

iJfiJ晋 :ip;' 峨奥 (1Uj);J)絞祭使

880 4 I .iE三 藤原良世 (任)

881 51 .iE三 滅多 (現)

d事Jii.良世 (現)

882 6 必l瓜良1止 (現)

883 1縦J!，{良1ft(現)

884 総1反良1ft(現)

885 仁制11 LL: 在I~(行主1< (任)

886 2 在I~(行平 (現)

887 3 在1反行平 (終)

正I'q下 i際~~，'J.'. (If) 
888 4 減免忠 (現}

889 従-ドl 減免忠 (現)

890 2 従三 i~(能桁 (現)
891 3 i飯能訂 (現)

892 4 t削'~耳i (現)

893 5 正三 i削I主:(1・(任)

894 6 泌総布 (現)

895 7 i砂.能有 (現)

896 8 i原能有 (現)

897 9 正三 正義IJi(:(i実 (任)

IIi:三 i威光 (任)

898 ，11，-$持 i 激:光 (現)

899 2 i即:光 (税)

900 3 i眼光 (現)

901 延説 l I眼光 (現)

902 2 後三 必JJ;(5EI吋 (1査)
903 3 勝n;t5I!同 (税)

904 4 必限定問 (現)

905 5 総限定問 (攻)

906 6 話語版5Ë~1 (終)

907 7 I 1E三 1量販例経 (If)

908 8 総I{，(例経 (終)

909 91 i定- 減:泌 (1;(:)
910 10 初:泌 {税)

911 11 i隠滅 {現)

912 12 i眼iIIi(現)

913 13 .iE三 必Jj;(:(i~ (11:) 

914 111 必Jj;(;;(j ;J~ (終)

従=宅 必l国~ü，m (f.f:) 

915 15 必lJ;wm(JJl.) 
916 16 勝以ii'il't(現)

917 17 百語版ii'i1't(現)

918 18 総J品Wil・t(現)

919 19 iiE;三 総J品(n:'1J(11:) 

920 20 H語版(n:'1J(現)

921 21 総li;(定1]'(現)

922 22 機1(，(1i::方 (現)

923 延長 l 総IJ;(~Ë方 (現)
924 21 i.足三 勝I);(W平(任)

925 3 勝IJ;(frIlSI':(現)

926 d語版ftIO平 (現)

927 5 t語版事l'平 (現)

928 6 必JJ;(I'I，:iI<Of!任カ)

929 7 総1J;(.III'平 (現)

正:1;下

従'Ii.下

tl五下

従:r.:よ

斗2

様JJ;(保WJ(織/現)

坂上淡樹 {任)

坂上淡樹 {現)

i!l;(悦 (If)

藤原経邦 (現)

-199ー
(90) 

m;J;J怪l百l
介

f!淡忠行 (現)

藤原!U風 (減介If)

t量-日

正六上 品rtJ以~t笠~ (権掠/攻)

従七上 ;xllll'(綴 (1語大目/

現)

正七上 総j瓜平I式 (陥t世/現)

.iE六上 務海!処雌 (織大1:1/
現)

正大 1'，他j-i干与本 (織大

日/現)

従大下 ~I，î，i 縦雄 (小臼/

現)

正大上 軍í:i毎~!佐 (織大 11/
現)

坂上秋祭 (t誕生、11/
終)



附Ilf JI・-りe 隙奥 (出;'j.:J)絞然使

930 8 I lEー 政/~("'，平 (現)
931 ii~τr: 1 正義1J;(i'I"I'.(現)

932 2 正義/1;(1'1"1'.(現)

933 3 謀長1似'1'平 (現)

iE三 正事/j;{l~l忠 (任)

934 4 d車販保止~. (現)

935 5 雌/j'i.i呆忠 (現)

936 6 雌I瓜i呆忠 (終)
従三 d語版扶幹 (任)

937 7 勝/fi.鉄事宇 (現)

938 天Jl!1 íì~主 総/1;J:笑頼 (任)

939 2 藤原実務i(現)

940 3 話事/~(災級 (現)

941 4 厳1以l.Mffi(現)

942 5 H量販実駕i(現)

943 6 正事1反災蒋i(lJl.) 
944 7 d語版災1I(現)

945 8 I liE三 藤/j;J:附輔 (任)

946 9 総/j;J:附鋪 (現)

947 天11干i 従三 i原m~長 {任)
948 2 激ii汗隊 {終)

li~三 総/~iモE倹i (fモ)

949 3 総/fi.准衡 (現)

950 4 総/fi.tf.衡 (現)

951 5 総l民主E衡 (現)

952 6 必l民主E衡 (現)

953 7 藤原夜間話 (終)

正三 必/j;{釘1忠(ff:)
954 8 総/fi.釘i忠 {攻)

955 9 総/fi.狐忠 {現)

956 10 総1瓜lI!i忠 {現)

957 ヲミ2¥1 正義1瓜lI!i忠 {現)

958 2 正三 i脱出明 (任)

959 3 i阪市1狗 (現)

960 4 I際7.':jI91(現)

961 応、和 l i線路l則 (現)

962 2 t原t:jl別 (現)

963 3 i原t:jlYl(終)

正三 H語版曲目ヂ (仔J
96'1 t1H~ 1 総/j;J:r.，~ヂ (現)

965 2 泌尿町~ =J ~ (現}

966 3 総/j;iC幅ヂ (現}

967 4 再会IIU耐少 (現)

968 をた利 l 様Ir.(r.ilit~ (任)

969 2 目量販制J'i:(現)

970 夫総 l t量販制J'i:(終)

正三 t原雅信 (任)

971 2 i際雅信 (税) 後五'-.
972 3 i原稚f.:i(現)

973 J乙l!!;l i除維[，1(.lJD 
974 2 減税口 (任)

975 3 I .iE宍 政If，i嫌家 (任)

976 uji:l H語版{兼家 (現)

977 2 勝同{般家 (現)

978 ヨミ7じl 勝lJ:~，厳重記 (現)

lif.:二 ii事/f.(為光 (fl)
979 2 政/i;{13光 (現)

980 3 藤原t3光 (現)

981 4 t語版為光 (現)

982 5 政JJi{為光 (現)

目語版令ml(現)

(姓欠)iEi銭 (現-

終)

(総l瓜)~.!J.'. (任)

桶l待針 (現)

i原数i堂 (現)

-198-
(91 ) 

む:(:"/IT

11~不:JI圭liòJ

介

(姓欠)j呆;ffJ(城介

任)
i以務生 (攻}

τn干f，((lJI.) 

(話量販)災1~1. (械介/

lJI.) 

"Jl萩忠 (現)

有li任表5

t量・H

{天1隻年中}

物部長平 (11/環)

絞ぬ (名欠)(徐/

現)



有Ii任表6

jllill守 $I~ ~} 陸奥(tl1;Pj)鍛祭i史

983 氷餓 l i掠!f¥f;i(任)

984 2 i時!!f¥I;i(現)

985 ~.fIl l i原ml~i (攻)

986 2 i際ilH;l(現)

987 永雄 l i雌訴{江 {攻)

988 2 I .iE : 勝以弱l光 (11:)
989 ノk面1・l 政IJ;(羽i光 W/.)
990 .iEJfl' 1 務IJ;(税l光 (現)

991 2 機IJ;(羽l光 (現)

992 3 税収納光 (現)

993 4 I量販制光 (終)

.ïE..~ d量販済時 (任)

994 5 t語版留守時 (現)

995 :l~1t. 1 総Ij;(即時 (現)

996 2 I iit二 総IJ氏擁l光 (仔・)

.iE三 総J長{公季 (任)

997 3 総IJ;(公手 (現)

正三 i限時中 (1正)
998 4 i脱時中 (税)

999 長保 l i阪時中 (現)

1000 2 t原時'ド (現)

1001 3 l鳳l時中 (終)

1002 4 正一 治以滋綱 (任)

1003 5 t語以巡綱 (現)

1004 '/S.')l.1 総IJ;(道網 (現)

1005 2 政IJi{道網 (攻)

1006 3 総IJ;(道釧 (攻)

1007 4 藤原逃綱 (現}

H・一: 総0;(;起ft(攻)

1008 5 藤Ii;(災lt(現}

1009 6 t事1忠実資 (攻)

1010 7 t益広~(~資 (事/.)

1011 8 総1以災'tt(攻}

1012 t毛布11 藤原5長官t(現)

i正: 藤1以後家 (仔':)

1013 2 政IjiU盗家 (現)

1014 3 総IJi(隣家 (現)

1015 4 

1016 5 I .IE二 H量販7守口 (1f:) 

1017 従仁 l 目量販1'ff;{(現)

1018 2 総ij;Cf'ffLi(現)

1019 3 必Ij;O'f1Li(攻)

1020 4 ~lj;( 1T li詰 (現)

1021 治安 l 泌尿公任 (任)

1022 2 証書l忠公Iモ (攻}

1023 3 t語版公i下 (攻}

1024 fjl十l 藤原公iモ (現)

1025 2 藤原公任 (現)

1926 3 総IJ;(公任 (現)

正= 総If，{行成 (1圭)
1027 4 藤If，(行成 (現)

藤IJ;(行成 (終)

1028 長元 i .iE 勝依頼;7;(1壬)
1029 2 藤I反省'i;7;(現)

1030 3 縦1反事前首て (現)

1031 4 証書IJt-iJl'i宗 (現)

従五下

従五下

十H行ヨミ(権/任)

減数逮 (q.:ヵ/現)

必Ih\~~ (税)

脱原義理 (現)

謀長I)t-~主雅 (現)

ヰ王手1;1(現)

平等l:i(現)

減税五1<(現)

大中距JJj炎 {現)

大江崎線{任)

大訂.時制i(現)

大il時総 (現)

多米同陰 (現)

-197一
(92) 

/11羽闘百j

介 J量・日

τ1'11宇和I1J(1壬)

絞ぬ(*.欠)(後/

現)

正六上 総IJi.l'{"Ji:. ({量殺/

現}

i原信貌 (城介/攻} 正六上 藤原時務i(tfH量/
任)

正大上 t需Iß~I皮 (大目/
任}

徳4費量笑 (大~/
任)

平維茂 (現)

能~"Ï:.'J!. (任)

出~ (名欠)(1量得/
任)

t量販儲iE(減介/

現 ・終)

(姓欠)務好(減介/

現)



内il:fI {f. ~ ~;' 九 F長奥 (/11牛:))銭祭使

一 5 t量販制;;~ (現}1032 
1033 
1034 
1035 
1036 
1037 
1038 
1039 
1040 
1041 
1042 
1043 
10411 
1045 
10'16 
10'17 
10'18 

6 I 1正: t語版能日 (任}

10'19 
1050 
1051 
1052 

1053 
1054 
1055 
1056 

7 
8 
9 

Wtf 1 
2 I J[ 
3 

j毛久 l

2 
3 
4 

'~fii 1 
2 

水Jホl
2 
3 

4 

5 
6 
7 

A<-*iI'.Jl1l 
A:)'~ 1 』ト

2 

3 

一

t幅原能日 (JJl)

t量販舵幻 (現)

d語版能IJ(現)

4語版能I.J(波)

4語版i毛家 {任)
総l民民家 {現)

4島1以l毛家 {現}
~ill;(f主家 (現}

必I~(浜家 (攻}

滅的IJ}(11) 
i馴耐iJ}(現)
i馴i~IA (現)
滅的IJ)(税)

i附耐i)}(攻}

i眼r.l1iw(現)
d語版H!t家 (11:) 
目島l再(1，t家 (現}

脱届(1;1*(現)

t語版口家 (現)

必1(，(1.1家 {現)

総属{'{t'I! (任)

t量.原W'I!(現)

正藤原資・l'(J.Jl) 

t藤原資子 {草Ll

後五.ド

て}・

t草原l)通 (現}

一196-
(93) 

t"efl: ~ 

補任表7

111*11-1，;) 

介 持 .[1

議 (名欠)(1世・JJl)

'I(鍛l皮 {城介/任)

-ドjf(成 (J.JU

最!(1'，欠)(JJl) 
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所収遺跡;ギI所在地 市町村遺跡番号
。 I " 。 I " m1 

.h、たLょうみと あさた L てらう九

秋 11-1城跡 秋町Tli寺内 05201 186 391支 140度 第36次調査

44分 05分 19820705 ~ 906 
20秒 00秒 19821110 

第38次調査

1 98305 1 9~ 1， 578 
19831110 
第40次調査

1 9840709~ 1， 280 
19841204 
第41次調査

19850408 ~ 440 保 護 h自-‘: 理

19850524 
第49次調査

1 98707 1 3 ~ 470 
19870922 
第77次調査

20010409~ 300 
20010807 
第78次調査

200 10612~ 90 
20010831 

所収追跡;才『極 日IJ主 な |時代 主 な迫'構 王 な造物 特記事項

秋|干l城跡 城柵官Wf奈良~平安 正殿跡、北京建物跡、 須恵器、土師器、赤褐 秋l士|城跡、の政庁跡、の

遺跡 北西建物跡、正殿束 色土器、緑端i1陶器、器 正報告件。政庁の検

建物跡、正殿西建物 告:土器、縄文土器、弥 出迎構、それに伴っ

跡、正殿南建物跡、 生土器、漆紙文書、1見、 た造物、政庁の機能

政庁東門跡、築地塀.軒丸瓦、平瓦、丸瓦、 と変避などを記載。

跡、材木塀跡、一本 裕子目瓦、培、鉄製品、

柱列塀跡、竪穴住居 土製品、布製品、フイ

跡、竪穴状遺構、柱 ゴ羽仁l、銭貨

~IJ 、 遺構、 illJ~状j立構 、

土坑、整地地業跡、

焼土遺構、瓦敷逃構、

瓦j留等
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